
備 考

平成31年4月事前伺い

教

員

組

織

の

概

要

情報データ科学部
　情報データ科学科

多文化社会学研究科
　多文化社会学専攻（博士後期課程）

新

設

分

【基礎となる学部等】
・多文化社会学部
　多文化社会学科
・多文化社会学研究科
　多文化社会学専攻
（修士課程）

14条特例の実施

同 一 設 置 者 内 に お け る
変 更 状 況
（ 定 員 の 移 行 ，
名 称 の 変 更 等 ）

教育
課程

長崎県長崎市文教町1番14号

新
設
学
部
等
の
概
要

新設学部等の名称 卒業要件単位数

計

学　部　等　の　名　称
兼任

教員等

26 28 0 6 60 0 －

(27) (28) (0) (6) (61) (0) （－）

10 9 0 6 25 0 279

(11) (9) (0) (6) (26) (0) (279)

人 人 人 人 人 人 人

16 19 0 0 35 0 0

(16) (19) (0) (0) (35) (0) (0)

【学部の設置】
　情報データ科学部
　　情報データ科学科　　　　　　　　（ 110）（平成31年4月　事前伺い）

【収容定員の変更】
　工学部
　　工学科〔定員減〕　　　　　　　　（△50）（令和2年4月）

　教育学部
　　学校教育教員養成課程〔定員減〕　（△60）（令和2年4月）

【課程名称の変更】
　多文化社会学研究科 多文化社会学専攻
  　修士課程　→　博士前期課程              （令和2年4月）

開設する授業科目の総数

講義 演習 実習 計

多文化社会学研究科 多文化社会学専攻 2科目 3科目 0科目 5科目 16単位

専任教員等

教授 准教授 講師 助教 計 助手

（Department of Global
Humanities and Social
Sciences）

3 3 － 9 博士（学術）
（Doctor of
Philosophy）

令和2年4月
第1年次

計 3 － 9

多文化社会学研究科

（Graduate School of Global
Humanities and Social
Sciences）

多文化社会学専攻

大 学 の 目 的

　長崎に根づく伝統的文化を継承しつつ，豊かな心を育み，地球の平和を支える科学を創造
することによって，社会の調和的発展に貢献するとの理念に基づき，教育研究の高度化及び
個性化を図り，アジアを含む地域社会とともに歩みつつ，世界にとって不可欠な知の情報発
信拠点であり続けるとともに，地域及び国際社会の発展に貢献できる人材を養成することを
目的とする。

新 設 学 部 等 の 目 的

　21世紀の「多文化社会的状況」がもたらす諸問題について，多文化社会学に関する高度に
専門的な知識に基づき，「問題本質の見極め」と「問題解決に向けた多様な解の提示」を目
指し，21世紀の学問に求められる価値の創生と普及及び生命，精神，社会文化の持続可能な
世界の構築に資する，国際的発信能力を備えた研究者及び高度専門職業人等を養成する。

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

開設時期及
び開設年次

所　在　地

年 人 年次
人

人 　　年　月
第　年次

別記様式第2号（その1の1）
（用紙　日本工業規格A4縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

計 画 の 区 分 研究科の専攻に係る課程の変更

フ リ ガ ナ コクリツダイガクホウジン　ナガサキダイガク

設 置 者 国立大学法人　長崎大学

フ リ ガ ナ      ナガサキダイガクダイガクイン

大 学 の 名 称 長崎大学大学院  [Nagasaki University Graduate School]

大 学 本 部 の 位 置 長崎県長崎市文教町１番14号
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【　研　究　科　】

多文化社会学研究科

　　多文化社会学専攻（修士課程）

教育学研究科

　　教職実践専攻（専門職学位課程）

経済学研究科

　　経済経営政策専攻（博士前期課程）

　　経営意思決定専攻（博士後期課程）

教

員

組

織

の

概

要

既

設

分

合　　　　計

　　長崎大学－ロンドン大学衛生・熱帯医学
　　大学院国際連携グローバルヘルス専攻
　　（博士後期課程）

計

(437) (388) (20) (83) (928) (0) （－）

(410) (360) (20) (77) (867) (0) （－）

412 383 20 82 897 0 －

386 355 20 76 837 0 －

7 9 0 4 20 0 0

(9) (9) (0) (4) (22) (0) (0)

　　グローバルヘルス専攻（博士後期課程） (9) (9) (0) (4) (22) (0) (0)

　　グローバルヘルス専攻（博士前期課程） (28) (3) (0) (3) (34) (0) (26)

7 9 0 4 20 0 0

熱帯医学・グローバルヘルス研究科 24 3 0 3 30 0 26

8 12 0 3 23 0 0

　　生命薬科学専攻（博士後期課程） (8) (12) (0) (3) (23) (0) (0)

12 16 0 5 33 0 22

　　生命薬科学専攻（博士前期課程） (12) (16) (0) (5) (33) (0) (22)

7 4 5 5 21 0 4

　　先進予防医学共同専攻（博士課程） (7) (4) (5) (5) (21) (0) (4)

4 2 0 2 8 0 1

　　放射線医療科学専攻（博士課程） (5) (2) (0) (2) (9) (0) (1)

16 12 2 5 35 0 1

　　新興感染症病態制御学系専攻（博士課程） (18) (13) (2) (5) (38) (0) (1)

　　医療科学専攻（博士課程） (75) (49) (13) (12) (149) (0) (23)

65 46 13 11 135 0 23

5 1 0 1 7 0 6

　　災害・被ばく医療科学共同専攻（修士課程） (6) (1) (0) (1) (8) (0) (6)

医歯薬学総合研究科 16 12 0 8 36 0 14

　　保健学専攻（修士課程） (18) (13) (0) (8) (39) (0) (14)

14 5 0 1 20 0 15
　 　海洋フィールド生命科学専攻（5年一貫制博士課程） (14) (5) (0) (1) (20) (0) (15)

31 36 0 0 67 0 14

　　環境海洋資源学専攻（博士後期課程） (31) (36) (0) (0) (67) (0) (14)

20 23 0 0 43 0 0

　　環境科学専攻（博士前期課程） (20) (23) (0) (0) (43) (0) (0)

水産・環境科学総合研究科 26 19 0 2 47 0 0

　　水産学専攻（博士前期課程） (26) (19) (0) (2) (47) (0) (0)

　　ｸﾞﾘｰﾝｼｽﾃﾑ創成科学専攻（5年一貫制博士課程） (10) (4) (0) (1) (15) (0) (1)

　　生産システム工学専攻（博士後期課程） (20) (35) (0) (0) (55) (0) (2)

10 4 0 1 15 0 1

　　総合工学専攻（博士前期課程） (30) (42) (0) (18) (90) (0) (24)

20 35 0 0 55 0 2

工学研究科 30 42 0 18 90 0 24

13 10 0 0 23 0 0

(13) (10) (0) (0) (23) (0) (0)

21 24 0 2 47 0 1

(21) (24) (0) (2) (47) (0) (1)

16 15 0 1 32 0 10

(16) (15) (0) (1) (32) (0) (10)

14 16 0 0 30 0 12

(14) (16) (0) (0) (30) (0) (12)
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借用面積106㎡

借用面積3,190㎡

長崎大学

既
設
大
学
等
の
状
況

100 室 243 室 487 室
教室等

そ の 他 の 職 員

計

視聴覚資料機械・器具 標本

校　　　舎

体育館

校
　
　
地
　
　
等

図
書
・
設
備

多文化社会学研究科
多文化社会学専攻

図 書 館 専 門 職 員

事 務 職 員

計

教
員
以
外
の
職
員
の
概
要

技 術 職 員

学生1人当り
納付金

経 費 の
見 積 り
及 び 維
持 方 法
の 概 要

図書館

経費の
見積り

大学全体

(大学全体の共用分)

図書
1,050,000〔305,000〕
(1,036,000[301,000])
視聴覚資料
7,050
(6,780)

大学全体

　国費による

専 任 教 員 研 究 室

10 学士(保健学)

　医学科 6 120 2年次 735 学士(医学) 1.00 昭和24年度 長崎市坂本１丁目12番４号

5

　保健学科 4 106 3年次 444 学士(看護学) 1.00 平成14年度 長崎市坂本１丁目７番１号

　　　夜間主コース 4 60 5 250

医学部

経済学部

　総合経済学科 3年次 学士(経済学) 1.04 平成9年度 長崎市片渕４丁目２番１号

　　　昼間コース 4 265 10 1,080

教育学部

　学校教育教員養成課程 4 240 － 960 学士(教育学) 1.00 平成10年度 長崎市文教町１番14号

多文化社会学部

　多文化社会学科 4 100 － 400 学士(多文化社会学) 1.04 平成26年度 長崎市文教町１番14号

学生納付金以外の維持方法の概要

大 学 の 名 称

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

【　学　　部　】
年 人 年次

人
人 倍

設備購入費 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

第1年次 第2年次 第3年次 第4年次 第5年次 第6年次

千円 千円 千円 千円 千円 千円

教員1人当り研究費等 千円 千円 千円 千円 千円 千円

共同研究費等 千円 千円 千円 千円 千円 千円

図書購入費 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（1,036,000〔301,000〕） （25,100〔7,400〕） （12,900〔11,900〕） (6,780) (13,075) (78)

面積 閲覧座席数 収 納 可 能 冊 数

10,735 ㎡ 1,316 席 964,055 冊

面積 体育館以外のスポーツ施設の概要

12,541㎡ 弓道場，テニスコート，ハンドボールコート，プール等

区　分 開設前年度 第1年次 第2年次 第3年次 第4年次 第5年次 第6年次

1,050,000〔305,000〕　 25,400〔7,500〕　 10,700〔9,800〕　 7,050 13,075 78

（1,036,000〔301,000〕） （25,100〔7,400〕） （12,900〔11,900〕） (6,780) (13,075) (78)

1,050,000〔305,000〕　 25,400〔7,500〕　 10,700〔9,800〕　 7,050 13,075 78

講義室 演習室 実験実習室 情報処理学習施設 語学学習施設

26 室 6 室

（補助職員　人） （補助職員　人）

新設学部等の名称 室　　　数

多文化社会学研究科　多文化社会学専攻 35 室

図書 学術雑誌

〔うち外国書〕 〔うち外国書〕 電子ジャーナル新設学部等の名称

冊 種 〔うち外国書〕 点 点 点

合          計 542,799 ㎡ 120,286 ㎡ 0 ㎡ 663,085 ㎡

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

182,273 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡ 182,273 ㎡

（182,273 ㎡） （　　0　㎡） （　　0 ㎡） （182,273 ㎡）

校　舎　敷　地 274,716 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡ 274,716 ㎡

運 動 場 用 地 101,030 ㎡ 12,748 ㎡ 0 ㎡ 113,778 ㎡

小          計 375,746 ㎡ 12,748 ㎡ 0 ㎡ 388,494 ㎡

そ    の    他 167,053 ㎡ 107,538 ㎡ 0 ㎡ 274,591 ㎡

1,314 749 2,063

(1,314) (749) (2,063)

1,899 1,378 3,277

(1,899) (1,378) (3,277)

区　　　分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

9 - 9

(9) （-） (9)

104 59 163

(104) (59) (163)

472 570 1,042

(472) (570) (1042)

職　　　種 専　　任 兼　　任 計

人 人 人
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（修士課程）

（専門職学位課程）

令和元年10月入学者数は
未定のため含まない。

令和元年10月入学者数は
未定のため含まない。

令和元年10月入学者数は
未定のため含まない。

令和元年10月入学者数は
未定のため含まない。

令和元年10月入学者数は
未定のため含まない。

既
設
大
学
等
の
状
況

博士(水産学)

博士(環境科学)

（5年一貫制博士課程）

　海洋フィールド生命科学専攻 5 5 － 25 博士(水産学) 0.28 平成23年度 長崎市文教町１番14号

博士(環境科学)

博士(海洋科学)

（博士後期課程）

　環境海洋資源学専攻 3 12 － 36 博士(学術) 0.75 平成23年度 長崎市文教町１番14号

修士(水産学)

　環境科学専攻 2 25 － 50 修士(学術) 0.96 平成27年度 長崎市文教町１番14号

修士(環境科学)

（博士前期課程）

　水産学専攻 2 35 － 70 修士(学術) 0.94 平成23年度 長崎市文教町１番14号

水産・環境科学総合研究科

（5年一貫制博士課程）

　グリーンシステム創成科学専攻 5 5 － 25 博士(工学) 0.76 平成23年度 長崎市文教町１番14号

（博士後期課程）

　生産システム工学専攻 3 15 － 45 博士(工学) 0.82 平成23年度 長崎市文教町１番14号

工学研究科

（博士前期課程）

　総合工学専攻 2 220 － 440 修士(工学) 1.01 平成23年度 長崎市文教町１番14号

修士(経営学)

（博士後期課程）

　経営意志決定専攻 3 3 － 9 博士(経営学) 1.00 平成16年度 長崎市片渕４丁目２番１号

（博士前期課程）

　経済経営政策専攻 2 15 － 30 修士(経済学) 1.09 平成7年度 長崎市片渕４丁目２番１号

教育学研究科

　教職実践専攻 2 28 － 56 教職修士(専門職) 0.83 平成20年度 長崎市文教町１番14号

経済学研究科

【　研　究　科　】

多文化社会学研究科

　多文化社会学専攻 2 10 － 20 修士（学術） 1.05 平成30年度 長崎市文教町１番14号

環境科学部

　環境科学科 4 130 3年次 530 学士(環境科学) 1.03 平成9年度 長崎市文教町１番14号

5

水産学部

　水産学科 4 110 － 440 学士(水産学) 1.03 昭和48年度 長崎市文教町１番14号

工学部

　工学科 4 380 － 1,520 学士(工学) 1.03 平成23年度 長崎市文教町１番14号

薬学部 長崎市文教町１番14号

　薬学科 6 40 － 240 学士(薬学) 1.02 平成18年度

　薬科学科 4 40 － 160 学士(薬科学) 1.03 昭和61年度

　歯学科 6 50 － 300 学士(歯学) 1.00 昭和54年度 長崎市坂本１丁目７番１号

歯学部

4



2 －

令和元年10月入学者数は
未定のため含まない。

令和元年10月入学者数は
未定のため含まない。

令和元年10月入学者数は
未定のため含まない。

4 －
令和元年10月入学者数は
未定のため含まない。

令和元年10月入学者数は
未定のため含まない。

令和元年10月入学者数は
未定のため含まない。

10月入学

平成30年度設置
10月入学

平成30年度設置
10月入学

既
設
大
学
等
の
状
況

附属施設の概要

（博士後期課程）

　グローバルヘルス専攻 3 5 － 10 博士（グローバルヘルス） 1.20 平成30年度

修士(医科学)

長崎市坂本１丁目12番４号

　長崎大学－ロンドン大学
　衛生・熱帯医学大学院国
　際連携グローバルヘルス
　専攻

3 5 － 10 博士（グローバルヘルス） 1.00 平成30年度 長崎市坂本１丁目12番４号

　グローバルヘルス専攻 2 37

（附置研究所）
○熱帯医学研究所
　　所 在 地：長崎市坂本１丁目１２番４号
　　設置年月：昭和２４年５月（昭和４２年６月　風土病研究所から改称）
　　規 模 等：土地 ９２，1 ７６㎡　　建物 ９，６４９㎡
　　目　　的：熱帯医学に関する学理及びその応用を研究する。

○原爆後障害医療研究所
　　所 在 地：長崎市坂本１丁目１２番４号
　　設置年月：平成２５年４月
　　規 模 等：土地 ９２，1 ７６㎡　　　建物 ４，８４５㎡
　　目　　的：放射線の人体への影響を国内外のヒバクシャを対象として研究により究明し
　　　　　　　て，人類安全と安心に寄与する放射線健康リスク評価・管理学を実践し，全
　　　　　　　人的被ばく医療学を推進するとともに，国際的な放射線被ばく影響の実態調
　　　　　　　査，ヒバクシャの試料・資料の収集及びデータベースの構築を行うことを目
　　　　　　　的とする。

博士(薬科学)

熱帯医学・グローバルヘルス研究科

（博士前期課程）

－ 62 修士(熱帯医学) 0.95 平成27年度 長崎市坂本１丁目12番４号

修士(公衆衛生学)

（博士後期課程）

　生命薬科学専攻 3 10 － 30 博士(学術) 0.43 平成24年度 長崎市文教町１番14号

　先進予防医学共同専攻 10 40 博士(医学) 0.97 平成28年度 長崎市坂本１丁目12番４号

（博士前期課程）

　生命薬科学専攻 2 36 － 72 修士(薬科学) 0.80 平成24年度 長崎市文教町１番14号

博士(医学)

博士(歯学)

博士(薬学)

　放射線医療科学専攻 4 5 － 20 博士(学術) 0.85 平成14年度 長崎市坂本１丁目12番４号

博士(医学)

博士(歯学)

博士(薬学)

（博士課程）

　医療科学専攻
4 60 － 240 博士(学術) 1.08 平成14年度 長崎市坂本１丁目12番４号

博士(医学)

博士(歯学)

博士(薬学)

　新興感染症病態制御学系専攻 4 20 － 80 博士(学術) 0.90 平成14年度 長崎市坂本１丁目12番４号

修士(理学療法学)

修士(作業療法学)

　災害・被ばく医療科学共同専攻 10 20 修士（看護学） 0.85 平成28年度 長崎市坂本１丁目12番４号

修士（医科学）

医歯薬学総合研究科

（修士課程）

　保健学専攻 2 20 － 40 修士(看護学) 1.12 平成18年度 長崎市坂本１丁目７番１号
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附属施設の概要

○熱帯医学研究所附属熱帯医学ミュージアム
　　所 在 地：長崎市坂本１丁目１２番４号
　　設置年月：平成２０年４月（熱帯感染症研究センターを改組）
　　規 模 等：土地 ９２，１７６㎡　　建物 ３８２㎡
　　目　　的：熱帯医学に関する資料・情報を収集，整理，保存，解析及び提供するととも
              に，公衆への供覧等を行うことにより，熱帯医学に対する社会の理解を深め，
　　　　　　　学術研究の進展に寄与する。

（附属病院）
○長崎大学病院
　　所 在 地：長崎市坂本１丁目７番１号
　　設置年月：昭和２４年５月（平成２１年４月　医学部・歯学部附属病院を改組）
　　規 模 等：土地 ８６，８０７㎡　　建物 ８６，２００㎡
　　目　　的：患者の診療を通じて医歯薬学関連の教育及び研究を行う。

（附属学校）
　　目　　的：
　　　(1)教育基本法及び学校教育法に定める教育又は保育を行う。
　　　(2)教育学部における児童若しくは生徒の教育又は幼児の保育に関する研究に協力し，
　　　　 教育学部の計画に従い，学生の教育実習の実施にあたる。
　　　(3)教育の理論的，実証的研究を行うとともに，他の学校との教育研究の協力及び教
         育研究の成果の交流を行う。
○教育学部附属幼稚園
　　所 在 地：長崎市文教町４番２３号
　　設置年月：昭和２４年５月
　　規 模 等：土地 ５１，１８５㎡　　建物 １，１４８㎡
○教育学部附属小学校
　　所 在 地：長崎市文教町４番２３号
　　設置年月：昭和２４年５月
　　規 模 等：土地 （上記に含む）　  建物 ７，２４０㎡
○教育学部附属中学校
　　所 在 地：長崎市文教町４番２３号
　　設置年月：昭和２４年５月
　　規 模 等：土地（上記に含む）　 　建物 ７，６１３㎡
○教育学部附属特別支援学校
　　所 在 地：長崎市柳谷町４２番１号
　　設置年月：昭和４６年４月
　　規 模 等：土地 １２，５２９㎡　　建物 ３，５１８㎡

（学部等の附属施設）
○地域教育総合支援センター
　　所 在 地：長崎市文教町１番１４号
　　設置年月：平成１３年４月（教育実践研究指導センターを改組）
　　規 模 等：土地 １８７，１２５㎡　　建物 ５３２㎡
　　目　　的：教育実践に関する研究，指導及び研修を総合的に行い，教師教育の充実を
              図る。

○水産学部附属練習船鶴洋丸
　　設置年月：昭和５０年６月（現船：平成１６年１２月）
　　規 模 等：アルミニウム合金船　１５５トン　最大搭載人員 ３６名
　　目　　的：航海・漁労実習，海洋環境観測，海洋生物資源調査

○水産学部附属練習船長崎丸
　　設置年月：昭和２７年３月（現船：昭和６１年２月）
　　規 模 等：鋼船　８４２トン　最大搭載人員 ６９名
　　目　　的：トロール漁業実習，海洋学実習，航海運用実習

○海洋未来イノベーション機構
　　所 在 地：長崎市多以良町１５５１番７号
　　設置年月：平成２８年４月
　　規 模 等：土地 １０，９００㎡　　建物 １，９４３㎡
　　目　　的：２１世紀の最重点課題である地球環境保全及び食料供給の持続性確保に向け
              て，長崎に隣接する東シナ海及びその沿岸域を主な対象として国内外の研究
              機関とも緊密に連携しながら，水圏・大気圏・陸圏の環境保全及び多様な生
              物資源の持続的生産の基盤となる学際領域の研究を推進する拠点として機能
              することを目的とする。

○医歯薬学総合研究科附属先進予防医学研究センター
　　所 在 地：長崎県五島市三尾野1-7-1
　　設置年月：平成２９年６月
　　規 模 等：土地 ４，８２６㎡　　建物 ３９㎡
　　目　　的：長崎大学医歯薬学総合研究科における先進予防医学に関する国内外の研究機
              関との共同研究の推進に寄与する。

○医歯薬学総合研究科附属薬用植物園
　　所 在 地：長崎市文教町１番１４号
　　設置年月：昭和４７年５月（平成１５年４月　薬学部附属施設から医歯薬学総合研究科
              附属施設へ移行）
　　規 模 等：土地 １８７，１２５㎡　　建物 ４４５㎡
　　目　　的：園内に薬用植物を栽培し，もって学術研究及び教育に資する。

○熱帯医学研究所附属アジア・アフリカ感染症研究施設
　　所 在 地：長崎市坂本１丁目１２番４号
　　設置年月：平成２０年４月（熱帯感染症研究センターを改組）
　　規 模 等：土地 ９２，１７６㎡　　  建物 １３６㎡
　　目　　的：アジアやアフリカにおける熱帯病・新興再興感染症の発生・拡大に関与する
              現地長期調査及び複合要因の解析並びに予防制圧に資する研究及び教育を行
              うことにより，当該分野の学術研究の進展及び人材育成に寄与する。
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附属施設の概要

○環境保全センター
　　所 在 地：長崎市文教町１番１４号
　　設置年月：平成３０年７月
　　規 模 等：土地　１８７,１２５㎡　　建物 ４３㎡
　　目　　的：長崎大学の学内共同教育研究施設として，本学の研究，教育等により生じた
              排水，重金属等含有廃液，排ガス等による公害の発生を防止することを目的
              とする。

1　共同学科等の認可の申請及び届出の場合，「計画の区分」，「新設学部等の目的」，「新設学部等の概要」，「教育課程」及び「教員組

　織の概要」の「新設分」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

2　「教員組織の概要」の「既設分」については，共同学科等に係る数を除いたものとすること。

3　私立の大学又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「教室等」，「専任教員研究

　室」，「図書・設備」，「図書館」及び「体育館」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

4　大学等の廃止の認可の申請又は届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「校地等」，「校舎」，「教室等」，「専任教員研究室」，

（学内共同教育研究施設等）
○保健・医療推進センター
　　所 在 地：長崎市文教町１番１４号
　　設置年月：昭和４１年４月（平成２０年４月　保健管理センターを改組）
　　規 模 等：土地 １８７，１２５㎡　　建物 ５４０㎡
　　目　　的：長崎大学の学生及び職員の健康を守り，予防に努めるとともに，保健・医療
              分野での医療教育，本学の地域連携及び地域貢献を県及び自治体 と連携し，
              推進する。

○先導生命科学研究支援センター
　　所 在 地：長崎市坂本１丁目１２番４号
　　設置年月：平成１５年４月（アイソトープ総合センター，遺伝子実験施設及び医
              学部附属動物実験施設を統合再編）
　　規 模 等：土地  ９２，1 ７６㎡　　  建物 １０，６８１㎡
　　目　　的：放射性同位元素等，動物資源及びゲノム情報・遺伝子を用いる教育研究にそ
　　　　　　　の施設等を供するとともに，本学における総合的な生命科学研究の推進及び
　　　　　　　支援を行い，もって教育研究の進展に資する。

○ＩＣＴ基盤センター
　　所 在 地：長崎市文教町１番１４号
　　設置年月：平成１６年１２月（総合情報処理センターを改組）
　　　　　　　研究科附属施設へ移行）
　　規 模 等：土地 １８７，１２５㎡　　建物１，１３７㎡
　　目　　的：ＩＣＴを活用した教育研究環境を提供するため，情報政策の企画立案・実施，
　　　　　　　高度情報化技術に基づく情報基盤の整備，教育の情報化及び情報教育の推進
　　　　　　　を行うことを目的とする。

○大学教育イノベーションセンター
　　所 在 地：長崎市文教町１番１４号
　　設置年月：平成１４年４月
　　規 模 等：土地 １８７，１２５㎡　　建物 ７７９㎡
　　目　　的：本学の教育理念を達成するために，学士課程教育及び大学教育の在り方に関
              する研究を行うとともに，その改善に資するデータ蓄積とそれを活用した入
              学者選抜支援，教育支援等の業務を行うことを目的とする。

○言語教育研究センター
　　所 在 地：長崎市文教町１番１４号
　　設置年月：平成２４年４月
　　規 模 等：土地 １８７，１２５㎡　　建物 ４００㎡
　　目　　的：本学における外国語教育に関する教育及び研究を推進するとともに，外国語
　　　　　　　教育の実施に関する企画運営を行う。

○核兵器廃絶研究センター
　　所 在 地：長崎市文教町１番１４号
　　設置年月：平成２４年４月
　　規 模 等：土地 １８７，１２５㎡　　建物 ２３０㎡
　　目　　的：ヒロシマ・ナガサキを現在の世界の潮流の中で新たに位置づけ，学問的調査・
              分析を通して核兵器廃絶に向けた情報や提言を様々な角度から世界に発信する
              ため，長崎市，長崎県等と連携を図りながら核兵器廃絶に係る教育研究活動を
              行うことにより，もって本学の教育研究の進展に資する。

○留学生教育・支援センター
　　所 在 地：長崎市文教町１番１４号
　　設置年月：平成３０年７月
　　規 模 等：土地 　１８７,１２５㎡　　建物 ４３㎡
　　目　　的：長崎大学の学内共同教育研究施設として，外国人留学生並びに学部及び大学
              院への入学前における日本語等に関する予備教育を受ける者並びに外国の大
              学等に留学する日本人学生に対し，必要な教育及び指導助言を行うことによ
              り，本学における外国人留学生の受入れ及び学生の海外留学の推進を図るこ
              とを目的とする。

（注）

　「図書・設備」，「図書館」，「体育館」及び「経費の見積もり及び維持方法の概要」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

5　「教育課程」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

6　空欄には，「－」又は「該当なし」と記入すること。
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国立大学法人長崎大学　設置申請に関わる組織の移行表

平成３１年度
入学
定員

編入学
定員

収容
定員 令和２年度

入学
定員

編入学
定員

収容
定員 変更の事由

長崎大学 長崎大学
　多文化社会学部 　多文化社会学部

　　多文化社会学科 100 － 400 　　多文化社会学科 100 － 400

　教育学部 　教育学部

　　学校教育教員養成課程 240 － 960 　　学校教育教員養成課程 180 － 720 定員変更（△60）

　経済学部 3年次 　経済学部 3年次

　　総合経済学科（昼間コース） 265 10 　　総合経済学科（昼間コース） 265 10

　　総合経済学科（夜間主コース） 60 5 　　総合経済学科（夜間主コース） 60 5

　医学部 　医学部

2年次 → 2年次

120 5 745 95 5 595 定員変更（△25）

3年次 3年次

106 10 444 　　保健学科 106 10 444

　歯学部 　歯学部

　　歯学科 50 － 300 　　歯学科 50 － 300

　薬学部 　薬学部

　　薬学科 40 － 240 　　薬学科 40 － 240

　　薬科学科 40 － 160 　　薬科学科 40 － 160

　工学部 　工学部

　　工学科 380 － 1,520 → 　　工学科 330 － 1,320 定員変更（△50）

  情報データ科学部 学部の設置（事前伺い）

　　　情報データ科学科 110 － 440

　環境科学部 3年次 　環境科学部 3年次

　　環境科学科 130 5 530 　　環境科学科 130 5 530

　水産学部 　水産学部

　　水産学科 110 － 440 　　水産学科 110 － 440

2年次 2年次

5 5

3年次 3年次

30 30

長崎大学大学院 長崎大学大学院

 多文化社会学研究科 → 　多文化社会学研究科

　　多文化社会学専攻（M） 10 20 　　多文化社会学専攻（M） 10 20

　　多文化社会学専攻（D） 3 9 専攻の設置（意見伺い）

　教育学研究科 　教育学研究科

　　教職実践専攻（P） 28 56 　　教職実践専攻（P） 28 56

　経済学研究科 　経済学研究科

　　経済経営政策専攻（M） 15 30 　　経済経営政策専攻（M） 15 30

　　経営意思決定専攻（D） 3 9 　　経営意思決定専攻（D） 3 9

　工学研究科 　工学研究科

　　総合工学専攻（M） 220 440 　　総合工学専攻（M） 220 440

　　生産システム工学専攻（D） 15 45 　　生産システム工学専攻（D） 15 45

　　グリーンシステム創成科学専攻（D） 5 25 　　グリーンシステム創成科学専攻（D） 5 25

　水産・環境科学総合研究科 　水産・環境科学総合研究科

　　水産学専攻（M） 35 70 　　水産学専攻（M） 35 70

　　環境科学専攻（M） 25 50 　　環境科学専攻（M） 25 50

　　環境海洋資源学専攻（D） 12 36 　　環境海洋資源学専攻（D） 12 36

　　海洋フィールド生命科学専攻（D） 5 25 　　海洋フィールド生命科学専攻（D） 5 25

　医歯薬学総合研究科 　医歯薬学総合研究科

　　保健学専攻（M） 20 40 　　保健学専攻（M） 20 40

　　災害・被ばく医療科学共同専攻（M） 10 20 　　災害・被ばく医療科学共同専攻（M） 10 20

　　医療科学専攻（D） 60 240 　　医療科学専攻（D） 60 240

　　新興感染症病態制御学系専攻（D） 20 80 　　新興感染症病態制御学系専攻（D） 20 80

　　放射線医療科学専攻（D） 5 20 　　放射線医療科学専攻（D） 5 20

　　先進予防医学共同専攻（D） 10 40 　　先進予防医学共同専攻（D） 10 40

　　生命薬科学専攻（M） 36 72 　　生命薬科学専攻（M） 36 72

　　生命薬科学専攻（D） 10 30 　　生命薬科学専攻（D） 10 30

 熱帯医学・グローバルヘルス研究科 →  熱帯医学・グローバルヘルス研究科

　　グローバルヘルス専攻（M） 37 62 　　グローバルヘルス専攻（M） 37 62

　　グローバルヘルス専攻（D） 5 15 　　グローバルヘルス専攻（D） 5 15

     長崎大学-ロンドン大学衛生・熱帯医学大学院
     国際連携グローバルヘルス専攻（D） 5 15

     長崎大学-ロンドン大学衛生・熱帯医学大学院
     国際連携グローバルヘルス専攻（D） 5 15

計 591 1,440 計 594 1,449

　　医学科

計 1,616

1,330

6,919

　　医学科

　　保健学科

計 1,641

1,330

7,069



必

修

選

択

自

由

講

義

演

習

実
験
・
実
習

教

授

准
教
授

講

師

助

教

助

手

1① 2 ○ 6 2 オムニバス

1② 2 ○ 2 3 オムニバス

－ 4 0 0 8 5 0 0 0

1通 4 ○ 16 19

2通 4 ○

－ 8 0 0 16 19 0 0 0

3通 4 ○ 16 19

－ 4 0 0 16 19 0 0 0

－ 16 0 0 16 19 0 0 0

４月１日から９月３０日まで，後期を１０月１日から翌年３月３１日までとし，前期の前半を第１クォータ，
後半を第２クォータ，後期の前半を第３クォータ，後半を第４クォータとしている。

－

研
究
指
導
科
目

研究指導

小計（1科目）

卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

１５週（７.５週）※

合計（　5科目） －

学位又は称号

４　「授業形態」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

１時限の授業時間 ９０分

（注）

１　学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科の設置又は大学における通信教育の開設の届出を行おうとする場合には，授与す

　る学位の種類及び分野又は学科の分野が同じ学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科（学位の種類及び分野の変更等に関す

３年以上在学し，１６単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた
上，博士論文の審査及び最終試験に合格することを修了要件とする。

　る基準（平成十五年文部科学省告示第三十九号）別表第一備考又は別表第二備考に係るものを含む。）についても作成すること。

２　私立の大学若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合，

　大学等の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場

　合は，この書類を作成する必要はない。

３　開設する授業科目に応じて，適宜科目区分の枠を設けること。

※ 本学では，２学期制とクォータ制を併用している。学生の学期区分は，前期及び後期の２期に分け，前期を

１学年の学期区分 ２期（４クォータ）※

１学期の授業期間

博士（学術） 学位又は学科の分野 文学関係，法学関係，社会学・社会福祉学関係

－

－

演
習
科
目

研究演習Ⅰ

研究演習Ⅱ

小計（2科目）

講
義
科
目

多文化社会学特論Ⅰ

多文化社会学特論Ⅱ

小計（2科目）

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（多文化社会学研究科 多文化社会学専攻 博士後期課程）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

1



必

修

選

択

自

由

講

義

演

習

実
験
・
実
習

教

授

准
教
授

講

師

助

教

助

手

学問のエレメンツⅠ 1① 2 ○ ○ 1

学問のエレメンツⅡ 1② 2 ○ ○ 1

学問のエレメンツⅢ 1① 2 ○ ○ 1

学問のエレメンツⅣ 1① 2 ○ ○ 1

学問のエレメンツⅤ 1② 2 ○ ○ 1

学問のエレメンツⅥ 1② 2 ○ ○ 1

小計（６科目） － 12 0 0 5 1 0 0 0

文化表象論特講 1② 2 ○ 1

文化表象論特定演習 1③ 1 ○ 1

現代宗教論特講 1② 2 ○ 1

現代宗教論特定演習 1③ 1 ○ 1

ヨーロッパ社会史特講 1③ 2 ○ 1

ヨーロッパ社会史特定演習 1④ 1 ○ 1

アフリカ社会論特講 1③ 2 ○ 兼1

アフリカ社会論特定演習 1④ 1 ○ 兼1

グローバル社会と脱オリエンタリズム特講 1④ 2 ○ 1

グローバル社会と脱オリエンタリズム特定演習 2① 1 ○ 1

グローバル・ヒストリー特講 1④ 2 ○ 兼1

グローバル・ヒストリー特定演習 2① 1 ○ 兼1

カルチュラルスタディーズ特講 2① 2 ○ 1

カルチュラルスタディーズ特定演習 2② 1 ○ 1

East－West　Studies特講 2① 2 ○ 1

East－West　Studies特定演習 2② 1 ○ 1

小計（１６科目） － 0 24 0 4 2 0 0 0 兼2

国際ジェンダー論特講 1② 2 ○ 兼1

国際ジェンダー論特定演習 1③ 1 ○ 兼1

経済開発論特講 1② 2 ○ 1

経済開発論特定演習 1③ 1 ○ 1

国際秩序論特講 1③ 2 ○ 1

国際秩序論特定演習 1④ 1 ○ 1

地域生態論特講 1③ 2 ○ 1

地域生態論特定演習 1④ 1 ○ 1

トランスナショナリティ論特講 1④ 2 ○ 1

トランスナショナリティ論特定演習 2① 1 ○ 1

多文化家族研究特講 1④ 2 ○ 1

多文化家族研究特定演習 2① 1 ○ 1

移民政策と家族・地域・教育特講 2① 2 ○ 1

移民政策と家族・地域・教育特定演習 2② 1 ○ 1

小計（１４科目） － 0 21 0 1 5 0 0 0 兼1

日本近世史・日蘭交流史特講 1② 2 ○ 1

日本近世史・日蘭交流史特定演習 1③ 1 ○ 1

日本儒学・中国学特講 1② 2 ○ 1

日本儒学・中国学特定演習 1③ 1 ○ 1

文化遺産論特講 1③ 2 ○ 1

文化遺産論特定演習 1④ 1 ○ 1

海域交流史特講 1③ 2 ○ 1

海域交流史特定演習 1④ 1 ○ 1

華僑・華人研究特講 1④ 2 ○ 1

華僑・華人研究特定演習 2① 1 ○ 1

現代日本政治外交論特講 1④ 2 ○ 1

現代日本政治外交論特定演習 2① 1 ○ 1

現代アジア社会論特講 2① 2 ○ 1

現代アジア社会論特定演習 2② 1 ○ 1

小計（１４科目） － 0 21 0 5 2 0 0 0

別記様式第２号（その２の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（多文化社会学研究科 多文化社会学専攻 修士課程）

科目区分 授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

学
問
の
エ
レ
メ
ン
ツ
科
目 －

学
問
の
プ
ラ
ク
テ
ィ

ス
科
目

－

－

－

グ
ロ
ー

バ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー

ズ
科
目
群

政
策
科
学
科
目
群

環
海
日
本
長
崎
学
・
ア
ジ
ア
研
究
科
目
群

1



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

別記様式第２号（その２の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（多文化社会学研究科 多文化社会学専攻 修士課程）

科目区分 授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

言語学基礎研究特講ａ 1② 2 ○ 1

言語学基礎研究特講ｂ 1② 2 ○ 1

英語学特講 1② 2 ○ 兼1

異文化語用論特講 1③ 2 ○ 1

第二言語習得研究 1③ 2 ○ 兼1

談話分析特講 1④ 2 ○ 1

英語統語論特講 1④ 2 ○ 1

言語教育と第二言語習得特講 2① 2 ○ 兼1

言語理論研究特講 2② 2 ○ 兼1 集中

言語学特定演習 1③ 1 ○ 兼1

応用言語学特定演習 1④ 1 ○ 1

日中対照言語学特定演習 2① 1 ○ 1

日英対照言語学特定演習 2① 1 ○ 1

小計（１３科目） － 0 22 0 2 2 0 0 0 兼4

核軍縮と国際政治特講 1① 2 ○ 1

核軍縮と国際政治特定演習 1③ 1 ○ 1

原子力平和利用と核不拡散特講 1② 2 ○ 1

原子力平和利用と核不拡散特定演習 1③ 1 ○ 1

核軍縮交渉の法と政治特講 1③ 2 ○ 兼1

核軍縮交渉の法と政治特定演習 1④ 1 ○ 兼1

核物質管理と核セキュリティ特講 1③ 2 ○ 1

核物質管理と核セキュリティ特定演習 1④ 1 ○ 1

小計（８科目） － 0 12 0 2 0 0 0 0 兼1

オリエンタルスタディーズⅠ 隔年 2 ○ 兼2
ｵﾑﾆﾊﾞｽ

集中

オリエンタルスタディーズⅡ 隔年 2 ○ 兼2
ｵﾑﾆﾊﾞｽ

集中

小計（２科目） － 0 4 0 0 0 0 0 0 兼3

総合資料学 1②～③ 2 ○ 兼3
ｵﾑﾆﾊﾞｽ

共同

集中

小計（１科目） － 0 2 0 0 0 0 0 0 兼3

海外留学 2①～② 2 ○ 1

海外フィールドワーク 1②～③ 2 ○ 1

海外インターンシップ 1③～④ 2 ○ 1

小計（３科目） － 0 6 0 2 1 0 0 0

多文化社会学セミナー 2通 2 ○ 14 15

小計（１科目） － 2 0 0 14 15 0 0 0

研究指導 2通 4 ○ 14 15

小計（１科目） － 4 0 0 14 15 0 0 0

－ 18 112 0 14 16 0 0 0 兼14

修士（学術）

１学年の学期区分

１学期の授業期間

１時限の授業時間

(1)学問のエレメンツ科目　１２単位

(2)学問のプラクティス科目　１８単位

　必修科目の「多文化社会学セミナー」及び主選択した科目群において，最低６科目９単位（特講３科目６単位，特定演習３科目

３単位）を修得する。

(3)研究指導　４単位

研
究

指
導

－

東
洋
文
庫

選
択
科
目

学
問
の
プ
ラ
ク
テ
ィ

ス
科
目

－

核
軍
縮
・
不
拡
散
科
目
群

－

必
修

科
目

言
語
多
様
性
科
目
群

４　「授業形態」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

　る学位の種類及び分野又は学科の分野が同じ学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科（学位の種類及び分野の変更等に関す

授業期間等

－
歴

史

民

俗

博

物

館

選

択

科

目 －

海
外
経
験

選
択
科
目

－

－

合計（７９科目） －

学位又は称号 学位又は学科の分野 文学関係，法学関係，社会学・社会福祉学関係

選
択
科
目

卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法

２　私立の大学若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合，

　大学等の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場

　合は，この書類を作成する必要はない。

３　開設する授業科目に応じて，適宜科目区分の枠を設けること。

　る基準（平成十五年文部科学省告示第三十九号）別表第一備考又は別表第二備考に係るものを含む。）についても作成すること。

（注）

１　学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科の設置又は大学における通信教育の開設の届出を行おうとする場合には，授与す

２期（４クォータ）※

１５週（７.５週）※

９０分

※　本学では，２学期制とクォータ制を併用している。学生の学期区分は，前期及び後期の２期に分け，前期を４月１日から９月３０日

まで，後期を１０月１日から翌年３月３１日までとし，前期の前半を第１クォータ，後半を第２クォータ，後期の前半を第３クォータ，

後半を第４クォータとしている。

　本研究科課程に２年以上在学し，３４単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を

受けた上，修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。

2



必

修

選

択

自

由

講

義

演

習

実
験
・
実
習

教

授

准
教
授

講

師

助

教

助

手

初年次セミナー 1前 1 ○ 3 4 3

小計（１科目） － 1 0 0 3 4 0 3 0

情報基礎 1前 2 ○ 兼1

小計（１科目） － 2 0 0 0 0 0 0 0 兼1

健康科学 1③ 1 ○ 兼6 オムニバス

スポーツ演習 2前 1 ○ 兼1

小計（２科目） － 1 1 0 0 0 0 0 0 兼7

キャリア入門 1① 1 ○ 兼3
オムニバス・

共同（一部）

小計（１科目） － 0 1 0 0 0 0 0 0 兼3

長崎地域学 1② 1 ○ 兼1

小計（１科目） － 1 0 0 0 0 0 0 0 兼1

英語コミュニケーションⅠ 1前 1 ○ 1 兼2

英語コミュニケーションⅡ 1後 1 ○ 兼3

英語コミュニケーションⅢ 2後 1 ○ 兼3

総合英語Ⅰ 1前 1 ○ 1 1 兼1

総合英語Ⅱ 1後 1 ○ 1 兼2

総合英語Ⅲ 2前 1 ○ 1

小計（６科目） － 6 0 0 1 2 0 0 0 兼9

ドイツ語Ⅰ 1前 1 ○ 1

ドイツ語Ⅱ 1後 1 ○ 1

ドイツ語Ⅲ 2前 1 ○ 兼1

ドイツ語Ⅳ 2後 1 ○ 兼1

フランス語Ⅰ 1前 1 ○ 兼1

フランス語Ⅱ 1後 1 ○ 兼1

フランス語Ⅲ 2前 1 ○ 兼1

フランス語Ⅳ 2後 1 ○ 兼1

中国語Ⅰ 1前 1 ○ 1 兼1

中国語Ⅱ 1後 1 ○ 1 兼1

中国語Ⅲ 2前 1 ○ 1

中国語Ⅳ 2後 1 ○ 1

韓国語Ⅰ 1前 1 ○ 兼1

韓国語Ⅱ 1後 1 ○ 兼1

韓国語Ⅲ 2前 1 ○ 兼1

韓国語Ⅳ 2後 1 ○ 兼1

小計（１６科目） － 0 16 0 2 0 0 0 0 兼5

経済活動と社会 1③ 2 ○ 兼1

企業の仕組みと行動 1③ 2 ○ 兼1

経済政策と公共部門 1④ 2 ○ 兼1

国際環境法 1後 2 ○ 兼1

国内環境法Ⅰ 1後 2 ○ 兼1

国内環境法Ⅱ 1後 2 ○ 兼2 オムニバス

ビギナーのための有機化学 1④ 2 ○ 兼4 オムニバス

ビギナーのための物理化学 1③ 2 ○ 兼4 オムニバス

ビギナーのための生物学 1③ 2 ○ 兼4 オムニバス

健康と医療の安全・安心 1③ 2 ○ 兼4 オムニバス

リスク社会と社会科学 1③ 2 ○ 兼1

科学と技術の安全・安心 1④ 2 ○ 兼3 オムニバス

核兵器とは何か 1③ 2 ○ 兼1

国際社会と平和 1④ 2 ○ 1

被ばくと社会 1③ 2 ○ 兼4 オムニバス

暮らしの中の情報科学 1③ 2 ○ 兼2 オムニバス

身の回りの中の物理科学 1④ 2 ○ 兼1

環境・生活と化学 1④ 2 ○ 兼2 オムニバス

別記様式第２号（その２の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（多文化社会学部 多文化社会学科）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

－

－

－

－

－

－

－

教
養
教
育
科
目

必
須
科
目

多
様
性
と
共
生

教養ゼミナール科目

情報科学科目

健康・スポーツ科学
科目

キャリア
教育科目

地域科学科目

外
国
語
科
目

英
語

初
習
外
国
語

現
代
経
済
と

企
業
活
動

環
境
と
人
類

の
持
続
可
能

な
発
展

科
学
/
技
術
の
恩
恵
と
限
界

リ
ス
ク
社
会
を

理
解
す
る
 
〜

医
療
と
健
康
、

社
会
科
学
、

科

学
技
術

全
学
モ
ジ
ュ
ー

ル
Ⅰ
科
目

モ
ジ
ュ
ー

ル
科
目

薬
と
生
命
科

学
を
理
解
す

る
た
め
の
基

礎
科
学

核
兵
器
の
な
い

世
界
を
目
指
し

て

暮
ら
し
の
中

の
科
学
1

1
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別記様式第２号（その２の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（多文化社会学部 多文化社会学科）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

耳鼻咽喉領域における感覚･機能の障がいと回復 1④ 2 ○ 兼4 オムニバス

運動器のしくみと機能の障がいと回復 1④ 2 ○ 兼4 オムニバス

眼の発生・多様性と障がいからの回復 1③ 2 ○ 兼4 オムニバス

教育原理(教育課程の意義及び編成の方法の内容を含む。) 1後 2 ○ 兼4
オムニバス・

集中

教育心理学 1④ 2 ○ 兼1

教育社会・制度論 1③ 2 ○ 兼3 オムニバス

生物多様性を考える 1③ 2 ○ 兼3 オムニバス

都市環境を考える 1④ 2 ○ 兼2 オムニバス

地球温暖化を考える 1③ 2 ○ 兼4 オムニバス

情報の活用 1③ 2 ○ 兼1

情報社会の安全と安心 1④ 2 ○ 兼1

計算機の科学 1③ 2 ○ 兼1

グローバル化時代の社会問題 1④ 2 ○ 兼1

国際的視点に立った法と政治 1③ 2 ○ 兼1

グローバル人材へのリテラシー～グローバル人材2.0～ 1③ 2 ○ 兼1

対人関係の社会学 1④ 2 ○ 兼1

メディア・コミュニケーション基礎 1③ 2 ○ 兼1

コミュニケーション基礎実践 1③ 2 ○ 兼3 オムニバス

小計（３６科目） － 0 72 0 1 0 0 0 0 兼76

国際社会と日本経済 2④ 2 ○ 兼1

企業行動と戦略 2④ 2 ○ 兼1

社会制度と経済活動 2③ 2 ○ 兼1

国際社会と日本経済 2④ 2 ○ 兼1

企業行動と戦略 2③ 2 ○ 兼1

経営情報と会計情報 2① 2 ○ 兼1

エネルギー・マネジメント 2④ 2 ○ 兼2 オムニバス

有害化学物質のマネジメント 2① 2 ○ 兼2 オムニバス

廃棄物のマネジメント 2③ 2 ○ 兼1

伝承薬から最先端医薬品まで(薬はこうして創られる) 2① 2 ○ 兼3 オムニバス

高齢化社会と地域医療・薬とのかかわり 2① 2 ○ 兼3 オムニバス

疾病の回復を促進する薬 2後 2 ○ 兼2 オムニバス

疾病と薬物治療 2④ 2 ○ 兼2 オムニバス

薬草・健康食品と病気 2① 2 ○ 兼3 オムニバス

薬との賢い付き合い方 2④ 2 ○ 兼3 オムニバス

医療現場の安全と安心 2① 2 ○ 兼4 オムニバス

自然災害とインフラ長寿命化 2③ 2 ○ 兼2 オムニバス

環境リスクと社会 2③ 2 ○ 兼1

文学・芸術と核兵器 2④ 2 ○ 1 兼2 オムニバス

核と平和を科学する 2① 2 ○ 兼2 オムニバス

市民運動・ＮＧＯと核兵器廃絶 2③ 2 ○ 兼2 オムニバス

核兵器廃絶と教育 2① 2 ○ 兼4 オムニバス

メディアと平和 2③ 2 ○ 1 兼3 オムニバス

核軍縮の法と政治 2③ 2 ○ 1 兼1 オムニバス

意思決定の数理 2③ 2 ○ 兼1

暮らしと電気 2① 2 ○ 兼2 オムニバス

分子設計と合成化学 2③ 2 ○ 兼2 オムニバス
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別記様式第２号（その２の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（多文化社会学部 多文化社会学科）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

映画から学ぶライフサイクルとメンタルヘルス 2④ 2 ○ 兼4 オムニバス

発達症（発達障害）の理解と支援 2④ 2 ○ 兼3 オムニバス

ヒトはなぜ病気になるのか 2③ 2 ○ 兼4 オムニバス

細胞生命を哲学する 2③ 2 ○ 兼4 オムニバス

地域社会に生きる個体生命を哲学する 2④ 2 ○ 兼2 オムニバス

社会生命を哲学する 2① 2 ○ 兼2 オムニバス

教育相談 2③ 2 ○ 兼1

文学と社会 2④ 2 ○ 兼1

芸術 2① 2 ○ 兼1

教育相談 2① 2 ○ 兼1

身のまわりの科学 2③ 2 ○ 兼1

環境と社会 2④ 2 ○ 兼2 オムニバス

生態系と社会 2② 2 ○ 兼2 オムニバス

環境と社会運動 2① 2 ○ 兼2 オムニバス

環境問題の歴史から学ぶ 2② 2 ○ 兼3 オムニバス

資源管理論 2① 2 ○ 兼2 オムニバス

地域の環境を考える 2③ 2 ○ 兼2 オムニバス

廃棄物の管理と処理 2④ 2 ○ 兼1

情報と社会 2③ 2 ○ 兼4 オムニバス

情報化の役割と課題 2④ 2 ○ 兼1

ソフトウェアの利用技術 2③ 2 ○ 兼1

情報通信とコンピュータネットワークのしくみ 2③ 2 ○ 兼1

プログラミング入門 2④ 2 ○ 兼1

情報化時代の仕事術 2③ 2 ○ 兼1

英語で学ぶオランダと西欧の文化 2① 2 ○ 兼1

異文化接触とコミュニケーション 2④ 2 ○ 兼1

キャリアデザイン実践 2② 2 ○ 1

稼ぐ観光～地域を通じたグローバルビジネスへの扉～ 2④ 2 ○ 兼1

世界人口の動向と国際開発 2① 2 ○ 兼1

国際援助と公的部門の役割 2④ 2 ○ 兼1

地域創生と観光 2④ 2 ○ 兼1

身体関係論 2① 2 ○ 兼1

身体関係論 2① 2 ○ 兼1

他者理解とバイアス 2③ 2 ○ 兼1

コミュニケーションの生物学・臨床医学 2③ 2 ○ 兼3 オムニバス

音表現とグループ・プロセス 2① 2 ○ 兼2 オムニバス

リーダーシップの問題と解決策 2④ 2 ○ 兼1

小計（６４科目） － 0 128 0 2 1 0 0 0 兼107

情
報
社
会
を
考

え
る

健
や
か
に
生
き
る

生
命
を
多
次
元

で
哲
学
す
る

環
境
と
社
会
生

活

環
境
と
社
会
の

共
生

－

I
C
T
の
仕
組

み
と
活
用
法

多
文
化
共
生
と

グ
ロ
ー

バ
ル
人

材
育
成

グ
ロ
ー

バ
ル
化

と
国
際
開
発

文
化
と
対
人
関
係

グ
ル
ー

プ
・
コ

ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン

教
育
と
文
化

教
育
と
社
会

変
容
す
る
環
境
と
リ
テ
ラ
シ
ー

教
養
教
育
科
目

モ
ジ
ュ
ー

ル
科
目

全
学
モ
ジ
ュ
ー

ル
Ⅱ
科
目

3



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

別記様式第２号（その２の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（多文化社会学部 多文化社会学科）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

多文化社会学の諸問題I（社会） 1① 1 ○ 2 4 オムニバス

多文化社会学の諸問題II（人文） 1① 1 ○ 2 4 オムニバス

国際公共政策入門（政治） 1① 1 ○ 1

国際公共政策入門（法） 1③ 1 ○ 1

国際公共政策入門（経済） 1② 1 ○ 1

社会学入門 1③ 1 ○ 1

人類学・民俗学入門 1② 1 ○ 1 4 オムニバス

歴史学入門 1③ 1 ○ 2 オムニバス

文化研究入門 1③ 1 ○ 1

思想・宗教研究入門 1② 1 ○ 1 1 オムニバス

言語コミュニケーション入門 1② 1 ○ 2 3 兼2 オムニバス

エリア研究入門 1④ 1 ○ 3 3 オムニバス

小計（１２科目） － 12 0 0 10 15 0 0 0 兼2

日本国憲法 1①②④ 2 ○ 兼2

モノポリーで学ぶ教養としてのビジネス 1前 2 ○ 兼1 集中

芸術と文化 1③ 2 ○ 兼1

市民社会と法 1③ 2 ○ 兼1

ボランティアを通して地域を知る 1② 2 ○ 兼4 オムニバス

English for Specific Purposes (A) 1前 1 ○ 兼1

English for Specific Purposes (B) 1後 1 ○ 兼1

上級外国語(フランス語) 3① 1 ○ 兼1

上級外国語(中国語) 3② 1 ○ 1

上級外国語(韓国語) 3① 1 ○ 兼1

オランダの言語 1前 2 ○ 兼1

オランダの文化 1後 2 ○ 兼1

平和講座 1② 2 ○ 兼4 オムニバス

自己表現法 1② 2 ○ 兼1

解放講座 1前後 2 ○ 兼1 集中

社会生活における情報活用術 1④ 2 ○ 兼3 オムニバス

平成長崎塾 1前 2 ○ 兼4 オムニバス

自分のキャリアを考える講座～男女共同参画とダイバーシティの視点から～ 1① 2 ○ 兼4 オムニバス

キャリア実践 1前 2 ○ 兼1 集中

物理科学 1① 2 ○ 兼1

生物の科学 1前③ 2 ○ 兼1

データの科学 1④ 2 ○ 兼1

全学乗船実習 1・2後 2 ○ 兼1 集中

開発協力論 1前 2 ○ 1

現代アジア社会の諸問題―政治経済・宗教・文化を中心に 1③ 2 ○ 2 オムニバス

研究倫理とコンプライアンス 1① 2 ○ 兼4 オムニバス

現代社会を生きる 1② 2 ○ 兼1

キャリア交流 1③ 2 ○ 兼2 オムニバス

特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 1・2後 2 ○ 兼2
オムニバス・

集中

特別な支援を必要とする子どもの理解 1・2前 2 ○ 兼9
オムニバス・

集中

生徒・進路指導論 1・2前 2 ○ 兼2
オムニバス・

集中

教育方法・技術論 2前 2 ○ 兼1 集中

Asia and Japan in Modern and Contemporary History 1① 2 ○ 1

Globalization and Health in Nagasaki/Japan 1③ 2 〇 兼1

Sport Communication and Coaching in Touch Rugby 1① 2 ○ 兼1

Contemporary Issues of Marine Ecosystems and Environment 1② 2 ○ 兼1

Toward a Nuclear Weapon Free-World 1④ 2 ○ 兼1

Nagasaki StudiesⅠ 1③ 2 ○ 兼1

Nagasaki StudiesⅡ 1④ 2 ○ 兼1

Development Cooperation and Global Health 1④ 2 ○ 兼1

海外English Camp(A) 1前 2 ○ 兼1 集中

海外English Camp(B) 1後 2 ○ 兼1 集中

小計（４２科目） － 0 79 0 1 2 0 2 0 兼54
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別記様式第２号（その２の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（多文化社会学部 多文化社会学科）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

日本語上級Ⅰ 1前 2 ○ 兼1

日本語上級Ⅱa 1前 2 ○ 兼1

日本語上級Ⅱb 1後 2 ○ 兼1

日本事情 1後 2 ○ 兼1

小計（４科目） － 0 8 0 0 0 0 0 0 兼3

軍縮論 2後 2 ○ 1 兼1 オムニバス

国際関係基礎（政治史） 2① 2 ○ 1

国際関係基礎（政治思想） 2③ 2 ○ 1

ジェンダーと人権 2前 2 ○ 兼1 集中

国際法 2③ 2 ○ 1

ミクロ経済学 2前 2 ○ 1

国際社会学基礎 2① 2 ○ 1

地域社会学基礎 2② 2 ○ 1

家族社会学基礎 2① 2 ○ 1

教育社会学基礎 2④ 2 ○ 1

歴史社会学基礎 2① 2 ○ 1

文化人類学基礎（観光） 2② 2 ○ 1

文化人類学基礎（民族誌） 2② 2 ○ 1

文化人類学基礎（生態・社会） 2③ 2 ○ 1

文化人類学基礎（民俗学） 2③ 2 ○ 1

文化人類学基礎（移民） 2① 2 ○ 1

歴史学基礎（日本） 2④ 2 ○ 1

歴史学基礎（ヨーロッパ） 2④ 2 ○ 1

歴史学基礎（文化交流） 2③ 2 ○ 兼1

歴史学基礎（考古学） 2④ 2 ○ 1

思想史基礎（ヨーロッパ） 2③ 2 ○ 1

思想史基礎（中国） 2③ 2 ○ 1

宗教学基礎 2④ 2 ○ 1

文化研究基礎（表象） 2① 2 ○ 1

文化研究基礎（メディア） 2② 2 ○ 1

言語学基礎A 2① 2 ○ 1

言語学基礎B 2前 2 ○ 兼1 集中

中国語学基礎A 2前 2 ○ 兼1 集中

中国語学基礎B 2② 2 ○ 1

英語の発想と表現A 2③ 2 ○ 1

英語の発想と表現B 2④ 2 ○ 1

日本語学基礎A 2③ 2 ○ 1

日本語学基礎B 2④ 2 ○ 1

小計（３３科目） － 0 66 0 12 16 0 1 0 兼3

リサーチ入門（フィールドワーク） 1後 2 ○ 2 3 オムニバス

リサーチ入門（文献調査）含古文書 1前 2 ○ 1

リサーチ基礎（インタビュー、参与観察） 2前 2 ○ 4
オムニバス

・集中

リサーチ基礎（表象） 2後 2 ○ 1 2 オムニバス

リサーチ基礎（映像） 2前 2 ○ 兼1 集中

リサーチ基礎（サーベイ） 2④ 2 ○ 兼1

リサーチ基礎（アーカイブ） 2前 2 ○ 1 1

外国語文献購読 2前 2 ○ 2 6

フィールドワーク実習（海外/国内） 3通 2 ○ 1

小計（９科目） － 2 16 0 6 12 0 0 0 兼2

Study Abroad and Presentation 1前 1 ○ 1 兼2

英語のしくみと意味Ⅰ 1後 2 ○ 1 1

英語のしくみと意味Ⅱ 2前 2 ○ 1 1

Reading and WritingⅠ 1前 1 ○ 1 兼2

Reading and WritingⅡ 2前 1 ○ 1 兼2

Academic WritingⅠ 2後 1 ○ 1 兼2

Academic WritingⅡ 3前 1 ○ 1 兼2

Reading and DiscussionⅠ 1後 1 ○ 1 兼2

Reading and DiscussionⅡ 3前 1 ○ 1 兼2

Debate 3後 2 ○ 1 兼1

小計（１０科目） － 13 0 0 1 2 0 0 0 兼3
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別記様式第２号（その２の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（多文化社会学部 多文化社会学科）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

中国語総合表現Ⅰ 2前 1 ○ 1

中国語総合表現Ⅱ 2後 1 ○ 1

中国語文献討論Ⅰ 3前 2 ○ 1

中国語文献討論Ⅱ 3後 2 ○ 1

中国語プレゼンテーション 4前 1 ○ 2 オムニバス

小計（５科目） － 0 7 0 2 0 0 0 0

オランダ語Ⅰ 2前 2 ○ 兼1

オランダ語Ⅱ 2後 2 ○ 兼1

オランダ語Ⅲ 3前 2 ○ 兼1

小計（３科目） － 0 6 0 0 0 0 0 0 兼1

国際機構論 3前 2 ○ 1

平和学 3④ 2 ○ 1

EU法 3② 2 ○ 1

国際政治学 3前 2 ○ 1

比較政治学 3④ 2 ○ 1

国際経営論 3前 2 ○ 兼1 集中

開発経済学 3① 2 ○ 1

国際人権論 3前 2 ○ 兼1 集中

グローバルヘルス 3① 2 ○ 1 1 オムニバス

計量経済学 3③ 2 ○ 1

アジア経済論 2前 2 ○ 兼1 集中

多文化マーケティング論 3前 2 ○ 兼1 集中

国際社会学 3後 2 ○ 1

異文化理解教育 3前 2 ○ 1

トランスナショナリティ論 3前 2 ○ 1

異文化と家族 3前 2 ○ 1

現代アフリカ社会論 3後 2 ○ 1

現代アジア社会論 3後 2 ○ 1

陶磁考古学 3後 2 ○ 1

グローバル文化交流史 3後 2 ○ 兼1

社会史 3後 2 ○ 1

異文化交流論 3後 2 ○ 1

文化資源論 3④ 2 ○ 1

地域生態論 3後 2 ○ 1

思想史 3後 2 ○ 1

中国思想史 3後 2 ○ 1

宗教文化論 3前 2 ○ 1

記憶文化論 3③ 2 ○ 兼1

文化表象論 3前 2 ○ 1

映画論 3① 1 ○ 兼1

メディア・スタディーズ 3前 2 ○ 1

地域史料論 3前 2 ○ 1

イギリス文学論 3後 2 ○ 兼1

異文化間コミュニケーション 3前 2 ○ 1

英語音声のしくみと働き 3後 2 ○ 兼1

英米文学概論 3前 2 ○ 兼1

応用言語学 3後 2 ○ 兼1

現代言語理論 3前 2 ○ 兼1 集中

コーパス言語学 3前 2 ○ 1

対照言語学（日英） 3後 2 ○ 1

対照言語学（日中） 3後 2 ○ 1

第二言語習得論 3後 2 ○ 兼1

日本語学 3前 2 ○ 1

日蘭比較文化 3前 2 ○ 兼1

オランダ現代社会論 2後 2 ○ 1

オランダ文化論 2前 2 ○ 1

小計（４６科目） － 0 91 0 14 15 0 1 0 兼13

中
国
語
モ
ジ
ュ
ー

ル

科
目

－

オ
ラ
ン
ダ
語

モ
ジ
ュ
ー

ル

科
目

－

－

専
門
教
育
科
目

専
門
講
義
科
目
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別記様式第２号（その２の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（多文化社会学部 多文化社会学科）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

グローバルキャリア入門 1① 1 ○ 1

キャリア形成論 3前 2 ○ 1

自主企画インターンシップ 2通 2 ○ 1

企業研究 2③ 2 ○ 1

小計（４科目） － 3 4 0 0 1 0 0 0

基礎演習Ⅰ 2前 1 ○ 13 16

基礎演習Ⅱ 2後 1 ○ 13 16

専門演習Ⅰ 3前 1 ○ 12 16

専門演習Ⅱ 3後 1 ○ 12 16

卒業研究 4通 6 ○ 12 16

特別研究 3～4通 8 ○ 12 16

小計（６科目） － 2 16 0 13 16 0 0 0

ミュージアム・講演ラリー 1通 1 ○ 1

大使館連続講義 1④ 1 ○ 1

寄附講座：アジア共同体講座 1後 2 ○ 3 2 オムニバス

ジャーナリズム論Ⅰ 1① 1 ○ 1

ジャーナリズム論Ⅱ 1③ 1 ○ 1

小計（５科目） － 0 6 0 4 2 0 0 0

教職論 1後 2 ○ 兼1

英語科教育法Ⅰ 3前 2 ○ 兼1

英語科教育法Ⅱ 3後 2 ○ 兼1

教育実習（事前・事後指導含む。） 4前 3 ○ 1 兼2
オムニバス・

共同（一部）

教職実践演習 4後 2 ○ 1 兼2
オムニバス・

共同（一部）

日本語教育学概論 2後 2 ○ 兼1 集中

日本語指導法 3前 2 ○ 兼1

日本語教育実習 3前 2 ○ 1 兼1 集中

小計（８科目） － 0 0 17 1 1 0 0 0

－ 43 517 17 14 17 0 4 0 兼237

学士（多文化社会学）

　本学部の卒業要件は，本学部に４年以上在学し，かつ１２４単位を修得することとする。

　履修コースごとの必要単位は，以下のとおりである。

○教養教育科目（各履修コース共通）　４２単位以上

キャリア教育科目で１単位修得した場合は１単位，キャリア教育科目で０単位修得の場合は２単位を修得する。

(4)キャリア教育科目　０～１単位

健康・スポーツ科学科目で１単位修得した場合は１単位，健康・スポーツ科学科目で２単位修得した場合は０単位

①英語　６単位

②初習外国語　４単位

ドイツ語，フランス語，中国語及び韓国語から１言語を選択。

１テーマを選択し，３科目（６単位）を修得する。

１テーマを選択し，３科目（６単位）を修得する。

(9)学部モジュール科目　　１２単位

(10)自由選択科目　２単位

－

キ
ャ

リ
ア
科
目

自
由
選
択
科
目

－

自
由
科
目

－

－

(8)全学モジュールⅡ科目　６単位

(1)教養ゼミナール科目　１単位

(2)情報科学科目　２単位

(6)外国語科目

(7)全学モジュールⅠ科目　６単位

(3)健康・スポーツ科学科目　１～２単位

合計（３１５科目） －

学位又は称号 学位又は学科の分野 文学関係，法学関係，社会学・社会福祉学関係

１学期の授業期間 １５週（７.５週）※

１時限の授業時間 ９０分

卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

１学年の学期区分 ２期（４クォータ）※

(5)地域科学科目　１単位

専
門
教
育
科
目

演
習
科
目
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別記様式第２号（その２の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（多文化社会学部 多文化社会学科）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

○国際公共政策，社会動態，共生文化，言語コミュニケーションコースの専門教育科目　８２単位

(1)基礎講義科目　１６単位

主コースの指定科目群科目から１０単位，他コースの科目から６単位を修得する。

(2)リサーチ科目　６単位

「リサーチ入門（フィールドワーク）」，「リサーチ入門（文献調査）」から１科目を選択し，「リサーチ基礎（インタビュー、

参与観察）」，「リサーチ基礎（表象）」，「リサーチ基礎（映像）」，「リサーチ基礎（サーベイ）」，「リサーチ基礎（アーカ

イブ」から１科目を選択。

(3)英語モジュール科目　１３単位

(4)中国語モジュール科目　０～７単位

中国語モジュール科目及び自由選択科目から合計１０単位を修得する。

教養教育科目の初習外国語として中国語を選択した者又は中国語検定４級以上の合格者に限り履修可能。

(5)オランダ語モジュール科目　０単位

(6)専門講義科目　２４単位

主コースの指定科目群科目から２０単位，他コースの科目から４単位を修得する。

(7)キャリア科目　３単位

(8)演習科目　１０単位

選択科目のうち，「専門演習Ⅰ」，「専門演習Ⅱ」，「卒業研究」を修得する。

(9)自由選択科目　３～１０単位

中国語モジュール科目及び自由選択科目から合計１０単位を修得する。

自由選択科目の区分に配当される科目のほか，基礎講義科目，リサーチ科目，オランダ語モジュール科目，専門講義科目及び

キャリア科目の最低修得単位数を超えた単位をもって充てることができる。

履修登録上限単位数　４８単位（１学年あたり）

○オランダ特別コースの専門教育科目　８２単位

(1)基礎講義科目　１６単位

副コースの科目から１０単位，他コースの科目から６単位を修得する。

(2)リサーチ科目　６単位

「リサーチ入門（フィールドワーク）」，「リサーチ入門（文献調査）」から１科目を選択し，「リサーチ基礎（インタビュー、

参与観察）」，「リサーチ基礎（表象）」，「リサーチ基礎（映像）」，「リサーチ基礎（サーベイ）」，「リサーチ基礎（アーカ

イブ」から１科目を選択。

(3)英語モジュール科目　１３単位

(4)中国語モジュール科目　０単位

(5)オランダ語モジュール科目　６単位

(6)専門講義科目　２４単位

主コースの指定科目群科目から１８単位(うち１０単位はライデン大学での履修科目を単位認定)，副コースの科目から６単位を修得。

(7)キャリア科目　３単位

(8)演習科目　１０単位

選択科目のうち，「特別研究」を修得する。

(9)自由選択科目　４単位

自由選択科目の区分に配当される科目のほか，基礎講義科目，リサーチ科目，専門講義科目及びキャリア科目の最低修得単位数を超えた

単位をもって充てることができる。

履修登録上限単位数　４８単位（１学年あたり）

３　開設する授業科目に応じて，適宜科目区分の枠を設けること。

４　「授業形態」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

１　学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科の設置又は大学における通信教育の開設の届出を行おうとする場合には，授与す

　る学位の種類及び分野又は学科の分野が同じ学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科（学位の種類及び分野の変更等に関す

　る基準（平成十五年文部科学省告示第三十九号）別表第一備考又は別表第二備考に係るものを含む。）についても作成すること。

２　私立の大学若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合，

　大学等の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場

　合は，この書類を作成する必要はない。

※　本学では，２学期制とクォータ制を併用している。学生の学期区分は，前期及び後期の２期に分け，前期を４月１日から９月３０日まで，

後期を１０月１日から翌年３月３１日までとし，前期の前半を第１クォータ，後半を第２クォータ，後期の前半を第３クォータ，後半を第４

クォータとしている。

（注）
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（多文化社会学研究科 多文化社会学専攻 博士後期課程）

科目
区分

講
義
科
目

多文化社会学特論Ⅰ

（概要）
 俯瞰的かつ超域的な新しい〈知〉としての多文化社会学において，
「社会文化研究系」，「言語研究系」及び「環海日本長崎学・アジ
ア研究系」の研究領域を中心に，21世紀社会の「多文化社会的状
況」に対する独創的で卓越的な「問題本質を見極める力」の基盤を
形成する。
授業到達目標としては，「社会文化研究系」，「言語研究系」及び

「環海日本長崎学・アジア研究系」の3つの系の観点から，人文社会
科学系の再編を通じた多文化社会学の基盤的かつ汎用性を持った知
と方法のなお一層高度な修得を通じて，「多文化社会的状況」にお
ける「問題本質を見極める力」の基盤を形成する。

（オムニバス形式／全15回）
（6　王　維／2回）
　長崎とアジア・世界を結ぶ社会，文化，ネットワークの「多様
性」と「共生」の実践

（7　西原　俊明／2回）
　言語諸分野研究から見た言語の普遍性，個別性及び多様性――統
語論・意味論及び語用論・社会言語学を中心に

（9　葉柳　和則／2回）
　社会文化研究における「多様性」と「共生」の視点――精神，社
会，文化から

（11　鈴木　章能／2回）
　世界文学からの「多様性」と「共生」の視点――アイデンティ
ティとポリティクス及び差異と類似性

（14　首藤　明和／1回）
アジア研究の可能性――「他者支配の言説」の脱構築からの「多

様性」と「共生」

（15　木村　直樹／2回）
　日本・長崎とアジア・世界を結ぶ歴史的世界の「多様性」と「共
生」の実践

（21　波佐間　逸博／2回）
　人類学からの視点――自然・生命との「共生」とその「多様性」

（25　滝澤　克彦／2回）
　「リスク社会」における宗教と共生――日本とモンゴルの事例を
通して

オムニバス方式

1



授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（多文化社会学研究科 多文化社会学専攻 博士後期課程）

科目
区分

研究演習Ⅰ

（概要）
　社会文化研究系，言語研究系，環海日本長崎学・アジア研究系，
公共政策研究系及び核兵器廃絶・平和学系のうち，いずれかの系
（研究領域）に基づいて研究課題にアプローチする。その上で，
「多文化社会的状況」におけるより一層高度な「問題本質を見極め
る力」又は「問題解決に向けた多様な解を提示する力」を身につ
け，持続可能な社会の構築に資する質の高い研究計画を作成し，そ
れに基づいて各自の研究を進めていく。
　授業到達目標としては，専門分野の先行研究の収集，読解，批判
的検討を行い，各自の研究の意義や目的を明らかにするなかで，研
究計画を作成し，研究指導の内容を踏まえつつ，学位論文作成に必
要な資料やデータの収集，分析，考察を行うことができる力及び合
同中間発表会で，研究計画及び成果を的確に発表・説明することが
できる力を養成する。

（1　鈴木　達治郎）
　　原子力平和利用，核軍縮・核不拡散，核セキュリティ，
　　エネルギー・環境，科学技術と社会
（2　吉田　文彦）
　　核抑止，核軍縮・不拡散，軍備管理条約，安全保障，平和
（3　森川　裕二）
　　国際政治学，東アジア国際関係
（4　楊　暁安）
　　実験音声学，統語論，語用論，比較言語学，方言学

オムニバス方式

演
習
科
目

講
義
科
目

多文化社会学特論Ⅱ

（概要）
　俯瞰的かつ超域的な新しい〈知〉としての多文化社会学におい
て，「公共政策研究系」及び「核兵器廃絶・平和学系」の研究領域
を中心に，公共政策の課題設定と設計，政策形成と決定，政策実施
と管理，政策評価を通じて，21世紀社会の「多文化社会的状況」に
対する独創的で卓越的な「問題解決に向けた多様な解を提示する
力」の基盤を形成する。
　授業到達目標としては，「公共政策研究系」及び「核兵器廃絶・
平和学系」の2つの系の観点から，異なる社会や文化における経験と
理論の往還を比較・深化させ，「問題解決に向けた多様な解を提示
する力」の基盤を形成する。

（オムニバス形式／全15回）
（2　吉田　文彦／3回）
　核軍縮・不拡散政策，核政策と国際安全保障政策，核兵器廃絶と
ナガサキ

（3　森川　裕二／3回）
　東アジアのリージョナリズムと公共政策，東南アジアのサブリー
ジョンと公共政策，東アジアの国際秩序・歴史記憶と公共政策

（24　東　史彦／3回）
　超国家法としてのEU法と国内法・国際法との関係――国際経済法
及び国際人権法からの分析，主権国家群の統合と平和構築への課題
と展望

（29　見原　礼子／3回）
　国民国家と公教育制度，ノンフォーマル教育の多様性と課題，移
民・難民の子どもの教育と生活

（32　小松　悟／3回）
　開発途上国の持続可能な発展，開発途上国のエネルギー政策，開
発途上国の環境政策
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（多文化社会学研究科 多文化社会学専攻 博士後期課程）

科目
区分

演
習
科
目

研究演習Ⅰ

（5　正本　忍）
　　フランス近世史，アンシアン・レジーム，治安，統治構造，
　　社会史
（6　王　維）
　　人口・移住研究，マイノリティ，芸能・芸術研究，
　　文化・宗教・社会意識，国際社会・エスニシティ
（7　西原　俊明）
　　英語学（特に，統語論・動詞意味論），コーパス言語学，
　　応用言語学
（8　井田　洋子）
　　公共政策，国家論，平和学，政教分離
（9　葉柳　和則）
　　ヨーロッパ文学，文化社会学，文化表象論，ナラトロジー
（10　野上　建紀）
　　近世考古学，水中考古学，陶磁史，海上交易史
（11　鈴木　章能）
　　英米・英語圏文学，文学一般，比較文学，外国語教育
（12　前田　桂子）
　　方言学，日本語学，近世語，文法学
（13　吉田　ゆり）
　　公共政策（子育て・子育ち環境），特別支援教育，臨床心理学
（14　首藤　明和）
　　社会学，地域研究，アジア社会論
（15　木村　直樹）
　　日蘭交流史，近世史，史料研究，外交史，政治史
（16　針貝　綾）
　　美術史，美学・芸術諸学，芸術一般,博物館史,デザイン史
（17　Guelbeyaz Abdurrahman）
　　社会言語学，文化・宗教・社会意識，メディア，言語教育，
　　音楽学
（18　細田　尚美）
　　東南アジア地域研究，国際労働移動，
　　トランスナショナル・コミュニティ
（19　才津　祐美子）
　　文化人類学・民俗学，文化資源，文化財・文化遺産，観光
（20　大平　晃久）
　　文化地理学，文化遺産，記憶論
（21　波佐間　逸博）
　　文化人類学・民俗学，地域研究，社会学，アフリカ，
　　地域間比較
（22　賽漢卓娜）
　　家族社会学，移民研究，国際結婚，エスニシティ
（23　CUTRONE PINO）
　　語用論，談話研究，社会言語学，教授法，
　　異文化間コミュニケーション
（24　東　史彦）
　　EU法，国際法，国際経済法，国際人権法，国際機構論
（25　滝澤　克彦）
　　宗教学，文化人類学・民俗学，社会学，地域研究
（26　南　誠）
　　歴史社会学，トランスナショナリティ，境界文化論，
　　歴史と記憶，本国帰還者（中国帰国者），多文化共生
（27　COMPEL RADOMIR）
　　地域紛争論，沖縄関係学，比較政治学，国際政治学，
    日本政治史
（28　中島　ゆり）
　　教育社会学，学校から職業・社会への移行，社会階層，
　　ジェンダー，地域間格差
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（多文化社会学研究科 多文化社会学専攻 博士後期課程）

科目
区分

研究演習Ⅰ

（29　見原　礼子）
　　比較教育学，教育社会学，移民政策，
    地域研究（ヨーロッパ），子ども社会学
（30　吉良　史明）
　　日本文学，思想史，美術史
（31　谷川　晋一）
　　英語学，生成統語論，理論言語学
（32　小松　悟）
　　経済政策，国際開発，環境経済学，持続可能システム
（33　原田　走一郎）
　　言語学，日本語学
（34　森　元斎）
　　現代哲学，社会思想，自然・人間・文化の思想史，生の哲学
（35　畑中　大路）
　　教育行政，教育経営

演
習
科
目

演
習
科
目

研究演習Ⅱ

（概要）
　「研究演習Ⅰ」の成果を踏まえつつ，これを更に発展させるなか
で，研究計画を更新する。この研究計画に基づき，社会文化研究
系，言語研究系，環海日本長崎学・アジア研究系，公共政策研究系
及び核兵器廃絶・平和学系のうち，いずれかの系（研究領域）に基
づいて研究課題にアプローチし，主指導教員及び副指導教員からの
指導を受けるなかで，「多文化社会的状況」における「問題本質を
見極める力」又は「問題解決に向けた多様な解を提示する力」のな
お一層の高度化を図りつつ，各自の研究を更に進めていく。
　授業到達目標としては，専門分野の先行研究の収集，読解，批判
的検討を継続して行い，各自の研究の意義や目的を更に明らかにす
るなかで，研究計画を更新し，研究指導の内容を踏まえつつ，学位
論文作成に必要な資料やデータの収集，分析，考察を継続して行う
ことができる力，分析対象（多文化社会的状況）に関するより一層
高度な「問題本質の見極め」又は「問題解決に向けた多様な解の提
示」を導出することができる力及び合同中間発表会で，研究計画及
び成果を的確に発表・説明し学位論文を作成するために必要な研究
を適切に遂行することができる力を養成する。

（1　鈴木　達治郎）
　　原子力平和利用，核軍縮・核不拡散，核セキュリティ，
　　エネルギー・環境，科学技術と社会
（2　吉田　文彦）
　　核抑止，核軍縮・不拡散，軍備管理条約，安全保障，平和
（3　森川　裕二）
　　国際政治学，東アジア国際関係
（4　楊　暁安）
　　実験音声学，統語論，語用論，比較言語学，方言学
（5　正本　忍）
　　フランス近世史，アンシアン・レジーム，治安，統治構造，
　　社会史
（6　王　維）
　　人口・移住研究，マイノリティ，芸能・芸術研究，
　　文化・宗教・社会意識，国際社会・エスニシティ
（7　西原　俊明）
　　英語学（特に，統語論・動詞意味論），コーパス言語学，
　　応用言語学
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（多文化社会学研究科 多文化社会学専攻 博士後期課程）

科目
区分

演
習
科
目

研究演習Ⅱ

（8　井田　洋子）
　　公共政策，国家論，平和学，政教分離
（9　葉柳　和則）
　　ヨーロッパ文学，文化社会学，文化表象論，ナラトロジー
（10　野上　建紀）
　　近世考古学，水中考古学，陶磁史，海上交易史
（11　鈴木　章能）
　　英米・英語圏文学，文学一般，比較文学，外国語教育
（12　前田　桂子）
　　方言学，日本語学，近世語，文法学
（13　吉田　ゆり）
　　公共政策（子育て・子育ち環境），特別支援教育，臨床心理学
（14　首藤　明和）
　　社会学，地域研究，アジア社会論
（15　木村　直樹）
　　日蘭交流史，近世史，史料研究，外交史，政治史
（16　針貝　綾）
　　美術史，美学・芸術諸学，芸術一般,博物館史,デザイン史
（17　Guelbeyaz Abdurrahman）
　　社会言語学，文化・宗教・社会意識，メディア，言語教育，
　　音楽学
（18　細田　尚美）
　　東南アジア地域研究，国際労働移動，
　　トランスナショナル・コミュニティ
（19　才津　祐美子）
　　文化人類学・民俗学，文化資源，文化財・文化遺産，観光
（20　大平　晃久）
　　文化地理学，文化遺産，記憶論
（21　波佐間　逸博）
　　文化人類学・民俗学，地域研究，社会学，アフリカ，
　　地域間比較
（22　賽漢卓娜）
　　家族社会学，移民研究，国際結婚，エスニシティ
（23　CUTRONE PINO）
　　語用論，談話研究，社会言語学，教授法，
　　異文化間コミュニケーション
（24　東　史彦）
　　EU法，国際法，国際経済法，国際人権法，国際機構論
（25　滝澤　克彦）
　　宗教学，文化人類学・民俗学，社会学，地域研究
（26　南　誠）
　　歴史社会学，トランスナショナリティ，境界文化論，
　　歴史と記憶，本国帰還者（中国帰国者），多文化共生
（27　COMPEL RADOMIR）
　　地域紛争論，沖縄関係学，比較政治学，国際政治学，
    日本政治史
（28　中島　ゆり）
　　教育社会学，学校から職業・社会への移行，社会階層，
　　ジェンダー，地域間格差
（29　見原　礼子）
　　比較教育学，教育社会学，移民政策，
    地域研究（ヨーロッパ），子ども社会学
（30　吉良　史明）
　　日本文学，思想史，美術史
（31　谷川　晋一）
　　英語学，生成統語論，理論言語学
（32　小松　悟）
　　経済政策，国際開発，環境経済学，持続可能システム
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（多文化社会学研究科 多文化社会学専攻 博士後期課程）

科目
区分

研究演習Ⅱ

（33　原田　走一郎）
　　言語学，日本語学
（34　森　元斎）
　　現代哲学，社会思想，自然・人間・文化の思想史，生の哲学
（35　畑中　大路）
　　教育行政，教育経営

研
究
指
導
科
目

研究指導

（概要）
　「研究演習Ⅰ」及び「研究演習Ⅱ」で取り組んだ内容を踏まえ，
その成果を更に発展させつつ，博士（学術）の学位に相応しい論
点，方法，分析，考察，論証を有した博士論文を作成する。
　授業到達目標としては，博士（学術）の学位に相応しい博士論文
を作成するための能力を身につけ，特に，自立的に研究を遂行でき
る卓越した能力又は高度に専門的な職業に従事できる卓越した能力
を身につける。
　具体的には，①共生と多様性の理論の確立を目指す社会文化研
究，②言語・非言語コミュニケーションを通した相互理解の原理的
解決を目指す言語研究，③日本・長崎の視点から，21世紀人文社会
科学の土台となる新たな自己－他者関係を構築するアジア研究，④
グローバルな公共的価値を形成する公共政策研究，⑤核兵器廃絶の
推進に寄与する平和に関する理論的及び実践的研究，のいずれかの
研究領域に関して，高度に専門的な知識と独創的能力を身につけ
る。その上で，多文化社会学の高度なレベルでの修得を通じて，
「多文化社会的状況」におけるより一層高度な「問題本質を見極め
る力」又は「問題解決に向けた多様な解を提示する力」を身につけ
る。

（1　鈴木　達治郎）
　　原子力平和利用，核軍縮・核不拡散，核セキュリティ，
　　エネルギー・環境，科学技術と社会
（2　吉田　文彦）
　　核抑止，核軍縮・不拡散，軍備管理条約，安全保障，平和
（3　森川　裕二）
　　国際政治学，東アジア国際関係
（4　楊　暁安）
　　実験音声学，統語論，語用論，比較言語学，方言学
（5　正本　忍）
　　フランス近世史，アンシアン・レジーム，治安，統治構造，
　　社会史
（6　王　維）
　　人口・移住研究，マイノリティ，芸能・芸術研究，
　　文化・宗教・社会意識，国際社会・エスニシティ
（7　西原　俊明）
　　英語学（特に，統語論・動詞意味論），コーパス言語学，
　　応用言語学
（8　井田　洋子）
　　公共政策，国家論，平和学，政教分離
（9　葉柳　和則）
　　ヨーロッパ文学，文化社会学，文化表象論，ナラトロジー
（10　野上　建紀）
　　近世考古学，水中考古学，陶磁史，海上交易史
（11　鈴木　章能）
　　英米・英語圏文学，文学一般，比較文学，外国語教育
（12　前田　桂子）
　　方言学，日本語学，近世語，文法学

演
習
科
目

6



授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（多文化社会学研究科 多文化社会学専攻 博士後期課程）

科目
区分

１　開設する授業科目の数に応じ，適宜枠の数を増やして記入すること。

２　私立の大学若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場
合 大学等　の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合

書　類を作成する必要はない。

（注）

研
究
指
導
科
目

研究指導

（13　吉田　ゆり）
　　公共政策（子育て・子育ち環境），特別支援教育，臨床心理学
（14　首藤　明和）
　　社会学，地域研究，アジア社会論
（15　木村　直樹）
　　日蘭交流史，近世史，史料研究，外交史，政治史
（16　針貝　綾）
　　美術史，美学・芸術諸学，芸術一般,博物館史,デザイン史
（17　Guelbeyaz Abdurrahman）
    社会言語学，文化・宗教・社会意識，メディア，言語教育，
　　音楽学
（18　細田　尚美）
　　東南アジア地域研究，国際労働移動，
　　トランスナショナル・コミュニティ
（19　才津　祐美子）
　　文化人類学・民俗学，文化資源，文化財・文化遺産，観光
（20　大平　晃久）
　　文化地理学，文化遺産，記憶論
（21　波佐間　逸博）
　　文化人類学・民俗学，地域研究，社会学，アフリカ，
　　地域間比較
（22　賽漢卓娜）
　　家族社会学，移民研究，国際結婚，エスニシティ
（23　CUTRONE PINO）
　　語用論，談話研究，社会言語学，教授法，
　　異文化間コミュニケーション
（24　東　史彦）
　　EU法，国際法，国際経済法，国際人権法，国際機構論
（25　滝澤　克彦）
　　宗教学，文化人類学・民俗学，社会学，地域研究
（26　南　誠）
　　歴史社会学，トランスナショナリティ，境界文化論，
　　歴史と記憶，本国帰還者（中国帰国者），多文化共生
（27　COMPEL RADOMIR）
　　地域紛争論，沖縄関係学，比較政治学，国際政治学，
    日本政治史
（28　中島　ゆり）
　　教育社会学，学校から職業・社会への移行，社会階層，
　　ジェンダー，地域間格差
（29　見原　礼子）
　　比較教育学，教育社会学，移民政策，
    地域研究（ヨーロッパ），子ども社会学
（30　吉良　史明）
　　日本文学，思想史，美術史
（31　谷川　晋一）
　　英語学，生成統語論，理論言語学
（32　小松　悟）
　　経済政策，国際開発，環境経済学，持続可能システム
（33　原田　走一郎）
　　言語学，日本語学
（34　森　元斎）
　　現代哲学，社会思想，自然・人間・文化の思想史，生の哲学
（35　畑中　大路）
　　教育行政，教育経営
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○長崎大学大学院学則（案）�

平成１６年４月１日 

学則第２号 

改正 平成１７年９月２２日学則第４号 

平成１７年１２月２２日学則第６号 

平成１８年３月２２日学則第２号 

平成１８年１０月２７日学則第６号 

平成１９年３月２２日学則第２号 

平成１９年１２月２１日学則第４号 

平成１９年１２月２６日学則第５号 

平成２０年２月２２日学則第３号 

平成２０年１０月２４日学則第４号 

平成２１年２月２７日学則第２号 

平成２１年７月２４日学則第４号 

平成２２年２月２６日学則第２号 

平成２２年７月１５日学則第３号 

平成２３年２月２４日学則第１号 

平成２３年２月２４日学則第２号 

平成２４年２月２４日学則第２号 

平成２４年９月２１日学則第３号 

平成２５年２月２２日学則第１号 

平成２６年２月２１日学則第２号 

平成２７年３月２７日学則第３号 

平成２７年３月２７日学則第４号 

平成２８年３月２８日学則第２号 

平成２８年５月２７日学則第３号 

平成２９年３月２９日学則第２号 

平成３０年１月９日学則第２号 

平成３０年３月２７日学則第４号 
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第２章 教育課程等（第７条の２―第１７条の３） 

第３章 課程の修了要件及び学位の授与（第１８条―第２２条） 

第４章 入学，転学，休学，退学，再入学等（第２３条―第３７条） 

第５章 除籍，表彰及び懲戒（第３８条） 

第６章 検定料，入学料及び授業料（第３９条―第４１条） 

第７章 科目等履修生，研究生，特別聴講学生，特別研究学生，特別の課程及び外国人留

学生（第４２条―第４６条） 

第８章 教員の免許状授与の所要資格の取得（第４７条） 

第９章 国際連携専攻（第４８条―第５８条） 

第１０章 雑則（第５９条―第６１条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 長崎大学大学院（以下「本学大学院」という。）は，国立大学法人長崎大学基本規

則（平成１６年規則第１号）第３条に規定する理念に基づき，実践的問題解決能力と政策

立案能力を有し国際的問題及び地域の諸課題を解決しうる高度専門職業人並びに豊かな

創造的能力を有し先導的知を創生しうる研究者を養成し，もって広く人類に貢献すること

を目的とする。 

２ 本学大学院の修業年限，教育課程，教育研究組織その他の学生の修学上必要な事項につ

いては，この学則の定めるところによる。 

（教育研究上の目的の公表等） 

第１条の２ 各研究科は，研究科又は専攻ごとに，人材の養成に関する目的その他の教育研

究上の目的を研究科規程に定め，公表するものとする。 

（課程） 

第２条 本学大学院の課程は，修士課程，博士課程及び専門職学位課程（学校教育法（昭和

２２年法律第２６号）第９９条第２項の専門職大学院の課程をいう。以下同じ。）とする。 

２ 修士課程は，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における研究能力又はこれ

に加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的と

する。 

３ 博士課程は，専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の

高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識
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を養うことを目的とする。 

４ 専門職学位課程は，高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した

能力を培うことを目的とする。 

（研究科，専攻，課程及び収容定員） 

第３条 研究科の専攻及び課程は，次のとおりとする。 

研究科 専攻 課程 

多文化社会学研究科 多文化社会学専攻 前期２年

の課程 

博士課程 

後期３年

の課程 

教育学研究科 教職実践専攻 専門職学位課程 

経済学研究科 経済経営政策専攻 前期２年

の課程 

博士課程 

経営意思決定専攻 後期３年

の課程 

工学研究科 総合工学専攻 前期２年

の課程 

博士課程 

生産システム工学専攻 後期３年

の課程 

グリーンシステム創成科学専攻 博士課程 

水産・環境科学総合研

究科 

水産学専攻，環境科学専攻 前期２年

の課程 

博士課程 

環境海洋資源学専攻 後期３年

の課程 

海洋フィールド生命科学専攻 博士課程 

医歯薬学総合研究科 保健学専攻 修士課程 
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災害・被ばく医療科学共同専攻 

医療科学専攻，新興感染症病態制御

学系専攻，放射線医療科学専攻，先

進予防医学共同専攻 

博士課程 

生命薬科学専攻 前期２年

の課程 

博士課程 

後期３年

の課程 

熱帯医学・グローバル

ヘルス研究科

グローバルヘルス専攻 前期２年

の課程 

博士課程 

後期３年

の課程 

長崎大学－ロンドン大学衛生・熱帯

医学大学院国際連携グローバルヘル

ス専攻

後期３年

の課程 

２ 多文化社会学研究科，経済学研究科，工学研究科（グリーンシステム創成科学専攻を除

く。），水産・環境科学総合研究科（海洋フィールド生命科学専攻を除く。），医歯薬学

総合研究科生命薬科学専攻及び熱帯医学・グローバルヘルス研究科グローバルヘルス専攻

の博士課程は，前期２年の課程（以下「博士前期課程」という。）及び後期３年の課程（以

下「博士後期課程」という。）に区分し，博士前期課程は，修士課程として取り扱うもの

とする。 

３ 教育学研究科教職実践専攻は，専門職学位課程のうち専門職大学院設置基準（平成１５

年文部科学省令第１６号）第２６条に規定する教職大学院の課程とする。 

４ 医歯薬学総合研究科災害・被ばく医療科学共同専攻は第７条の４に規定する共同教育課

程として福島県立医科大学と共同実施する修士課程とし，医歯薬学総合研究科先進予防医

学共同専攻は第７条の４に規定する共同教育課程として千葉大学及び金沢大学と共同実

施する博士課程とする。 

５ 熱帯医学・グローバルヘルス研究科長崎大学－ロンドン大学衛生・熱帯医学大学院国際
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連携グローバルヘルス専攻は，ロンドン大学衛生・熱帯医学大学院と連携して教育を実施

する博士後期課程とする。 

６ 研究科の収容定員は，別表第１のとおりとする。 

（講座） 

第４条 前条第１項に掲げる研究科に，講座等を置く。 

２ 前項の講座等は，別に定める。 

（標準修業年限） 

第５条 教育学研究科専門職学位課程の標準修業年限は，２年とする。ただし，教育上の必

要があると認められる場合は，学生の履修上の区分に応じ，その標準修業年限は，１年以

上２年未満の期間又は２年を超える期間とすることができるものとする。 

２ 前項の場合において，１年以上２年未満の期間とすることができるのは，主として実務

の経験を有する者に対して教育を行う場合であって，かつ，昼間と併せて夜間その他特定

の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合に

限る。 

３ 医歯薬学総合研究科保健学専攻及び災害・被ばく医療科学共同専攻の修士課程の標準修

業年限は２年とする。 

４ 熱帯医学・グローバルヘルス研究科の博士課程の標準修業年限は５年（同研究科グロー

バルヘルス専攻の博士前期課程に置く熱帯医学コースを修了し，博士後期課程に進学した

者にあっては４年）とし，博士前期課程の熱帯医学コースの標準修業年限は１年，熱帯医

学サテライトコース，国際健康開発コース，国際健康開発サテライトコース，ヘルスイノ

ベーションコース及びヘルスイノベーションサテライトコースの標準修業年限は２年と

し，博士後期課程の標準修業年限は３年とする。 

５ 多文化社会学研究科，経済学研究科，工学研究科，水産・環境科学総合研究科及び医歯

薬学総合研究科生命薬科学専攻の博士課程の標準修業年限は５年とし，博士前期課程の標

準修業年限は２年，博士後期課程の標準修業年限は３年とする。 

６ 医歯薬学総合研究科医療科学専攻，新興感染症病態制御学系専攻，放射線医療科学専攻

及び先進予防医学共同専攻の博士課程の標準修業年限は，４年とする。 

（在学期間） 

第６条 本学大学院における在学期間は，前条に規定する標準修業年限の２倍を超えること

ができない。 

（学年，学期及び休業日） 
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第７条 本学大学院の学年，学期及び休業日は，長崎大学学則（平成１６年学則第１号。以

下「本学学則」という。）第７条から第９条までの規定を準用する。 

第２章 教育課程等 

（教育課程の編成方針） 

第７条の２ 各研究科（教育学研究科を除く。）は，当該研究科及び専攻の教育上の目的を

達成するために必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導

（以下「研究指導」という。）の計画を策定し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

２ 前項の教育課程の編成に当たっては，各研究科は，専攻分野に関する高度の専門的知識

及び能力を修得させるとともに，当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよ

う適切に配慮しなければならない。 

３ 教育学研究科は，その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を

自ら開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

（博士課程教育リーディングプログラム） 

第７条の３ 本学大学院に，専門分野の枠を超え俯瞰力と独創力を備え，広く産学官にわた

りグローバルに活躍するリーダーを養成する教育を行う博士課程教育リーディングプロ

グラムを開設する。 

２ 前項の博士課程教育リーディングプログラムの名称並びに実施する研究科及び専攻は，

次の表のとおりとする。 

名称 研究科 専攻 

熱帯病・新興感染症制御グロー

バルリーダー育成プログラム 

医歯薬学総合研究科 新興感染症病態制御学系

専攻 

３ 博士課程教育リーディングプログラムに関し，必要な事項は，別に定める。 

（共同教育課程の編成） 

第７条の４ 研究科は，教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には，

第７条の２第１項の規定にかかわらず，他の大学院が開設する授業科目を，当該研究科の

教育課程の一部とみなして，当該研究科及び他の大学院ごとにそれぞれ同一内容の教育課

程を編成することができる。 

２ 前項に規定する教育課程（以下「共同教育課程」という。）を編成する研究科及び他の

大学院（以下「構成大学院」という。）は，当該共同教育課程を編成し，及び実施するた

めの協議の場を設けるものとする。 
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（教育方法） 

第８条 各研究科（教育学研究科を除く。）における教育は，授業科目の授業及び研究指導

により行う。 

２ 前項の授業については，本学学則第３２条の規定を準用する。 

３ 教育学研究科における教育は，授業科目の授業により行う。この場合において，教育学

研究科は，その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究，現地

調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法に

より授業を行うよう配慮しなければならない。 

４ 前項の授業については，十分な教育効果が得られる専攻分野に関して，当該効果が認め

られる場合に限り，本学学則第３２条第２項の規定を準用することができる。 

第８条の２ 前条の授業は，教授，准教授，講師又は助教が担当する。 

２ 前条の研究指導は，教授が担当するものとする。ただし，特に必要があるときは，大学

院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）第９条に掲げる資格を有する准教授，専任の

講師又は助教が担当することができる。 

（単位の計算方法） 

第９条 本学大学院における単位の計算方法については，本学学則第３３条の規定を準用す

る。 

（履修方法等） 

第１０条 各研究科における授業科目の内容及び単位数並びに研究指導の内容並びにこれ

らの履修方法については，各研究科において定めるものとする。 

（履修科目の選定） 

第１１条 履修する授業科目の選定は，指導教授の指示に従うものとする。 

（考査及び単位の授与） 

第１２条 学生が一の授業科目を履修した場合には，考査を行い，合格した者に対しては，

単位を与える。 

２ 考査は，試験，研究報告その他の方法により行うものとする。 

第１３条 授業科目の成績は，A，B，C及びDの評語をもって表し，A，B及びCを合格とし，D

を不合格とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，研究科が教育上有益と認めるときは，研究科規程の定めると

ころにより，授業科目の成績を異なる評語で表すことができる。 

３ 不合格の授業科目については，再試験を行うことがある。 
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（教育方法の特例） 

第１４条 本学大学院の課程において，教育上特別の必要があると認める場合には，夜間そ

の他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により，教育を

行うことができる。 

（成績評価基準等の明示等） 

第１４条の２ 各研究科は，学生に対して，授業及び研究指導の方法及び内容並びに１年間

の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。 

２ 各研究科は，学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては，客観

性及び厳格性を確保するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに，当

該基準にしたがって適切に行うものとする。 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第１４条の３ 各研究科は，当該研究科の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るた

めの組織的な研修及び研究を実施するものとする。 

（他の研究科等における履修等） 

第１５条 学長は，第１１条に規定する履修科目の選定に当たって指導教授が教育上必要と

認めるときは，所属研究科の教授会の議を経て，他の専攻又は研究科の授業科目を指定し

て，履修させることができる。 

２ 前項に規定する他の研究科の授業科目の履修については，あらかじめ当該他研究科と協

議の上，実施するものとする。 

３ 前２項の規定により履修した授業科目の修得単位は，各研究科の定めるところにより，

第１８条，第１９条又は第２０条に規定する単位とすることができる。 

（他の大学院における授業科目の履修等） 

第１５条の２ 学生が他の大学院の授業科目を履修することが教育上有益であると各研究

科において認めるときは，あらかじめ当該他の大学院と協議の上，学生が当該他の大学院

の授業科目を履修することを認めることができる。 

２ 前項の規定に基づき学生が履修した授業科目について修得した単位は，１０単位（教育

学研究科にあっては，修了要件として定める単位数の２分の１）を超えない範囲で本学大

学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

３ 前２項の規定は，学生が，第１６条の規定により外国の大学院に留学する場合，休学期

間中に外国の大学院の授業科目を履修する場合，外国の大学院が行う通信教育における授

業科目を我が国において履修する場合，外国の大学院の教育課程を有するものとして当該
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外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定

するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合

大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和５１年法

律第７２号）第１条第２項に規定する１９７２年１２月１１日の国際連合総会決議に基づ

き設立された国際連合大学（以下「国際連合大学」という。）の教育課程における授業科

目を履修する場合について準用する。ただし，教育学研究科にあっては，外国の大学院が

行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合については，準用しない。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第１５条の３ 学生が本学大学院に入学する前に次の各号の一に該当する単位を有する場

合において，教育上有益であると認めるときは，その単位を入学した後の本学大学院にお

ける授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

(1) 大学院（外国の大学院を含む。）において履修した授業科目について修得した単位

(2) 大学院設置基準第１５条の規定により準用する大学設置基準（昭和３１年文部省令

第２８号）第３１条第１項に規定する科目等履修生として修得した単位 

２ 前項の規定により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，転入学等

の場合を除き，本学大学院において修得した単位以外のものについては，１０単位を超え

ないものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず，教育学研究科にあっては，第１項の規定により修得したもの

とみなし，又は与えることのできる単位数は，転入学等の場合を除き，本学大学院におい

て修得した単位以外のものについては，前条第２項及び第３項の規定により本学大学院に

おいて修得したものとみなす単位数及び第２０条の２第２項の規定により免除する単位

数と合わせて修了要件として定める単位数の２分の１を超えないものとする。 

（留学及び長期にわたる教育課程の履修） 

第１６条 本学大学院の学生の留学及び長期にわたる教育課程の履修については，本学学則

第２４条及び第３９条の規定を準用する。この場合において，第３９条中「第４条に規定

する修業年限」とあるのは「標準修業年限」と，同条中「卒業」とあるのは「課程を修了」

と読み替えるものとする。 

（他の大学院等における研究指導） 

第１７条 学長は，所属研究科の教授会の議を経て教育上有益と認めるときは，他の大学院

又は研究所等とあらかじめ協議の上学生が，当該他大学院又は研究所等において必要な研

究指導を受けることを認めることができる。ただし，修士課程及び博士前期課程の学生に
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ついて認める場合には，当該研究指導を受ける期間は，１年を超えないものとする。 

２ 前項に規定する研究指導が外国において行われる場合は，これを留学として取り扱い，

その期間は第１８条，第１９条又は第２０条に規定する在学期間に算入する。 

（履修科目の登録の上限） 

第１７条の２ 教育学研究科は，学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，

学生が１年間又は１学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定める

ものとする。 

（共同教育課程に係る単位の認定等） 

第１７条の３ 共同教育課程を編成する研究科は，学生が他の大学院において履修した当該

共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を，当該研究科における共同教育課程

に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。 

２ 共同教育課程を編成する研究科は，学生が他の大学院において受けた当該共同教育課程

に係る研究指導を，当該研究科において受けた共同教育課程に係るものとみなすものとす

る。 

第３章 課程の修了要件及び学位の授与 

（修士課程及び博士前期課程の修了要件） 

第１８条 多文化社会学研究科多文化社会学専攻の博士前期課程の修了要件は，当該課程に

２年以上在学し，３４単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，修士論文の

審査及び最終試験に合格することとする。 

２ 医歯薬学総合研究科保健学専攻及び災害・被ばく医療科学共同専攻の修士課程並びに博

士前期課程の修了の要件は，当該課程に２年（２年以外の標準修業年限を定める学生の履

修上の区分にあっては，当該標準修業年限）以上在学し，研究科規程に定める単位数以上

を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，当該修士課程の目的に応じ，修士論文又は

特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在

学期間に関しては，優れた業績を上げた者については，１年以上在学すれば足りるものと

する。 

３ 第５条第４項に規定する熱帯医学・グローバルヘルス研究科グローバルヘルス専攻熱帯

医学コースの博士前期課程の修了の要件は，当該課程に１年以上在学し，３０単位以上を

修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，特定の課題についての研究の成果又は修士論

文の審査及び最終試験に合格することとする。 

４ 第５条第４項に規定する熱帯医学・グローバルヘルス研究科グローバルヘルス専攻の熱
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帯医学サテライトコース，国際健康開発コース，国際健康開発サテライトコース，ヘルス

イノベーションコース及びヘルスイノベーションサテライトコースの博士前期課程の修

了の要件は，当該課程に２年以上在学し，３０単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導

を受けた上，特定の課題についての研究の成果又は修士論文の審査及び最終試験に合格す

ることとする。 

５ 共同教育課程である修士課程の修了要件は，第２項に定めるもののほか，それぞれの構

成大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により１０単位以上を修得す

ることとする。ただし，当該単位数には，第１５条から第１５条の３まで及び第１７条の

３の規定により修得した単位，修得したものとみなすことができる単位又はみなすものと

する単位を含まないものとする。 

第１８条の２ 前条第２項の規定にかかわらず，第３条第２項に規定する博士課程の博士前

期課程の修了の要件は，当該博士課程の博士前期課程及び博士後期課程を通じて一貫した

人材養成上の目的を有する研究科規程に定める学生の履修上の区分において，当該目的を

達成するために必要と認められる場合には，前条第２項に規定する修士論文又は特定の課

題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することに代えて，次に掲げる試験及

び審査に合格することとすることができる。 

(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の

基礎的素養であって当該博士前期課程において修得し，又は涵養すべきものについての

試験 

(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該博士前期課

程において修得すべきものについての審査 

（博士後期課程の修了要件） 

第１９条 多文化社会学研究科多文化社会学専攻の博士後期課程の修了要件は，当該課程に

３年以上在学し，１６単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査

及び最終試験に合格することとする。 

２ 博士後期課程の修了の要件は，当該課程に３年（専門職大学院設置基準（平成１５年文

部科学省令第１６号）第１８条第１項の法科大学院の課程を修了した者にあっては，２年）

以上在学し，経済学研究科経営意思決定専攻にあっては２４単位以上を，工学研究科生産

システム工学専攻及び水産・環境科学総合研究科環境海洋資源学専攻にあっては１５単位

以上を，医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻及び熱帯医学・グローバルヘルス研究科グロ

ーバルヘルス専攻にあっては１６単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，
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博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れ

た研究業績を上げた者については，１年以上在学すれば足りるものとする。 

３ 大学院設置基準第１６条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した

者（第１８条第２項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は博士前期課程を

修了した者を含む。）については，前項ただし書中「１年」とあるのは「３年から当該課

程における在学期間（２年を限度とする。）を減じた期間とする。」と読み替えて，同項

ただし書の規定を適用する。 

４ 次の各号の一に該当する者については，第２項ただし書中「１年」とあるのは「３年か

ら当該１年以上２年未満の期間を減じた期間」と読み替えて，同項ただし書の規定を適用

する。 

(1) 大学院設置基準第３条第３項の規定により標準修業年限を１年以上２年未満とした

修士課程（第５条第４項に規定する熱帯医学・グローバルヘルス研究科グローバルヘル

ス専攻熱帯医学コースの博士前期課程を含む。）を修了した者

(2) 専門職大学院設置基準第２条第２項の規定により標準修業年限を１年以上２年未満

とした専門職学位課程（第５条第１項ただし書の規定により標準修業年限を１年以上２

年未満とした教育学研究科教職実践専攻の専門職学位課程を含む。）を修了した者 

（博士課程の修了要件） 

第２０条 工学研究科グリーンシステム創成科学専攻及び水産・環境科学総合研究科海洋フ

ィールド生命科学専攻の博士課程の修了の要件は，当該課程に５年以上在学し，４５単位

以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格す

るものとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，３

年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 医歯薬学総合研究科医療科学専攻，新興感染症病態制御学系専攻，放射線医療科学専攻

及び先進予防医学共同専攻の博士課程の修了の要件は，当該課程に４年以上在学し，研究

科規程に定める単位数以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査

及び最終試験に合格するものとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上

げた者については，３年以上在学すれば足りるものとする。 

３ 共同教育課程である博士課程の修了の要件は，前項に定めるもののほか，それぞれの構

成大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により１０単位以上を修得す

るものとする。ただし，当該単位数には，第１５条から第１５条の３まで及び第１７条の

３の規定により修得した単位，修得したものとみなすことができる単位又はみなすものと
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する単位を含まないものとする。 

（教職大学院の課程の修了要件） 

第２０条の２ 教職大学院の課程の修了の要件は，当該課程に２年（２年以外の標準修業年

限を定める学生の履修上の区分にあっては，当該標準修業年限）以上在学し，４５単位以

上（高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目

的として幼稚園，小学校，中学校，高等学校，中等教育学校及び特別支援学校（以下「小

学校等」という。）その他の関係機関で行う実習に係る１０単位以上を含む。）を修得す

ることとする。ただし，研究科において必要と認めるときは，在学期間及び修了要件単位

に加え，修了の要件を課すことができる。 

２ 学長は，教育学研究科教授会の議を経て教育上有益であると認めるときは，教職大学院

の課程に入学する前の小学校等の教員としての実務の経験を有する者について，１０単位

を超えない範囲で，前項に規定する実習により修得する単位の全部又は一部を免除するこ

とができる。 

（教職大学院の課程における在学期間の短縮） 

第２０条の３ 学長は，教育学研究科教授会の議を経て第１５条の３第１項の規定により本

学大学院に入学する前に修得した単位（学校教育法第１０２条第１項の規定により入学資

格を有した後，修得したものに限る。）を教職大学院の課程において修得したものとみな

す場合であって当該単位の修得により本学大学院の教育課程の一部を履修したと認める

ときは，当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案して当該課程の標準修業年限の

２分の１を超えない範囲で本学大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。

ただし，この場合においても，当該教職大学院の課程に少なくとも１年以上在学するもの

とする。 

（学位の授与） 

第２１条 修士課程，博士課程又は専門職学位課程の修了要件を満たした者には，所属研究

科教授会の議を経て，学長（医歯薬学総合研究科の災害・被ばく医療科学共同専攻及び先

進予防医学共同専攻にあっては，各共同専攻の教育課程を構成する大学の長）が課程の修

了を認定し，修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与する。 

２ 前項に定めるもののほか，博士課程（医歯薬学総合研究科の博士課程を除く。）におい

て，第１８条第２項から第４項まで又は第１８条の２に規定する修士課程の修了要件を満

たした者には，所属研究科教授会の議を経て，学長が修士の学位を授与することができる。 

第２２条 前条の学位の授与に関し必要な事項については，長崎大学学位規則（平成１６年
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規則第１１号。以下「学位規則」という。）の定めるところによる。 

第４章 入学，転学，休学，退学，再入学等 

（入学の時期） 

第２３条 学生の入学の時期は，学年の始めとする。ただし，後期の始めに入学させること

ができる。 

（修士課程，博士前期課程及び専門職学位課程の入学資格） 

第２４条 修士課程，博士前期課程（第５条第４項に規定する熱帯医学・グローバルヘルス

研究科グローバルヘルス専攻熱帯医学コース及び熱帯医学サテライトコースを除く。）及

び専門職学位課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 大学を卒業した者

(2) 学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において，学校教育における１６年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより

当該外国の学校教育における１６年の課程を修了した者 

(5) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１

６年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育

制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当

該課程を修了した者 

(6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当

該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ず

るものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において，修業年限が３年以

上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が

国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修

了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者 

(7) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定

める日以後に修了した者 

(8) 文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号）

(9) 学校教育法第１０２条第２項の規定により他の大学院に入学した者であって，各研

究科において，本学大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 
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(10) 各研究科において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学

力があると認めた者で，２２歳に達したもの 

２ 第５条第４項に規定する熱帯医学・グローバルヘルス研究科グローバルヘルス専攻熱帯

医学コース及び熱帯医学サテライトコースに入学することのできる者は，前項各号のいず

れかに該当し，かつ，医師の免許（外国における医師の免許を含む。）取得後２年以上の

臨床経験を有する者又はこれに相当する能力を有すると研究科が認めた者とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず，文部科学大臣の定めるところにより，大学に文部科学大臣

の定める年数以上在学した者（これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。）

であって，各研究科において，当該研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認める

ものを，本学大学院に入学させることができる。 

（博士後期課程の入学資格） 

第２５条 博士後期課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者と

する。 

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者

(2) 外国において，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位

又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(4) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課

程を修了し，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(5) 国際連合大学の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された者

(6) 外国の学校，第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し，

大学院設置基準第１６条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し，修士の

学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 

(7) 文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第１１８号）

(8) 各研究科において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有す

る者と同等以上の学力があると認めた者で，２４歳に達したもの 

（博士課程の入学資格） 

第２６条 工学研究科及び水産・環境科学総合研究科の博士課程に入学することのできる者

は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 大学を卒業した者
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(2) 学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において，学校教育における１６年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより

当該外国の学校教育における１６年の課程を修了した者 

(5) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１

６年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育

制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当

該課程を修了した者 

(6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当

該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ず

るものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において，修業年限が３年以

上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が

国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修

了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者 

(7) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定

める日以後に修了した者 

(8) 文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号）

(9) 学校教育法第１０２条第２項の規定により他の大学院に入学した者であって，各研

究科において，本学大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(10) 各研究科において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学

力があると認めた者で，２２歳に達したもの 

２ 医歯薬学総合研究科医療科学専攻，新興感染症病態制御学系専攻，放射線医療科学専攻

及び先進予防医学共同専攻の博士課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれか

に該当する者とする。 

(1) 大学（医学，歯学，修業年限６年の薬学又は獣医学を履修する課程に限る。）を卒

業した者 

(2) 外国において，学校教育における１８年の課程（最終の課程は医学，歯学，薬学又

は獣医学）を修了した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより
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当該外国の学校教育における１８年の課程（最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学）

を修了した者 

(4) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１

８年の課程（最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了したとされるものに限

る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設で

あって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(5) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当

該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ず

るものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において，修業年限が５年以

上である課程（医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程に限る。）を修了すること

（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することに

より当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教

育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により，

学士の学位に相当する学位を授与された者 

(6) 文部科学大臣の指定した者（昭和３０年文部省告示第３９号）

(7) 学校教育法第１０２条第２項の規定により他の大学院に入学した者であって，研究

科において，本学大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(8) 研究科において，個別の入学資格審査により，第１号に規定する大学を卒業した者

と同等以上の学力があると認めた者で，２４歳に達したもの 

３ 前２項の規定にかかわらず，文部科学大臣の定めるところにより，大学に文部科学大臣

の定める年数以上在学した者（これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。）

であって，各研究科において，当該研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認める

ものを，本学大学院に入学させることができる。 

（入学志願の手続） 

第２７条 入学志願者は，所定の手続により願い出なければならない。 

（選抜試験） 

第２８条 入学志願者に対しては，長崎大学入学者選抜規則（平成１６年規則第１６号）の

定めるところにより，選抜試験を行う。 

（合格者の決定） 

第２９条 前条の選抜による合格者の決定は，各研究科教授会の議を経て，学長が行う。 

（入学手続及び入学許可） 
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第３０条 第２８条に規定する入学者選抜の結果に基づき，合格の通知を受けた者の入学の

手続及び入学の許可については，本学学則第１８条及び第１９条の規定を準用する。 

（転入学等） 

第３１条 次の各号のいずれかに該当する者が，転入学又は転科を願い出たときは，学期の

始めに限り，選考の上，許可することがある。 

(1) 他の大学院に在学する者又は修了し，若しくは退学した者で転入学を志望するもの

(2) 他の研究科に在学する者又は修了し，若しくは退学した者で転科を志望するもの

(3) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課

程に在学する者又は当該課程を修了し，若しくは退学した者（第２４条から第２６条に

規定する入学資格を有する者に限る。）で転入学を志望するもの 

(4) 国際連合大学の課程に在学する者又は当該課程を修了し，若しくは退学した者で転

入学を志望するもの 

２ 前項により転入学又は転科を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位

並びに在学年数の認定は，所属研究科の教授会の議を経て，学長が決定する。 

３ 前２項の規定は，専攻を変更する場合に準用する。 

第３２条 前条第１項による転入学願又は転科願は，所属の学長又は研究科長の紹介状を添

えて，志願する研究科長に提出するものとする。 

第３３条 本学大学院の学生が，他の大学院に転学しようとするときは，指導教授を経て，

研究科長に転学願を提出するものとする。 

２ 学長は，所属研究科の教授会の議を経て転学の事由が適当であると認めたときは，その

転学を許可することができる。 

３ 前２項の規定は，他の研究科に転科を志望する場合にこれを準用する。 

（休学） 

第３４条 休学に関しては，本学学則第２１条から第２３条までの規定を準用する。 

２ 休学期間は，通算して，標準修業年限を超えることができない。 

（退学） 

第３５条 退学に関しては，本学学則第２５条の規定を準用する。 

（再入学） 

第３６条 再入学に関しては，本学学則第２７条の規定を準用する。ただし，修士課程，博

士前期課程及び専門職学位課程にあっては２年以内に，博士後期課程にあっては３年以内
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に，工学研究科グリーンシステム創成科学専攻及び水産・環境科学総合研究科海洋フィー

ルド生命科学専攻の博士課程にあっては５年以内に，医歯薬学総合研究科医療科学専攻，

新興感染症病態制御学系専攻，放射線医療科学専攻及び先進予防医学共同専攻の博士課程

にあっては４年以内に，再入学を願い出た場合に限る。 

（進学） 

第３７条 本学の大学院修士課程，博士前期課程及び専門職学位課程を修了し，引き続き博

士課程（多文化社会学研究科多文化社会学専攻，経済学研究科経営意思決定専攻，工学研

究科生産システム工学専攻，水産・環境科学総合研究科環境海洋資源学専攻，医歯薬学総

合研究科生命薬科学専攻及び熱帯医学・グローバルヘルス研究科グローバルヘルス専攻に

あっては，博士後期課程）に進学を志願する者については，各研究科規程の定めるところ

により，選考の上，進学を許可する。 

第５章 除籍，表彰及び懲戒 

（除籍，表彰及び懲戒） 

第３８条 除籍，表彰及び懲戒に関しては，本学学則第２８条，第４９条及び第５０条の規

定を準用する。 

第６章 検定料，入学料及び授業料 

（検定料等の額及びその徴収方法等） 

第３９条 検定料，入学料及び授業料の額並びに徴収方法等は，長崎大学授業料，入学料，

検定料及び寄宿料徴収規程（平成１６年規程第９２号）の定めるところによる。 

（料金の返還） 

第４０条 既納の料金は，返還しない。ただし，次の各号の一に該当する場合は，当該料金

の相当額（第２号の場合にあっては後期分の授業料相当額を，第３号の場合にあっては退

学した翌月以降の授業料相当額を，第４号の場合にあっては免除された学期分の授業料相

当額をいう。）を返還するものとする。 

(1) 入学を許可されるときに前期分又は前期分及び後期分の授業料を納入した者が，入

学年度の前年度の３月３１日までに入学を辞退し，授業料の返還を申し出たとき。 

(2) 前期分の授業料納入の際に後期分の授業料を併せて納入した者が，後期分の授業料

の納入時期前に休学又は退学したとき。 

(3) 授業料を納入した研究生が，在学期間の中途で退学し，授業料の返還を申し出たと

き。 

(4) 前期分又は後期分の授業料を納入した者が，長崎大学卓越した学生に対する授業料
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免除に関する規程（平成３０年規程第１号）により当該期分の授業料免除を許可された

とき。 

第４１条 入学料の免除及び徴収猶予，授業料の納期並びに授業料の免除及び徴収猶予並び

に休学，退学，転学等に係る授業料については，本学学則第５３条から第５８条までの規

定を準用する。 

第７章 科目等履修生，研究生，特別聴講学生，特別研究学生，特別の課程及び外国

人留学生 

（科目等履修生） 

第４２条 本学大学院の学生以外の者で，本学大学院が開設する授業科目のうち一又は複数

の授業科目について履修を希望するものがあるときは，選考の上，科目等履修生として入

学を許可することがある。 

２ 科目等履修生に関する規則は，別に定める。 

（研究生） 

第４３条 本学大学院において特殊の事項について研究を希望する者があるときは，選考の

上，研究生として入学を許可することがある。 

２ 研究生に関する規則は，別に定める。 

（特別聴講学生） 

第４４条 他の大学院（外国の大学院を含む。）の学生で，本学大学院の特定の授業科目を

履修することを希望するものがあるときは，当該他大学院との協議に基づき，特別聴講学

生として入学を許可することがある。 

２ 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は，徴収しない。 

３ 特別聴講学生に係る授業料については，科目等履修生と同様とする。 

４ 前項の規定にかかわらず，特別聴講学生が大学間交流協定において授業料を徴収しない

こととしている外国の大学院の学生又は大学間相互単位互換協定において授業料を徴収

しないこととしている大学院の学生であるときは，授業料を徴収しない。 

５ 既納の授業料は，返還しない。 

６ 実験，実習に要する実費は，必要に応じ特別聴講学生の負担とする。 

（特別研究学生） 

第４５条 他の大学院（外国の大学院を含む。）の学生で，本学大学院又は研究所等におい

て研究指導を受けようとするものがあるときは，当該他大学院との協議に基づき，特別研

究学生として入学を許可することがある。 
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２ 特別研究学生に係る検定料及び入学料は，徴収しない。 

３ 特別研究学生に係る授業料については，研究生と同様とする。 

４ 前項の規定にかかわらず，特別研究学生が大学間交流協定において授業料を徴収しない

こととしている外国の大学院の学生又は大学間特別研究学生交流協定において授業料を

徴収しないこととしている大学院の学生であるときは，授業料を徴収しない。 

５ 既納の授業料は，返還しない。 

６ 実験，実習に要する実費は，必要に応じ特別研究学生の負担とする。 

（特別の課程） 

第４５条の２ 学長は，本学大学院の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し，これ

を修了した者に対し，修了の事実を証する証明書を交付することができる。 

２ 本学大学院の学生が前項に規定する特別の課程を履修することが教育上有益であると

認めるときは，当該課程を履修させることができる。 

（外国人留学生） 

第４６条 外国人留学生として本学大学院に入学を志願する者があるときは，選考の上，入

学を許可することがある。 

２ 外国人留学生に関する規則は，別に定める。 

第８章 教員の免許状授与の所要資格の取得 

（教員の免許状授与の所要資格の取得） 

第４７条 各研究科の専攻において，教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び教

育職員免許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）に定める所要の単位を取得した者

は，教員の免許状授与の所要資格を取得することができる。 

２ 前項の規定により所要資格を取得できる教員の免許状の種類は，別表第２のとおりとす

る。 

第９章 国際連携専攻 

（国際連携専攻の設置） 

第４８条 研究科は，教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には，外

国の大学院と連携して教育研究を実施するための専攻（以下「国際連携専攻」という。）

を置くことができる。 

（教育課程の編成） 

第４９条 国際連携専攻を置く研究科は，第７条の２第１項の規定にかかわらず，国際連携

専攻において連携して教育研究を実施する一以上の外国の大学院（以下「連携外国大学院」
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という。）が開設する授業科目を当該研究科の教育課程の一部とみなして，当該連携外国

大学院と連携した教育課程を編成することができる。 

２ 国際連携専攻は，前項に規定する教育課程を編成し，及び実施するため，連携外国大学

院との協議の場を設けるものとする。 

３ 国際連携専攻における教育は，授業科目の授業又は研究指導により行う。 

４ 単位の計算方法，履修方法及び履修科目の選定については，第９条から第１１条までの

規定にかかわらず，連携外国大学院と協議の上，別に定める。 

（課程の修了要件） 

第５０条 国際連携専攻である博士後期課程の修了要件は，当該課程に３年以上在学し，所

定の単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験

に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者につい

ては，１年以上在学すれば足りるものとする。 

（学位の授与） 

第５１条 学位の授与については，この学則及び学位規則に定めるもののほか，連携外国大

学院と協議の上，別に定める。 

（入学，進学等） 

第５２条 国際連携専攻の入学時期は，第２３条を準用する。 

第５３条 国際連携専攻の入学資格は，第２４条及び第２５条に定めるもののほか，連携外

国大学院と協議の上，別に定める。 

第５４条 国際連携専攻の入学志願の手続，選抜試験，合格者の決定，入学手続及び入学の

許可については，第２７条から第３０条までの規定にかかわらず，連携外国大学院と協議

の上，別に定める。 

第５５条 本学の大学院修士課程，博士前期課程及び専門職学位課程を修了し，引き続き博

士課程国際連携専攻（熱帯医学・グローバルヘルス研究科長崎大学－ロンドン大学衛生・

熱帯医学大学院国際連携グローバルヘルス専攻にあっては，博士後期課程）に進学を志願

する者については，連携外国大学院と協議し，選考の上，進学を許可する。 

（除籍，表彰及び懲戒） 

第５６条 国際連携専攻の学生の除籍，表彰及び懲戒については，第３８条の規定によるも

ののほか，連携外国大学院と協議の上，別に定める。 

（検定料，入学料及び授業料） 

第５７条 国際連携の検定料，入学料及び授業料については，第３９条から第４１条までに
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定めるもののほか，連携外国大学院と協議の上，別に定める。 

（協議等） 

第５８条 国際連携専攻に係る次に掲げる事項については，この学則に定めるもののほか，

連携外国大学院と協議の上，別に定める。 

(1) 教育組織の編成に関する事項

(2) 学生の在籍の管理及び安全に関する事項

(3) 学生の奨学及び厚生補導に関する事項

(4) 教育研究活動等の状況の評価に関する事項

(5) その他国際連携専攻に関する事項

第１０章 雑則

（補則） 

第５９条 この学則に定めるもののほか，研究科に関し必要な事項は，研究科長が学長の承

認を得て，定めることができる。 

第６０条 この学則に定めるもののほか，本学大学院の学生に関し必要な事項は，本学学則

を準用する。 

第６１条 本学学則をこの学則に準用する場合は，「学部」を「研究科」，「学部長」を「研

究科長」と，それぞれ読み替えるものとする。 

附 則 

１ この学則は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ 長崎大学大学院学則（昭和４１年学則第１号）は，廃止する。 

３ 平成１６年３月３１日現在大学院に在学している者（以下この項において「在学者」と

いう。）及び平成１６年４月１日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学す

る者については，旧長崎大学大学院学則は，この学則の施行後も，なおその効力を有する。 

附 則（平成１７年９月２２日学則第４号） 

この学則は，平成１７年９月２２日から施行し，改正後の長崎大学大学院学則の規定は，

平成１７年４月１日から適用する。 

附 則（平成１７年１２月２２日学則第６号） 

この学則は，平成１７年１２月２２日から施行する。 

附 則（平成１８年３月２２日学則第２号） 

１ この学則は，平成１８年４月１日から施行する。 

２ 生産科学研究科及び医歯薬学総合研究科の収容定員は，改正後の別表第１生産科学研究
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科の項，同表医歯薬学総合研究科の項及び同表合計の項の規定にかかわらず，平成１８年

度については，次のとおりとする。 

研究科 専攻 修士課程及び博士前期

課程 

博士課程及び博士後期

課程 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

生産科学研

究科 

機械システム工学専攻 ３０ ５７     

電気情報工学専攻 ５２ １０４     

環境システム工学専攻 ３６ ６８     

物質工学専攻 ３８ ６５     

水産学専攻 ３７ ７９     

環境共生政策学専攻 ８ １６     

環境保全設計学専攻 １７ ３４     

システム科学専攻     １１ ３３ 

海洋生産科学専攻     １５ ４５ 

物質科学専攻     １４ ４２ 

環境科学専攻     ８ ２４ 

小計 ２１８ ４２３ ４８ １４４ 

医歯薬学総

合研究科 

熱帯医学専攻 １２ １２     

保健学専攻 １２ １２     

医療科学専攻     ７７ ３０７ 

新興感染症病態制御学

系専攻 

    ２４ ９３ 

放射線医療科学専攻     １１ ４４ 
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生命薬科学専攻 ５３ １０６ ２３ ６９ 

小計 ７７ １３０ １３５ ５１３ 

合計 ３４８ ６５９ １８６ ６６６ 

附 則（平成１８年１０月２７日学則第６号） 

この学則は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２２日学則第２号） 

この学則は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年１２月２１日学則第４号） 

この学則は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年１２月２６日学則第５号） 

この学則は，平成１９年１２月２６日から施行する。 

附 則（平成２０年２月２２日学則第３号） 

１ この学則は，平成２０年４月１日から施行する。 

２ 教育学研究科，医歯薬学総合研究科及び国際健康開発研究科の収容定員は，改正後の別

表第１の教育学研究科の項，同表医歯薬学総合研究科の項，同表国際健康開発研究科の項

及び同表合計の項の規定にかかわらず，平成２０年度及び平成２１年度については，次の

とおりとする。 

(1) 平成２０年度

研究科 専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び

博士後期課程 

専門職学位課

程 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

教育学研究

科 

教科実践専攻 １８ １８ 

教職実践専攻 ２０ ２０ 

小計 １８ １８ ２０ ２０ 

医歯薬学総

合研究科 

熱帯医学専攻 １２ １２ 

保健学専攻 １２ ２４ 
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医療科学専攻     ７７ ３０

８ 

    

新興感染症病態制御学

系専攻 

    ２４ ９６     

放射線医療科学専攻     １１ ４４     

生命薬科学専攻 ５３ １０

６ 

１８ ６４     

小計 ７７ １４

２ 

１３

０ 

５１

２ 

    

国際健康開

発研究科 

国際健康開発専攻 １０ １０         

小計 １０ １０         

合計 ３３

８ 

６３

６ 

１８

１ 

６６

５ 

２０ ２０ 

(2) 平成２１年度 

研究科 専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び

博士後期課程 

専門職学位課

程 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

医歯薬学総

合研究科 

熱帯医学専攻 １２ １２         

保健学専攻 １２ ２４         

医療科学専攻     ７７ ３０

８ 

    

新興感染症病態制御学

系専攻 

    ２４ ９６     

放射線医療科学専攻     １１ ４４     

26



生命薬科学専攻 ５３ １０

６ 

１８ ５９ 

小計 ７７ １４

２ 

１３

０ 

５０

７ 

合計 ３３

８ 

６６

４ 

１８

１ 

６６

０ 

２０ ４０ 

３ 教育学研究科の学校教育専攻及び教科教育専攻は，改正後の第３条第１項及び別表第１

の規定にかかわらず，平成２０年３月３１日に当該専攻に在学する学生が当該専攻に在学

しなくなるまでの間，存続するものとし，その収容定員は，次のとおりとする。 

専攻 平成２０年度 

学校教育専攻 ６ 

教科教育専攻 ３２ 

附 則（平成２０年１０月２４日学則第４号） 

この学則は，平成２０年１１月１日から施行する。 

附 則（平成２１年２月２７日学則第２号） 

１ この学則は，平成２１年４月１日から施行する。 

２ 医歯薬学総合研究科の収容定員は，改正後の別表第１医歯薬学総合研究科の項及び同表

合計の項の規定にかかわらず，平成２１年度から平成２３年度までについては，次のとお

りとする。 

(1) 平成２１年度

研究科 専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定員 収容定員 

医歯薬学

総合研究

科 

熱帯医学

専攻 

１２ １２ 

保健学専 １２ ２４ 
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攻 

医療科学

専攻 

    ６２ ２９３     

新興感染

症病態制

御学系専

攻 

    ２０ ９２     

放射線医

療科学専

攻 

    ８ ４１     

生命薬科

学専攻 

５３ １０６ １８ ５９     

小計 ７７ １４２ １０８ ４８５     

合計 ３３８ ６６４ １５９ ６３８ ２０ ４０ 

(2) 平成２２年度 

研究科 専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定員 収容定員 

医歯薬学

総合研究

科 

熱帯医学

専攻 

１２ １２         

保健学専

攻 

１２ ２４         

医療科学

専攻 

    ６２ ２７８     
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新興感染

症病態制

御学系専

攻 

    ２０ ８８     

放射線医

療科学専

攻 

    ８ ３８     

生命薬科

学専攻 

５３ １０６ １８ ５４     

小計 ７７ １４２ １０８ ４５８     

合計 ３３８ ６６４ １５９ ６１１ ２０ ４０ 

(3) 平成２３年度 

研究科 専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定員 収容定員 

医歯薬学

総合研究

科 

熱帯医学

専攻 

１２ １２         

保健学専

攻 

１２ ２４         

医療科学

専攻 

    ６２ ２６３     

新興感染

症病態制

御学系専

攻 

    ２０ ８４     
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放射線医

療科学専

攻 

８ ３５ 

生命薬科

学専攻 

５３ １０６ １８ ５４ 

小計 ７７ １４２ １０８ ４３６ 

合計 ３３８ ６６４ １５９ ５８９ ２０ ４０ 

附 則（平成２１年７月２４日学則第４号） 

この学則は，平成２１年７月２４日から施行する。 

附 則（平成２２年２月２６日学則第２号） 

１ この学則は，平成２２年４月１日から施行する。 

２ 医歯薬学総合研究科の収容定員は，改正後の別表第１医歯薬学総合研究科の項及び同表

合計の項の規定にかかわらず，平成２２年度及び平成２３年度については，次のとおりと

する。 

(1) 平成２２年度

研究

科 

専攻 修士課程及び博士

前期課程 

博士課程及び博士

後期課程 

専門職学位課程 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

医歯

薬学

総合

研究

科 

熱帯医学専攻 １２ １２ 

保健学専攻 １２ ２４ 

医療科学専攻 ６２ ２７８ 

新興感染症病態

制御学系専攻 

２０ ８８ 

放射線医療科学

専攻 

８ ３８ 
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生命薬科学専攻 ３６ ３６ １８ ５４ 

小計 ６０ ７２ １０８ ４５８ 

合計 ３２１ ５９４ １５９ ６１１ ２０ ４０ 

(2) 平成２３年度

研究

科 

専攻 修士課程及び博士

前期課程 

博士課程及び博士

後期課程 

専門職学位課程 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

医歯

薬学

総合

研究

科 

熱帯医学専攻 １２ １２ 

保健学専攻 １２ ２４ 

医療科学専攻 ６２ ２６３ 

新興感染症病態

制御学系専攻 

２０ ８４ 

放射線医療科学

専攻 

８ ３５ 

生命薬科学専攻 ３６ ７２ １８ ５４ 

小計 ６０ １０８ １０８ ４３６ 

合計 ３２１ ６３０ １５９ ５８９ ２０ ４０ 

３ 医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻の博士前期課程は，改正後の第３条第１項及び別表

第１の規定にかかわらず，平成２２年３月３１日に当該課程に在学する学生が当該課程に

在学しなくなるまでの間，存続するものとし，その収容定員は，次のとおりとする。 

専攻 課程 平成２２年度 

生命薬科学専攻 博士前期課程 ５３ 

附 則（平成２２年７月１５日学則第３号） 

この学則は，平成２２年７月１５日から施行する。 
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附 則（平成２３年２月２４日学則第１号） 

この学則は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年２月２４日学則第２号） 

１ この学則は，平成２３年４月１日から施行する。 

２ 工学研究科及び水産・環境科学総合研究科の収容定員は，改正後の別表第１工学研究科，

水産・環境科学総合研究科の項及び同表合計の項の規定にかかわらず，平成２３年度から

平成２６年度については，次のとおりとする。 

(1) 平成２３年度

研究

科 

専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容

定員 

工学

研究

科 

総合工学専攻 ２００ ２００ 

生産システム工学専

攻 

１０ １０ 

グリーンシステム創

成科学専攻 

５ ５ 

小計 ２００ ２００ １５ １５ 

水

産・環

境科

学総

合研

究科 

水産学系専攻 ３５ ３５ 

環境共生政策学専攻 ８ ８ 

環境保全設計学専攻 １７ １７ 

環境海洋資源学専攻 １２ １２ 

海洋フィールド生命

科学専攻 

５ ５ 

小計 ６０ ６０ １７ １７ 
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合計 ３６３ ６７２ １４３ ５７３ ２０ ４０ 

(2) 平成２４年度 

研究

科 

専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容

定員 

工学

研究

科 

総合工学専攻 ２００ ４００         

生産システム工学専

攻 

    １０ ２０     

グリーンシステム創

成科学専攻 

    ５ １０     

小計 ２００ ４００ １５ ３０     

水

産・環

境科

学総

合研

究科 

水産学系専攻 ３５ ７０         

環境共生政策学専攻 ８ １６         

環境保全設計学専攻 １７ ３４         

環境海洋資源学専攻     １２ ２４     

海洋フィールド生命

科学専攻 

    ５ １０     

小計 ６０ １２０ １７ ３４     

合計 ３６３ ７１４ １４３ ５３５ ２０ ４０ 

(3) 平成２５年度 

研究

科 

専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程 

入学定 収容定 入学定 収容定 入学定 収容
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員 員 員 員 員 定員 

工学

研究

科 

総合工学専攻 ２００ ４００         

生産システム工学専

攻 

    １０ ３０     

グリーンシステム創

成科学専攻 

    ５ １５     

小計 ２００ ４００ １５ ４５     

水

産・環

境科

学総

合研

究科 

水産学系専攻 ３５ ７０         

環境共生政策学専攻 ８ １６         

環境保全設計学専攻 １７ ３４         

環境海洋資源学専攻     １２ ３６     

海洋フィールド生命

科学専攻 

    ５ １５     

小計 ６０ １２０ １７ ５１     

合計 ３６３ ７１４ １４３ ５１９ ２０ ４０ 

(4) 平成２６年度 

研究

科 

専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容

定員 

工学

研究

科 

総合工学専攻 ２００ ４００         

生産システム工学専

攻 

    １０ ３０     

グリーンシステム創     ５ ２０     
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成科学専攻 

小計 ２００ ４００ １５ ５０     

水

産・環

境科

学総

合研

究科 

水産学系専攻 ３５ ７０         

環境共生政策学専攻 ８ １６         

環境保全設計学専攻 １７ ３４         

環境海洋資源学専攻     １２ ３６     

海洋フィールド生命

科学専攻 

    ５ ２０     

小計 ６０ １２０ １７ ５６     

合計 ３６３ ７１４ １４３ ５２９ ２０ ４０ 

３ 生産科学研究科は，改正後の長崎大学大学院学則の規定にかかわらず，平成２３年３月

３１日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間，存続するもの

とし，なお従前の例による。 

４ 前項の場合において，別表第１の規定にかかわらず，生産科学研究科の収容定員につい

ては，次のとおりとする。 

専攻 課程 平成２３年

度 

平成２４

年度 

機械システム工学専攻 博士前期課程 ３０   

電気情報工学専攻 博士前期課程 ５２   

環境システム工学専攻 博士前期課程 ３６   

物質工学専攻 博士前期課程 ３８   

水産学専攻 博士前期課程 ３７   

環境共生政策学専攻 博士前期課程 ８   

環境保全設計学専攻 博士前期課程 １７   
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システム科学専攻 博士後期課程 ２２ １１ 

海洋生産科学専攻 博士後期課程 ３０ １５ 

物質科学専攻 博士後期課程 ２８ １４ 

環境科学専攻 博士後期課程 １６ ８ 

附 則（平成２４年２月２４日学則第２号） 

１ この学則は，平成２４年４月１日から施行する。 

２ 医歯薬学総合研究科の収容定員は，改正後の別表第１医歯薬学総合研究科の項及び同表

合計の項の規定にかかわらず，平成２４年度及び平成２５年度については，次のとおりと

する。 

(1) 平成２４年度

研究科 専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容定

員 

医歯薬

学総合

研究科 

熱帯医学専攻 １２ １２ 

保健学専攻 ２０ ３２ 

医療科学専攻 ６２ ２４

８ 

新興感染症病態

制御学系専攻 

２０ ８０ 

放射線医療科学

専攻 

８ ３２ 

生命薬科学専攻 ３６ ７２ １０ ４６ 

小計 ６８ １１

６ 

１０

０ 

４０

６ 
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合計 ３７

１ 

７２

２ 

１３

５ 

５２

７ 

２０ ４０ 

(2) 平成２５年度 

研究科 専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容定

員 

医歯薬

学総合

研究科 

熱帯医学専攻 １２ １２     

保健学専攻 ２０ ４０     

医療科学専攻   ６２ ２４

８ 

  

新興感染症病態

制御学系専攻 

  ２０ ８０   

放射線医療科学

専攻 

  ８ ３２   

生命薬科学専攻 ３６ ７２ １０ ３８   

小計 ６８ １２

４ 

１０

０ 

３９

８ 

  

合計 ３７

１ 

７３

０ 

１３

５ 

５０

３ 

２０ ４０ 

３ 研究科の収容定員は，改正後の別表第１合計の項の規定にかかわらず，平成２６年度に

ついては，次のとおりとする。 

研究科 専攻 修士課程及び博士

前期課程 

博士課程及び博士

後期課程 

専門職学位課程 

入学定 収容定 入学定 収容定 入学定 収容定員 
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員 員 員 員 員 

合計 ３７１ ７３０ １３５ ５０５ ２０ ４０ 

４ 医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻の修士課程は，改正後の長崎大学大学院学則の規定

にかかわらず，平成２４年３月３１日に当該修士課程に在学する学生が当該修士課程に在

学しなくなるまでの間，存続するものとし，なお従前の例による。ただし，改正前の別表

第１の規定は，適用しない。 

附 則（平成２４年９月２１日学則第３号） 

この学則は，平成２４年９月２１日から施行する。 

附 則（平成２５年２月２２日学則第１号） 

この学則は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年２月２１日学則第２号） 

１ この学則は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 教育学研究科教科実践専攻は，改正後の長崎大学大学院学則の規定にかかわらず，平成

２６年３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存続す

るものとし，その収容定員は，次のとおりとする。 

専攻 課程 平成２６年度 

教科実践専攻 修士課程 １８ 

３ 教育学研究科の収容定員は，改正後の別表第１教育学研究科の項及び同表合計の項の規

定にかかわらず，平成２６年度については，次のとおりとする。 

研究科 専攻 修士課程及び博士

前期課程 

博士課程及び博士

後期課程 

専門職学位課程 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定員 

教育学

研究科 

教職実践

専攻 

３８ ５８ 

小計 ３８ ５８ 

合計 ３５３ ７１２ １３５ ５０５ ３８ ５８ 
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附 則（平成２７年３月２７日学則第３号） 

１ この学則は，平成２７年４月１日から施行する。 

２ 医歯薬学総合研究科熱帯医学専攻は，改正後の長崎大学大学院学則の規定にかかわらず，

当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

３ 工学研究科，水産・環境科学総合研究科及び熱帯医学・グローバルヘルス研究科の収容

定員は，改正後の別表第１工学研究科，水産・環境科学総合研究科及び熱帯医学・グロー

バルヘルス研究科の項及び同表合計の項の規定にかかわらず，平成２７年度及び平成２８

年度については，次のとおりとする。 

(1) 平成２７年度

研究科 専攻 修士課程及び博士前

期課程 

博士課程及び博士

後期課程 

専門職学位課程 

入学定員 収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定員 

工学研

究科 

総合工学

専攻 

２２０ ４２０ 

生産シス

テム工学

専攻 

１５ ３５ 

グリーン

システム

創成科学

専攻 

５ ２５ 

小計 ２２０ ４２０ ２０ ６０ 

水産・環

境科学

総合研

究科 

水産学専

攻 

３５ ７０ 

環境科学

専攻 

２５ ２５ 

39



 

環境海洋

資源学専

攻 

  １２ ３６   

海洋フィ

ールド生

命科学専

攻 

  ５ ２５   

小計 ６０ ９５ １７ ６１   

熱帯医

学・グロ

ーバル

ヘルス

研究科 

グローバ

ルヘルス

専攻 

２７ ２７     

小計 ２７ ２７     

合計 ３７８ ７０９ １４０ ５２０ ３８ ７６ 

(2) 平成２８年度 

研究科 専攻 修士課程及び博士

前期課程 

博士課程及び博士

後期課程 

専門職学位課程 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

  入学定員 

工学研

究科 

総合工

学専攻 

２２０ ４４０     

生産シ

ステム

工学専

攻 

  １５ ４０   

グリー

ンシス

  ５ ２５   
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テム創

成科学

専攻 

小計 ２２０ ４４０ ２０ ６５ 

合計 ３７８ ７４４ １４０ ５２５ ３８ ７６ 

４ 水産・環境科学総合研究科の環境共生政策学専攻及び環境保全設計学専攻並びに国際健

康開発研究科国際健康開発専攻は，改正後の長崎大学大学院学則の規定にかかわらず，平

成２７年３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存続

するものとし，その収容定員は，次のとおりとする。 

専攻 課程 平成２７年度 

環境共生政策学専攻 博士前期課程 ８ 

環境保全設計学専攻 博士前期課程 １７ 

国際健康開発専攻 修士課程 １０ 

附 則（平成２７年３月２７日学則第４号） 

この学則は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２８日学則第２号） 

１ この学則は，平成２８年４月１日から施行する。 

２ 工学研究科及び医歯薬学総合研究科の収容定員は，改正後の別表第１の工学研究科及び

医歯薬学総合研究科の項並びに同表合計の項の規定にかかわらず，平成２８年度から平成

３０年度までについては，次のとおりとする。 

(1) 平成２８年度

研究科 専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容定

員 

工学研究科 総合工学専攻 ２２

０ 

４４

０ 
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生産システム

工学専攻 

１５ ４０ 

グリーンシス

テム創成科学

専攻 

５ ２５ 

小計 ２２

０ 

４４

０ 

２０ ６５ 

医歯薬学総

合研究科 

保健学専攻 ２０ ４０ 

災害・被ばく医

療科学共同専

攻 

１０ １０ 

医療科学専攻 ６０ ２４

６ 

新興感染症病

態制御学系専

攻 

２０ ８０ 

放射線医療科

学専攻 

５ ２９ 

先進予防医学

共同専攻 

１０ １０ 

生命薬科学専

攻 

３６ ７２ １０ ３０ 

小計 ６６ １２

２ 

１０

５ 

３９

５ 

合計 ３８

８ 

７５

４ 

１４

５ 

５３

５ 

３８ ７６ 
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(2) 平成２９年度

研究科 専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容定

員 

医歯薬学総

合研究科 

保健学専攻 ２０ ４０ 

災害・被ばく医

療科学共同専

攻 

１０ ２０ 

医療科学専攻 ６０ ２４

４ 

新興感染症病

態制御学系専

攻 

２０ ８０ 

放射線医療科

学専攻 

５ ２６ 

先進予防医学

共同専攻 

１０ ２０ 

生命薬科学専

攻 

３６ ７２ １０ ３０ 

小計 ６６ １３

２ 

１０

５ 

４０

０ 

合計 ３８

８ 

７６

４ 

１４

５ 

５４

０ 

３８ ７６ 

(3) 平成３０年度

研究科 専攻 修士課程及び博 博士課程及び博 専門職学位課程 
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士前期課程 士後期課程 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容定

員 

医歯薬学総

合研究科 

保健学専攻 ２０ ４０ 

災害・被ばく医

療科学共同専

攻 

１０ ２０ 

医療科学専攻 ６０ ２４

２ 

新興感染症病

態制御学系専

攻 

２０ ８０ 

放射線医療科

学専攻 

５ ２３ 

先進予防医学

共同専攻 

１０ ３０ 

生命薬科学専

攻 

３６ ７２ １０ ３０ 

小計 ６６ １３

２ 

１０

５ 

４０

５ 

合計 ３８

８ 

７６

４ 

１４

５ 

５４

５ 

３８ ７６ 

附 則（平成２８年５月２７日学則第３号） 

この学則は，平成２８年５月２７日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２９日学則第２号） 

１ この学則は，平成２９年４月１日から施行する。 
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２ 熱帯医学・グローバルヘルス研究科の収容定員は，改正後の別表第１の熱帯医学・グロ

ーバルヘルス研究科の項及び同表合計の項の規定にかかわらず，平成２９年度については，

次のとおりとする。 

研究科 専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容定

員 

熱帯医学・

グローバル

ヘルス研究

科 

グローバルヘ

ルス専攻

３７ ５２ 

小計 ３７ ５２ 

合計 ３９

８ 

７７

４ 

１４

５ 

５４

０ 

３８ ７６ 

附 則（平成３０年１月９日学則第２号） 

この学則は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２７日学則第４号） 

１ この学則は，平成３０年４月１日から施行する。 

２ 多文化社会学研究科，教育学研究科及び熱帯医学・グローバルヘルス研究科の収容定員

は，改正後の別表第１の多文化社会学研究科，教育学研究科及び熱帯医学・グローバルヘ

ルス研究科の項並びに同表合計の項の規定にかかわらず，平成３０年度及び平成３１年度

については，次のとおりとする。 

(1) 平成３０年度

研究科 専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容定

員 

多文化社会

学研究科 

多文化社会学

専攻 

１０ １０ 
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小計 １０ １０ 

教育学研究

科 

教職実践専攻 ２８ ６６ 

小計 ２８ ６６ 

熱帯医学・

グローバル

ヘルス研究

科 

グローバルヘ

ルス専攻

３７ ６２ ５ ５ 

長崎大学－ロ

ンドン大学衛

生・熱帯医学

大学院国際連

携グローバル

ヘルス専攻

５ ５ 

小計 ３７ ６２ １０ １０ 

合計 ４０

８ 

７９

４ 

１５

５ 

５５

５ 

２８ ６６ 

(2) 平成３１年度

研究科 専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容定

員 

多文化社会

学研究科 

多文化社会学

専攻 

１０ ２０ 

小計 １０ ２０ 
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教育学研究

科 

教職実践専攻 ２８ ５６ 

小計 ２８ ５６ 

熱帯医学・

グローバル

ヘルス研究

科 

グローバルヘ

ルス専攻

３７ ６２ ５ １０ 

長崎大学－ロ

ンドン大学衛

生・熱帯医学

大学院国際連

携グローバル

ヘルス専攻

５ １０ 

小計 ３７ ６２ １０ ２０ 

合計 ４０

８ 

７９

４ 

１５

５ 

５７

０ 

２８ ５６ 

別表第１ 

研究科 専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容

定員 

多文化社会

学研究科 

多文化社会学

専攻 

１０ ２０ 

小計 １０ ２０ 

教育学研究 教職実践専攻 ２８ ５６ 
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科 小計 ２８ ５６ 

経済学研究

科 

経済経営政策

専攻 

１５ ３０ 

経営意思決定

専攻 

３ ９ 

小計 １５ ３０ ３ ９ 

工学研究科 総合工学専攻 ２２０ ４４０ 

生産システム

工学専攻 

１５ ４５ 

グリーンシス

テム創成科学

専攻 

５ ２５ 

小計 ２２０ ４４０ ２０ ７０ 

水産・環境

科学総合研

究科 

水産学専攻 ３５ ７０ 

環境科学専攻 ２５ ５０ 

環境海洋資源

学専攻 

１２ ３６ 

海洋フィール

ド生命科学専

攻 

５ ２５ 

小計 ６０ １２０ １７ ６１ 

医歯薬学総

合研究科 

保健学専攻 ２０ ４０ 

災害・被ばく医

療科学共同専

攻 

１０ ２０ 
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医療科学専攻 ６０ ２４０ 

新興感染症病

態制御学系専

攻 

２０ ８０ 

放射線医療科

学専攻 

５ ２０ 

先進予防医学

共同専攻 

１０ ４０ 

生命薬科学専

攻 

３６ ７２ １０ ３０ 

小計 ６６ １３２ １０５ ４１０ 

熱帯医学・

グローバル

ヘルス研究

科 

グローバルヘ

ルス専攻

３７ ６２ ５ １５ 

長崎大学－ロ

ンドン大学衛

生・熱帯医学大

学院国際連携

グローバルヘ

ルス専攻

５ １５ 

小計 ３７ ６２ １０ ３０ 

合計 ４０８ ８０４ １５５ ５８０ ２８ ５６ 

別表第２ 

研究科 専攻 教員の免許状の種類（免許教科・領域） 

多文化社会

学研究科 

多文化社会学専攻 高等学校教諭専修

免許状 

（英語） 

49



教育学研究

科 

教職実践専攻 幼稚園教諭専修免

許状 

小学校教諭専修免

許状 

中学校教諭専修免

許状 

（国語，社会，数学，理科，音

楽，美術，保健体育，技術，家

庭，英語） 

高等学校教諭専修

免許状 

（国語，地理歴史，公民，数学，

理科，音楽，美術，書道，保健

体育，家庭，情報，工業，英語） 

特別支援学校教諭

専修免許状 

（知的障害者，肢体不自由者，

病弱者） 

経済学研究

科 

経済経営政策専攻 高等学校教諭専修

免許状 

（商業） 

工学研究科 総合工学専攻 高等学校教諭専修

免許状 

（工業） 

水産・環境科

学総合研究

科 

水産学専攻 高等学校教諭専修

免許状 

（水産） 

附 則 

１ この学則は，令和２年４月１日から施行する。 

２ 多文化社会学研究科の収容定員は，改正後の別表第１の多文化社会学研究科の項並びに

同表合計の項の規定にかかわらず，令和２年度，令和３年度及び令和４年度について

は，次のとおりとする。 

(1) 令和２年度

研究科 専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程 
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入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容定

員 

多文化社会

学研究科 

多文化社会学

専攻 

１０ ２０ ３ ３ 

小計 １０ ２０ ３ ３ 

合計 １０ ２０ ３ ３ 

(1) 令和３年度

研究科 専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容定

員 

多文化社会

学研究科 

多文化社会学

専攻 

１０ ２０ ３ ６ 

小計 １０ ２０ ３ ６ 

合計 １０ ２０ ３ ６ 

(1) 令和４年度

研究科 専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容定

員 

多文化社会

学研究科 

多文化社会学

専攻 

１０ ２０ ３ ９ 

小計 １０ ２０ ３ ９ 

合計 １０ ２０ ３ ９ 

別表第１ 
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研究科 専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容

定員 

多文化社会

学研究科 

多文化社会学

専攻 

１０ ２０ ３ ９ 

小計 １０ ２０ ３ ９ 

教育学研究

科 

教職実践専攻 ２８ ５６ 

小計 ２８ ５６ 

経済学研究

科 

経済経営政策

専攻 

１５ ３０ 

経営意思決定

専攻 

３ ９ 

小計 １５ ３０ ３ ９ 

工学研究科 総合工学専攻 ２２０ ４４０ 

生産システム

工学専攻 

１５ ４５ 

グリーンシス

テム創成科学

専攻 

５ ２５ 

小計 ２２０ ４４０ ２０ ７０ 

水産・環境

科学総合研

究科 

水産学専攻 ３５ ７０ 

環境科学専攻 ２５ ５０ 

環境海洋資源 １２ ３６ 
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学専攻 

海洋フィール

ド生命科学専

攻 

５ ２５ 

小計 ６０ １２０ １７ ６１ 

医歯薬学総

合研究科 

保健学専攻 ２０ ４０ 

災害・被ばく医

療科学共同専

攻 

１０ ２０ 

医療科学専攻 ６０ ２４０ 

新興感染症病

態制御学系専

攻 

２０ ８０ 

放射線医療科

学専攻 

５ ２０ 

先進予防医学

共同専攻 

１０ ４０ 

生命薬科学専

攻 

３６ ７２ １０ ３０ 

小計 ６６ １３２ １０５ ４１０ 

熱帯医学・

グローバル

ヘルス研究

科 

グローバルヘ

ルス専攻

３７ ６２ ５ １５ 

長崎大学－ロ

ンドン大学衛

生・熱帯医学大

学院国際連携

５ １５ 
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グローバルヘ

ルス専攻

小計 ３７ ６２ １０ ３０ 

合計 ４０８ ８０４ １５５ ５８０ ２８ ５６ 

別表第２ 

研究科 専攻 教員の免許状の種類（免許教科・領域） 

多文化社会

学研究科 

博士前期課程多文

化社会学専攻 

高等学校教諭専修

免許状 

（英語） 

教育学研究

科 

教職実践専攻 幼稚園教諭専修免

許状 

小学校教諭専修免

許状 

中学校教諭専修免

許状 

（国語，社会，数学，理科，音

楽，美術，保健体育，技術，家

庭，英語） 

高等学校教諭専修

免許状 

（国語，地理歴史，公民，数学，

理科，音楽，美術，書道，保健

体育，家庭，情報，工業，英語） 

特別支援学校教諭

専修免許状 

（知的障害者，肢体不自由者，

病弱者） 

経済学研究

科 

経済経営政策専攻 高等学校教諭専修

免許状 

（商業） 

工学研究科 総合工学専攻 高等学校教諭専修

免許状 

（工業） 

水産・環境科 水産学専攻 高等学校教諭専修 （水産） 
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学総合研究

科 

免許状 

55



長
崎
大
学
大
学
院
学
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
 

改
正
理
由
 

長
崎
大
学
大
学
院
多
文
化
社
会
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
の
設
置
に
伴
い
，
同
博
士
後
期
課
程
に
お
け
る
教
育
方
法
，
課
程
の
修
了
要
件
等
の
教
育
課
程
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
た
め
，
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
 

月
令
和
元
年
 
 

 
 
日
 

学
則
第

 
 
号
 

制
定
権
者

 
長
崎
大
学
長
 
河
野
 

茂
 

長
崎
大
学
大
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
学
則
（
案
）
 

長
崎
大
学
大
学
院
学
則
（
平
成
１
６
年
学
則
第
２
号
）
の
一
部
を
，
次
の
新
旧
対
照
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

新
 

旧
 

第
１
章
 
総
則
 

第
１
章
 
同
左
 

（
目
的
）
 

（
目
的
）
 

第
１
条
 
長
崎
大
学
大
学
院
（
以
下
「
本
学
大
学
院
」
と
い
う
。
）
は
，
国
立
大
学
法

人
長
崎
大
学
基
本
規
則
（
平
成
１
６
年
規
則
第
１
号
）
第
３
条
に
規
定
す
る
理
念
に

基
づ
き
，
実
践
的
問
題
解
決
能
力
と
政
策
立
案
能
力
を
有
し
国
際
的
問
題
及
び
地
域

の
諸
課
題
を
解
決
し
う
る
高
度
専
門
職
業
人
並
び
に
豊
か
な
創
造
的
能
力
を
有
し
先

導
的
知
を
創
生
し
う
る
研
究
者
を
養
成
し
，
も
っ
て
広
く
人
類
に
貢
献
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。
 

第
１
条
 
同
左
 

２
 
本
学
大
学
院
の
修
業
年
限
，
教
育
課
程
，
教
育
研
究
組
織
そ
の
他
の
学
生
の
修
学

上
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
，
こ
の
学
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

第
１
条
の
２
 
略
 

第
１
条
の
２
 
同
左
 

（
課
程
）
 

第
２
条
 
本
学
大
学
院
の
課
程
は
，
修
士
課
程
，
博
士
課
程
及
び
専
門
職
学
位
課
程
（
学

校
教
育
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
２
６
号
）
第
９
９
条
第
２
項
の
専
門
職
大
学
院
の

課
程
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
 

第
２
条
 
同
左
 

２
～
４
 
略
 

２
～
４
 
同
左
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（
研
究
科
，
専
攻
，
課
程
及
び
収
容
定
員
）
 

（
研
究
科
，
専
攻
，
課
程
及
び
収
容
定
員
）
 

第
３
条
 
研
究
科
の
専
攻
及
び
課
程
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

第
３
条
 
研
究
科
の
専
攻
及
び
課
程
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

研
究
科
 

専
攻
 

課
程
 

多
文
化
社
会
学
研
究

科
 

多
文
化
社
会
学
専
攻
 

前
期
２
年

の
課
程
 

博
士
課
 

程
 

後
期
３
年

の
課
程
 

教
育
学
研
究
科
 

教
職
実
践
専
攻
 

専
門
職
学
位
課
程
 

経
済
学
研
究
科
 

経
済
経
営
政
策
専
攻
 

前
期
２
年

の
課
程
 

博
士
課

程
 

経
営
意
思
決
定
専
攻
 

後
期
３
年

の
課
程
 

工
学
研
究
科
 

総
合
工
学
専
攻
 

前
期
２
年

の
課
程
 

博
士
課

程
 

生
産
シ
ス
テ
ム
工
学
専
攻
 

後
期
３
年

の
課
程
 

グ
リ
ー
ン
シ
ス
テ
ム
創
成
科
学

専
攻
 

博
士
課
程
 

水
産
・
環
境
科
学
総

合
研
究
科
 

水
産
学
専
攻
，
環
境
科
学
専
攻

 
前
期
２
年

の
課
程
 

博
士
課

程
 

環
境
海
洋
資
源
学
専
攻
 

後
期
３
年

の
課
程
 

研
究
科
 

専
攻
 

課
程
 

多
文
化
社
会
学
研
究

科
 

多
文
化
社
会
学
専
攻
 

修
士
課
程
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
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海
洋
フ
ィ
ー
ル
ド
生
命
科
学
専

攻
 

博
士
課
程
 

医
歯
薬
学
総
合
研
究

科
 

保
健
学
専
攻
 

修
士
課
程
 

災
害
・
被
ば
く
医
療
科
学
共
同
専

攻
 

医
療
科
学
専
攻
，
新
興
感
染
症
病

態
制
御
学
系
専
攻
，
放
射
線
医
療

科
学
専
攻
，
先
進
予
防
医
学
共
同

専
攻
 

博
士
課
程
 

生
命
薬
科
学
専
攻
 

前
期
２
年

の
課
程
 

博
士
課

程
 

後
期
３
年

の
課
程
 

熱
帯
医
学
・
グ
ロ
ー

バ
ル
ヘ
ル
ス
研
究
科
 

グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
専
攻
 

前
期
２
年

の
課
程
 

博
士
課

程
 

後
期
３
年

の
課
程
 

長
崎
大
学
－
ロ
ン
ド
ン
大
学
衛

生
・
熱
帯
医
学
大
学
院
国
際
連
携

グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
専
攻
 

後
期
３
年

の
課
程
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

２
 
多
文
化
社
会
学
研
究
科
，
経
済
学
研
究
科
，
工
学
研
究
科
（
グ
リ
ー
ン
シ
ス
テ
ム

創
成
科
学
専
攻
を
除
く
。
）
，
水
産
・
環
境
科
学
総
合
研
究
科
（
海
洋
フ
ィ
ー
ル
ド

生
命
科
学
専
攻
を
除
く
。
）
，
医
歯
薬
学
総
合
研
究
科
生
命
薬
科
学
専
攻
及
び
熱
帯

医
学
・
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
研
究
科
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
専
攻
の
博
士
課
程
は
，
前

２
 
経
済
学
研
究
科
，
工
学
研
究
科
（
グ
リ
ー
ン
シ
ス
テ
ム
創
成
科
学
専
攻
を
除
く
。
）
，

水
産
・
環
境
科
学
総
合
研
究
科
（
海
洋
フ
ィ
ー
ル
ド
生
命
科
学
専
攻
を
除
く
。
）
，

医
歯
薬
学
総
合
研
究
科
生
命
薬
科
学
専
攻
及
び
熱
帯
医
学
・
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
研

究
科
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
専
攻
の
博
士
課
程
は
，
前
期
２
年
の
課
程
（
以
下
「
博
士
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期
２
年
の
課
程
（
以
下
「
博
士
前
期
課
程
」
と
い
う
。
）
及
び
後
期
３
年
の
課
程
（
以

下
「
博
士
後
期
課
程
」
と
い
う
。
）
に
区
分
し
，
博
士
前
期
課
程
は
，
修
士
課
程
と

し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

 

前
期
課
程
」
と
い
う
。
）
及
び
後
期
３
年
の
課
程
（
以
下
「
博
士
後
期
課
程
」
と
い

う
。
）
に
区
分
し
，
博
士
前
期
課
程
は
，
修
士
課
程
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。 

３
～
５
 
略
 

３
～
５
 
同
左
 

６
 
研
究
科
の
収
容
定
員
は
，
別
表
第
１
の
と
お
り
と
す
る
。
 

６
 
同
左
 

第
４
条
 
略
 

第
４
条
 
同
左
 

（
標
準
修
業
年
限
）
 

（
標
準
修
業
年
限
）
 

第
５
条
 
略
 

第
５
条
 
同
左
 

２
 
略
 

２
 
同
左
 

３
 
医
歯
薬
学
総
合
研
究
科
保
健
学
専
攻
及
び
災
害
・
被
ば
く
医
療
科
学
共
同
専
攻
の

修
士
課
程
の
標
準
修
業
年
限
は
２
年
と
す
る
。
 

３
 
多
文
化
社
会
学
研
究
科
多
文
化
社
会
学
専
攻
，
医
歯
薬
学
総
合
研
究
科
保
健
学
専

攻
及
び
災
害
・
被
ば
く
医
療
科
学
共
同
専
攻
の
修
士
課
程
の
標
準
修
業
年
限
は
２
年

と
す
る
。
 

４
 
略
 

４
 
同
左
 

５
 
多
文
化
社
会
学
研
究
科
，
経
済
学
研
究
科
，
工
学
研
究
科
，
水
産
・
環
境
科
学
総

合
研
究
科
及
び
医
歯
薬
学
総
合
研
究
科
生
命
薬
科
学
専
攻
の
博
士
課
程
の
標
準
修
業

年
限
は
５
年
と
し
，
博
士
前
期
課
程
の
標
準
修
業
年
限
は
２
年
，
博
士
後
期
課
程
の

標
準
修
業
年
限
は
３
年
と
す
る
。
 

５
 
経
済
学
研
究
科
，
工
学
研
究
科
，
水
産
・
環
境
科
学
総
合
研
究
科
及
び
医
歯
薬
学

総
合
研
究
科
生
命
薬
科
学
専
攻
の
博
士
課
程
の
標
準
修
業
年
限
は
５
年
と
し
，
博
士

前
期
課
程
の
標
準
修
業
年
限
は
２
年
，
博
士
後
期
課
程
の
標
準
修
業
年
限
は
３
年
と

す
る
。
 

６
 
略
 

６
 
同
左
 

第
６
条
～
第
１
７
条
の
３

 
略
 

第
６
条
～
第
１
７
条
の
３
 
同
左
 

第
３
章
 
課
程
の
修
了
要
件
及
び
学
位
の
授
与
 

第
３
章
 
同
左
 

（
修
士
課
程
及
び
博
士
前
期
課
程
の
修
了
要
件
）
 

（
修
士
課
程
及
び
博
士
前
期
課
程
の
修
了
要
件
）
 

第
１
８
条

 
多
文
化
社
会
学
研
究
科
多
文
化
社
会
学
専
攻
の
博
士
前
期
課
程
の
修
了
要

件
は
，
当
該
課
程
に
２
年
以
上
在
学
し
，
３
４
単
位
以
上
を
修
得
し
，
か
つ
，
必
要

な
研
究
指
導
を
受
け
た
上
，
修
士
論
文
の
審
査
及
び
最
終
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
と

す
る
。
 

第
１
８
条
 
多
文
化
社
会
学
研
究
科
多
文
化
社
会
学
専
攻
の
修
士
課
程
の
修
了
要
件

は
，
当
該
課
程
に
２
年
以
上
在
学
し
，
３
４
単
位
以
上
を
修
得
し
，
か
つ
，
必
要
な

研
究
指
導
を
受
け
た
上
，
修
士
論
文
の
審
査
及
び
最
終
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
と
す

る
。
 

２
～
５
 
略
 

２
～
５
 
同
左
 

第
１
８
条
の
２

 
略
 

第
１
８
条
の
２
 
同
左
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（
博
士
後
期
課
程
の
修
了
要
件
）
 

（
博
士
後
期
課
程
の
修
了
要
件
）
 

第
１
９
条

 
多
文
化
社
会
学
研
究
科
多
文
化
社
会
学
専
攻
の
博
士
後
期
課
程
の
修
了
要

件
は
，
当
該
課
程
に
３
年
以
上
在
学
し
，
１
６
単
位
を
修
得
し
，
か
つ
，
必
要
な
研

究
指
導
を
受
け
た
上
，
博
士
論
文
の
審
査
及
び
最
終
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
と
す
る
。 

２
 
博
士
後
期
課
程
の
修
了
の
要
件
は
，
当
該
課
程
に
３
年
（
専
門
職
大
学
院
設
置
基

準
（
平
成
１
５
年
文
部
科
学
省
令
第
１
６
号
）
第
１
８
条
第
１
項
の
法
科
大
学
院
の

課
程
を
修
了
し
た
者
に
あ
っ
て
は
，
２
年
）
以
上
在
学
し
，
経
済
学
研
究
科
経
営
意

思
決
定
専
攻
に
あ
っ
て
は
２
４
単
位
以
上
を
，
工
学
研
究
科
生
産
シ
ス
テ
ム
工
学
専

攻
及
び
水
産
・
環
境
科
学
総
合
研
究
科
環
境
海
洋
資
源
学
専
攻
に
あ
っ
て
は
１
５
単

位
以
上
を
，
医
歯
薬
学
総
合
研
究
科
生
命
薬
科
学
専
攻
及
び
熱
帯
医
学
・
グ
ロ
ー
バ

ル
ヘ
ル
ス
研
究
科
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
専
攻
に
あ
っ
て
は
１
６
単
位
以
上
を
修
得

し
，
か
つ
，
必
要
な
研
究
指
導
を
受
け
た
上
，
博
士
論
文
の
審
査
及
び
最
終
試
験
に

合
格
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
，
在
学
期
間
に
関
し
て
は
，
優
れ
た
研
究
業
績
を

上
げ
た
者
に
つ
い
て
は
，
１
年
以
上
在
学
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。
 

第
１
９
条
 
同
左
 

３
 
大
学
院
設
置
基
準
第
１
６
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
在
学
期
間
を
も
っ
て
修
士

課
程
を
修
了
し
た
者
（
第
１
８
条
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
在
学
期
間
を
も

っ
て
修
士
課
程
又
は
博
士
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
，
前

項
た
だ
し
書
中
「
１
年
」
と
あ
る
の
は
「
３
年
か
ら
当
該
課
程
に
お
け
る
在
学
期
間

（
２
年
を
限
度
と
す
る
。
）
を
減
じ
た
期
間
と
す
る
。
」
と
読
み
替
え
て
，
同
項
た

だ
し
書
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 

２
 
同
左
 

４
 
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
，
第
２
項
た
だ
し
書
中
「
１
年
」
と

あ
る
の
は
「
３
年
か
ら
当
該
１
年
以
上
２
年
未
満
の
期
間
を
減
じ
た
期
間
」
と
読
み

替
え
て
，
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
適
用
す
る
。
 

３
 
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
，
第
１
項
た
だ
し
書
中
「
１
年
」
と

あ
る
の
は
「
３
年
か
ら
当
該
１
年
以
上
２
年
未
満
の
期
間
を
減
じ
た
期
間
」
と
読
み

替
え
て
，
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
適
用
す
る
。
 

(1
)

大
学
院
設
置
基
準
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
標
準
修
業
年
限
を
１
年
以

上
２
年
未
満
と
し
た
修
士
課
程
（
第
５
条
第
４
項
に
規
定
す
る
熱
帯
医
学
・
グ
ロ

ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
研
究
科
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
専
攻
熱
帯
医
学
コ
ー
ス
の
博
士
前
期

課
程
を
含
む
。
）
を
修
了
し
た
者
 

(1
)

同
左

(2
)

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
第
２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
標
準
修
業
年
限
を

１
年
以
上
２
年
未
満
と
し
た
専
門
職
学
位
課
程
（
第
５
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規

(2
)

同
左
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定
に
よ
り
標
準
修
業
年
限
を
１
年
以
上
２
年
未
満
と
し
た
教
育
学
研
究
科
教
職
実

践
専
攻
の
専
門
職
学
位
課
程
を
含
む
。
）
を
修
了
し
た
者
 

第
２
０
条
～
第
２
０
条
の
３
 
略
 

第
２
０
条
～
第
２
０
条
の
３
 
同
左
 

（
学
位
の
授
与
）
 

第
２
１
条

 
修
士
課
程
，
博
士
課
程
又
は
専
門
職
学
位
課
程
の
修
了
要
件
を
満
た
し
た

者
に
は
，
所
属
研
究
科
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
長
（
医
歯
薬
学
総
合
研
究
科
の
災

害
・
被
ば
く
医
療
科
学
共
同
専
攻
及
び
先
進
予
防
医
学
共
同
専
攻
に
あ
っ
て
は
，
各

共
同
専
攻
の
教
育
課
程
を
構
成
す
る
大
学
の
長
）
が
課
程
の
修
了
を
認
定
し
，
修
士

若
し
く
は
博
士
の
学
位
又
は
専
門
職
学
位
を
授
与
す
る
。
 

第
２
１
条
 
同
左
 

２
 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
博
士
課
程
（
医
歯
薬
学
総
合
研
究
科
の
博
士
課
程

を
除
く
。
）
に
お
い
て
，
第
１
８
条
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
又
は
第
１
８
条
の
２

に
規
定
す
る
修
士
課
程
の
修
了
要
件
を
満
た
し
た
者
に
は
，
所
属
研
究
科
教
授
会
の

議
を
経
て
，
学
長
が
修
士
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
２
２
条

 
略
 

第
２
２
条
 
同
左
 

第
４
章
 
入
学
，
転
学
，
休
学
，
退
学
，
再
入
学
等
 

第
４
章
 
同
左
 

第
２
３
条
及
び
第
２
４
条

 
略
 

第
２
３
条
及
び
第
２
４
条
 
同
左
 

（
博
士
後
期
課
程
の
入
学
資
格
）
 

第
２
５
条

 
博
士
後
期
課
程
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。
 

第
２
５
条
 
同
左
 

(1
)

修
士
の
学
位
又
は
専
門
職
学
位
を
有
す
る
者

(2
)

外
国
に
お
い
て
，
修
士
の
学
位
又
は
専
門
職
学
位
に
相
当
す
る
学
位
を
授
与
さ

れ
た
者
 

(3
)

外
国
の
学
校
が
行
う
通
信
教
育
に
お
け
る
授
業
科
目
を
我
が
国
に
お
い
て
履

修
し
，
修
士
の
学
位
又
は
専
門
職
学
位
に
相
当
す
る
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
 

(4
)

我
が
国
に
お
い
て
，
外
国
の
大
学
院
の
課
程
を
有
す
る
も
の
と
し
て
当
該
外
国

の
学
校
教
育
制
度
に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ
た
教
育
施
設
で
あ
っ
て
，
文
部
科
学

大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の
の
当
該
課
程
を
修
了
し
，
修
士
の
学
位
又
は
専
門
職

学
位
に
相
当
す
る
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
 

(5
)

国
際
連
合
大
学
の
課
程
を
修
了
し
，
修
士
の
学
位
に
相
当
す
る
学
位
を
授
与
さ
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れ
た
者
 

(6
)

外
国
の
学
校
，
第
４
号
の
指
定
を
受
け
た
教
育
施
設
又
は
国
際
連
合
大
学
の
教

育
課
程
を
履
修
し
，
大
学
院
設
置
基
準
第
１
６
条
の
２
に
規
定
す
る
試
験
及
び
審

査
に
相
当
す
る
も
の
に
合
格
し
，
修
士
の
学
位
を
有
す
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
 

(7
)

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
者
（
平
成
元
年
文
部
省
告
示
第
１
１
８
号
）

(8
)

各
研
究
科
に
お
い
て
，
個
別
の
入
学
資
格
審
査
に
よ
り
，
修
士
の
学
位
又
は
専

門
職
学
位
を
有
す
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
者
で
，
２
４
歳
に

達
し
た
も
の
 

第
２
６
条
～
第
３
６
条
 
略
 

第
２
６
条
及
び
第
３
６
条
 
同
左
 

（
進
学
）
 

（
進
学
）
 

第
３
７
条

 
本
学
の
大
学
院
修
士
課
程
，
博
士
前
期
課
程
及
び
専
門
職
学
位
課
程
を
修

了
し
，
引
き
続
き
博
士
課
程
（
多
文
化
社
会
学
研
究
科
多
文
化
社
会
学
専
攻
，
経
済

学
研
究
科
経
営
意
思
決
定
専
攻
，
工
学
研
究
科
生
産
シ
ス
テ
ム
工
学
専
攻
，
水
産
・

環
境
科
学
総
合
研
究
科
環
境
海
洋
資
源
学
専
攻
，
医
歯
薬
学
総
合
研
究
科
生
命
薬
科

学
専
攻
及
び
熱
帯
医
学
・
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
研
究
科
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
専
攻
に

あ
っ
て
は
，
博
士
後
期
課
程
）
に
進
学
を
志
願
す
る
者
に
つ
い
て
は
，
各
研
究
科
規

程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
，
選
考
の
上
，
進
学
を
許
可
す
る
。
 

第
３
７
条
 
本
学
の
大
学
院
修
士
課
程
，
博
士
前
期
課
程
及
び
専
門
職
学
位
課
程
を
修

了
し
，
引
き
続
き
博
士
課
程
（
経
済
学
研
究
科
経
営
意
思
決
定
専
攻
，
工
学
研
究
科

生
産
シ
ス
テ
ム
工
学
専
攻
，
水
産
・
環
境
科
学
総
合
研
究
科
環
境
海
洋
資
源
学
専
攻
，

医
歯
薬
学
総
合
研
究
科
生
命
薬
科
学
専
攻
及
び
熱
帯
医
学
・
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
研

究
科
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
専
攻
に
あ
っ
て
は
，
博
士
後
期
課
程
）
に
進
学
を
志
願
す

る
者
に
つ
い
て
は
，
各
研
究
科
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
，
選
考
の
上
，
進
学

を
許
可
す
る
。
 

第
５
章
～
第
１
０
章
 
同
左
 

第
５
章
～
第
１
０
章
 
略
 

附
 
則
 

１
 
こ
の
学
則
は
，
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

２
 
多
文
化
社
会
学
研
究
科
の
収
容
定
員
は
，
改
正
後
の
別
表
第
１
の
多
文
化
社
会
学

研
究
科
の
項
並
び
に
同
表
合
計
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
令
和
２
年
度
，
令

和
３
年
度
及
び

令
和
４
年
度
に
つ
い
て
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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(1
) 

令
和
２
年
度

研
究
科
 

専
攻
 

修
士
課
程
及

び
博
士
前
期

課
程
 

博
士
課
程
及

び
博
士
後
期

課
程
 

専
門
職
学
位
課

程
 

入
学

定
員
 

収
容

定
員
 

入
学

定
員
 

収
容

定
員
 

入
学

定
員
 

収
容

定
員
 

多
文
化
社

会
学
研
究

科
 

多
文
化
社
会

学
専
攻
 

１
０
 

２
０
 

３
 

３
 

小
計
 

１
０
 

２
０
 

３
 

３
 

合
計
 

１
０
 

２
０
 

３
 

３
 

(2
) 

令
和
３
年
度

研
究
科
 

専
攻
 

修
士
課
程
及

び
博
士
前
期

課
程
 

博
士
課
程
及

び
博
士
後
期

課
程
 

専
門
職
学
位
課

程
 

入
学

定
員
 

収
容

定
員
 

入
学

定
員
 

収
容

定
員
 

入
学

定
員
 

収
容

定
員
 

多
文
化
社

会
学
研
究

科
 

多
文
化
社
会

学
専
攻
 

１
０
 

２
０
 

３
 

６
 

小
計
 

１
０
 

２
０
 

３
 

６
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合
計
 

１
０
 

２
０
 

３
 

６
 

(3
) 

令
和
４
年
度

研
究
科
 

専
攻
 

修
士
課
程
及

び
博
士
前
期

課
程
 

博
士
課
程
及

び
博
士
後
期

課
程
 

専
門
職
学
位
課

程
 

入
学

定
員
 

収
容

定
員
 

入
学

定
員
 

収
容

定
員
 

入
学

定
員
 

収
容

定
員
 

多
文
化
社

会
学
研
究

科
 

多
文
化
社
会

学
専
攻
 

１
０
 

２
０
 

３
 

９
 

小
計
 

１
０
 

２
０
 

３
 

９
 

合
計
 

１
０
 

２
０
 

３
 

９
 

別
表
第
１
 

別
表
第
１
 

研
究
科
 

専
攻
 

修
士
課
程
及
び

博
士
前
期
課
程
 

博
士
課
程
及
び

博
士
後
期
課
程
 

専
門
職
学
位
課

程
 

入
学

定
員
 

収
容

定
員
 

入
学

定
員
 

収
容

定
員
 

入
学

定
員
 

収
容

定
員
 

多
文
化
社

会
学
研
究

科
 

多
文
化
社
会

学
専
攻
 

10
 

20
 
3 

9 

小
計
 

10
 

20
 
3 

9 

教
育
学
研

究
科
 

教
職
実
践
専

攻
 

28
 

56
 

研
究
科
 

専
攻
 

修
士
課
程
及
び

博
士
前
期
課
程
 

博
士
課
程
及
び

博
士
後
期
課
程
 

専
門
職
学
位
課

程
 

入
学

定
員
 

収
容

定
員
 

入
学

定
員
 

収
容

定
員
 

入
学

定
員
 

収
容

定
員
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

小
計
 

1
0 

2
0 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
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小
計
 

28
 

56
 

経
済
学
研

究
科
 

経
済
経
営
政

策
専
攻
 

15
 

30
 

経
営
意
思
決

定
専
攻
 

3 
9 

小
計
 

15
 

30
 

3 
9 

工
学
研
究

科
 

総
合
工
学
専

攻
 

22
0 

44
0 

生
産
シ
ス
テ

ム
工
学
専
攻

15
 

45
 

グ
リ
ー
ン
シ

ス
テ
ム
創
成

科
学
専
攻
 

5 
25
 

小
計
 

22
0 

44
0 

20
 

70
 

水
産
･環

境
科
学
総

合
研
究
科
 

水
産
学
専
攻
 

35
 

70
 

環
境
科
学
専

攻
 

25
 

50
 

環
境
海
洋
資

源
学
専
攻
 

12
 

36
 

海
洋
フ
ィ
ー

ル
ド
生
命
科

学
専
攻
 

5 
25
 

小
計
 

60
 

12
0 

17
 

61
 

小
計
 

2
8 

5
6
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

小
計
 

1
5 

3
0 

3 
9
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

小
計
 

2
2
0 

4
4
0 

2
0 

7
0
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

小
計
 

6
0 

1
2
0 

1
7 

6
1
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医
歯
薬
学

総
合
研
究

科
 

保
健
学
専
攻
 

20
 

40
 

災
害
・
被
ば

く
医
療
科
学

共
同
専
攻
 

10
 

20
 

医
療
科
学
専

攻
 

60
 

24
0 

新
興
感
染
症

病
態
制
御
学

系
専
攻
 

20
 

80
 

放
射
線
医
療

科
学
専
攻
 

5 
20
 

先
進
予
防
医

学
共
同
専
攻
 

10
 

40
 

生
命
薬
科
学

専
攻
 

36
 

72
 

10
 

30
 

小
計
 

66
 

13
2 

10
5 

41
0 

熱
帯
医

学
・
グ
ロ

ー
バ
ル
ヘ

ル
ス
研
究

科
 

グ
ロ
ー
バ
ル

ヘ
ル
ス
専
攻

37
 

62
 

5 
15
 

長
崎
大
学
－

ロ
ン
ド
ン
大

学
衛
生
・
熱

帯
医
学
大
学

院
国
際
連
携

グ
ロ
ー
バ
ル

5 
15
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

小
計
 

6
6 

1
3
2 

1
0
5 

4
1
0 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
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ヘ
ル
ス
専
攻

小
計
 

37
 

62
 

10
 

30
 

合
計
 

40
8 

80
4 

15
5 

58
0 

28
 

56
 

小
計
 

3
7 

6
2 

1
0 

3
0
 

合
計
 

4
0
8 

8
0
4 

1
5
5 

5
8
0 

2
8 

5
6
 

別
表
第
２
 

別
表
第
２
 

研
究
科
 

専
攻
 

教
員
の
免
許
状
の
種
類
（
免
許
教
科
・
領
域
）
 

多
文
化
社

会
学
研
究

科
 

博
士
前
期
課
程

多
文
化
社
会
学

専
攻
 

高
等
学
校
教
諭

専
修
免
許
状
 

（
英
語
）
 

教
育
学
研

究
科
 

教
職
実
践
専
攻
 

幼
稚
園
教
諭
専

修
免
許
状
 

小
学
校
教
諭
専

修
免
許
状
 

中
学
校
教
諭
専

修
免
許
状
 

（
国
語
，
社
会
，
数
学
，
理

科
，
音
楽
，
美
術
，
保
健
体

育
，
技
術
，
家
庭
，
英
語
）
 

高
等
学
校
教
諭

専
修
免
許
状
 

（
国
語
，
地
理
歴
史
，
公
民
，

数
学
，
理
科
，
音
楽
，
美
術
，

書
道
，
保
健
体
育
，
家
庭
，

情
報
，
工
業
，
英
語
）
 

特
別
支
援
学
校

教
諭
専
修
免
許

状
 

（
知
的
障
害
者
，
肢
体
不
自

由
者
，
病
弱
者
）
 

研
究
科
 

専
攻
 

教
員
の
免
許
状
の
種
類
（
免
許
教
科
・
領
域
）
 

多
文
化
社

会
学
研
究

科
 

多
文
化
社
会
学

専
攻
 

高
等
学
校
教
諭

専
修
免
許
状
 

（
英
語
）
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
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経
済
学
研

究
科
 

経
済
経
営
政
策

専
攻
 

高
等
学
校
教
諭

専
修
免
許
状
 

（
商
業
）
 

工
学
研
究

科
 

総
合
工
学
専
攻
 

高
等
学
校
教
諭

専
修
免
許
状
 

（
工
業
）
 

水
産
・
環
境

科
学
総
合

研
究
科
 

水
産
学
専
攻
 

高
等
学
校
教
諭

専
修
免
許
状
 

（
水
産
）
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左
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○長崎大学大学院多文化社会学研究科教授会規程（案）

（趣旨） 

第１条 この規程は，長崎大学教授会規則（平成１６年規則第８号）第１１条の規定に基づ

き，長崎大学大学院多文化社会学研究科教授会（以下「教授会」という。）の組織，運営

等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 教授会は，次に掲げる者をもって組織する。 

(1) 長崎大学大学院多文化社会学研究科（以下「本研究科」という。）の教授，准教授

及び助教 

(2) 本研究科の教授，准教授及び助教を命じられている教員

(3) 本研究科の教授を命じられている国立大学法人長崎大学の理事で教授会が認めた者

２ 教授会には，文教地区事務部の事務部長又は課長を出席させるものとする。 

（審議事項等） 

第３条 教授会は，学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものと

する。ただし，前条第１項第３号に掲げる者は，教授会が認める事項に限り，審議に加え

ることができる。 

(1) 学生の入学，課程の修了及び学位の授与に関する事項

(2) その他本研究科に係る教育研究に関する重要な事項で，教授会の意見を聴くことが

必要なものとして学長が別に定める事項 

２ 教授会は，前項に規定するもののほか，学長及び研究科長（以下「学長等」という。）

がつかさどる教育研究に関する事項について審議し，及び学長等の求めに応じ，意見を述

べることができる。 

３ 前２項に掲げる事項のうち，博士前期課程に関する事項については，博士前期課程の教

育を担当する教員で審議するものとする。 

４ 第１項及び第２項に掲げる事項のうち，博士後期課程に関する事項については，博士後

期課程の教育を担当する教員で審議するものとする。 

（議長） 

第４条 研究科長は，教授会の議長となる。 

２ 議長は，教授会を主宰する。 

３ 議長に事故があるときは，副研究科長がその職務を代行する。 
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（開催） 

第５条 教授会は，原則として，毎月第３木曜日を定例の開催日とする。ただし，議長が必

要と認めるとき又は構成員５人以上の者から要求があるときは，臨時に開催することがで

きる。 

２ 議長は，教授会の開催日の３日前までに議案を通知するものとする。ただし，緊急の場

合は，この限りでない。 

（定足数） 

第６条 教授会は，構成員（次に掲げる者を除く。）の２分の１以上が出席しなければ，議

事を開き，議決することができない。 

(1) 休職中の者

(2) 出勤停止者又は停職者

(3) 長期病気療養中の者

(4) 育児休業中の者

(5) 海外渡航中の者

(6) 内地研究員として派遣されている者

（議決） 

第７条 教授会の議事は，出席した構成員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長

の決するところによる。ただし，学位の授与に関する事項に係る議決は，長崎大学学位規

則（平成１６年規則第１１号）第１２条第２項の定めるところによる。 

（意見の聴取） 

第８条 議長が必要と認めたときは，教授会に構成員以外の者を出席させ，意見を聴取する

ことができる。 

（関係職員の出席） 

第９条 議長は，必要に応じ，関係職員を教授会に出席させることができる。 

（議事要録） 

第１０条 研究科長は，議事要録を作成し，構成員に通知するとともに，保管するものとす

る。 

（事務） 

第１１条 教授会の事務は，文教地区事務部において処理する。 

（補則） 

第１２条 この規程に定めるもののほか，教授会の運営の細部に関し必要な事項は，別に定
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めることができる。 

附 則 

この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和２年４月１日から施行する。 
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○長崎大学大学院多文化社会学研究科規程（案）

（趣旨） 

第１条 この規程は，長崎大学大学院学則（平成１６年学則第２号。以下「学則」という。）

及び長崎大学学位規則（平成１６年規則第１１号。以下「学位規則」という。）に定める

もののほか，長崎大学大学院多文化社会学研究科（以下「研究科」という。）の教育方法，

課程の修了要件等の教育課程に関し必要な事項を定めるものとする。 

（研究科の目的） 

第２条 研究科は，精深な専門的知識及び技能を授けることにより，共時的かつ領域横断的

に地球的規模で解決が必要な２１世紀社会の多文化社会的状況における諸問題に対して，

多文化社会学の超域的かつ俯瞰的な見地から発見，説明，予測及び解決に取り組むことの

できる人材を育成することを目的とする。 

（専攻及び課程） 

第３条 研究科に置く専攻及び課程は，次のとおりとする。 

専攻 課程 

多文化社会学専攻 博士前期課程 

博士後期課程 

（教育方法） 

第４条 研究科の教育は，授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究

指導」という。）により行う。 

２ 多文化社会学研究科教授会（以下「教授会」という。）は，授業科目の履修指導及び研

究指導を行うため，学生ごとに主任指導教員及び１人又は２人の副指導教員を定める。こ

の場合において，博士後期課程にあっては，副指導教員のうち少なくとも１人を主任指導

教員とは異なる研究領域から定める。 

（授業科目，単位数，標準履修年次等） 

第５条 博士前期課程における授業科目，単位数及び標準履修年次は，別表第１のとおりと

する。 

２ 博士後期課程における授業科目，単位数及び標準履修年次は，別表第２のとおりとする。 

３ 前２項に定めるもののほか，教授会が必要と認めたときは，臨時に授業科目を開設する

ことがある。 
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（履修方法等） 

第６条 博士前期課程の学生は，前条第１項に規定する授業科目のうちから，別表第３に定

めるところにより，３４単位以上を履修しなければならない。 

２ 博士後期課程の学生は，前条第２項に規定する授業科目のうちから，別表第４に定める

ところにより，１６単位を履修しなければならない。 

３ 学生は，履修する授業科目の選定に当たっては，指導教員の指導を受けなければならな

い。 

４ 学生は，学位論文の作成に当たっては，必要な研究指導を受けなければならない。 

（履修科目の登録） 

第７条 学生は，履修しようとする授業科目を，指定の期日までに登録しなければならない。 

（考査及び単位の授与） 

第８条 授業科目を履修した学生に対しては，試験，研究報告等による考査を行う。 

２ 考査の成績は，AA（９０点以上），A（８０点以上９０点未満），B（７０点以上８０点

未満），C（６０点以上７０点未満）及びD（６０点未満）の評語をもって表し，AA，A，B

及びCを合格とし，Dを不合格とする。 

３ 考査に合格した授業科目については，所定の単位を与える。 

（追試験及び再試験） 

第９条 忌引，病気，交通機関の事故等やむを得ない理由のため，試験を受けることができ

なかった学生が証明書を添え追試験願を提出した場合は，追試験を実施することがある。 

２ 不合格となった授業科目については，再試験を実施することがある。 

 （進学） 

第１０条 学則第３７条の規定により，博士後期課程に進学を志願する者の選考は，教授会

において審議し，学長が行う。 

２ 前項の選考方法については，別に定める。 

（外国人留学生の特別選抜試験） 

第１１条 外国人留学生として博士前期課程に入学を志願する者があるときは，学則第２４

条に規定する入学資格を有すると認められる者に限り，特別の入学考査（以下「特別選抜」

という。）を行い，選考することができる。 

２ 前項の特別選抜について必要な事項は，別に定める。 

（教育方法の特例） 

第１２条 教育上特別の必要があると認められる学生については，夜間その他特定の時間又
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は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うものとする。 

（他の研究科及び大学院における履修等） 

第１３条 学則第１５条及び第１５条の２の規定により，学生が他の研究科及び大学院にお

いて履修した授業科目及び修得した単位は，１０単位を限度として，本研究科において履

修した授業科目及び修得した単位とみなすことができる。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第１４条 学則第１５条の３の規定により，学生が入学前に履修した授業科目及び修得した

単位は，１０単位を限度として，入学後に本研究科において履修した授業科目及び修得し

た単位とみなすことができる。 

（長期履修） 

第１５条 学則第１６条の規定により，学生が修業年限を超えて一定期間にわたり計画的に

履修すること（以下「長期履修」という。）を希望する場合には，これを認めることがあ

る。 

２ 長期履修に関し必要な事項は，別に定める。 

（他の大学院等における研究指導） 

第１６条 学則第１７条の規定により，学生が他の大学院又は研究所等（外国の大学院等を

含む。）において，必要な研究指導を受けることを認めることがある。ただし，博士前期

課程の学生については，当該研究指導を受ける期間は，１年を超えないものとする。 

（教員の免許状を取得しようとする学生の履修方法） 

第１７条 学則別表第２に規定する英語に係る教員の免許状を取得しようとする学生（博士

前期課程の学生であって，言語多様性科目群を主選択した学生に限る。）は，修了に必要

な単位のほか，次に掲げる単位を修得しなければならない。この場合において，第１号及

び第２号に掲げる授業科目の単位については学問のプラクティス科目の最低修得単位数

に含めることができる。 

(1) 別表第１に掲げるグローバル・スタディーズ科目群の授業科目のうちEast―West

Studies特講及びEast―West Studies特定演習 ３単位 

(2) 別表第１に掲げる言語多様性科目群の授業科目のうち，言語学基礎研究特講b及び日

中対照言語学特定演習を除く科目 １３単位 

(3) 別表第５に掲げる教育学研究科の開講科目 ８単位

（学位論文の提出） 

第１８条 学生は，学位論文の審査を受けようとするときは，指導教員の承認を得て，学位
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規則による所定の書類を，教授会が指定した期日までに研究科長へ提出しなければならな

い。 

（最終試験） 

第１９条 博士前期課程の最終試験は，第６条第１項に規定する履修すべき授業科目の単位

を修得し，かつ，学位論文を提出した者について行う。 

２ 博士後期課程の最終試験は，第６条第２項に規定する履修すべき授業科目の単位を修得

し，かつ，学位論文を提出した者について行う。 

（課程修了の要件） 

第２０条 博士前期課程の修了の要件は，当該課程に２年以上在学し，第６条第１項に規定

する履修すべき授業科目の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，学位論文の

審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた業績を上

げた者については，１年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 博士後期課程の修了の要件は，当該課程に３年以上在学し，第６条第２項に規定する履

修すべき授業科目の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，学位論文の審査及

び最終試験に合格することとする。 

（学位の授与） 

第２１条 博士前期課程又は博士後期課程を修了した者には，学位規則の定めるところによ

り，それぞれ修士又は博士の学位を授与する。 

（特別聴講学生及び特別研究学生） 

第２２条 学則第４４条及び第４５条に定める特別聴講学生及び特別研究学生の入学の時

期は，学期の始めとする。ただし，特別研究学生については，他の大学院との協議により

これと異なる時期に合意した場合は，この限りでない。 

２ 特別聴講学生及び特別研究学生に関し必要な事項は，別に定める。 

（補則） 

第２３条 この規程の実施に関し必要な事項は，別に定めることができる。 

附 則 

この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和２年４月１日から施行する。 
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別表第１（第５条関係） 

博士前期課程の授業科目，単位数及び標準履修年次 

区分 授業科目 単位数 標準

履修

年次 
必

修 

選

択 

学問のエレメンツ科目 学問のエレメンツⅠ ２ １ 

学問のエレメンツⅡ ２ １ 

学問のエレメンツⅢ ２ １ 

学問のエレメンツⅣ ２ １ 

学問のエレメンツⅤ ２ １ 

学問のエレメンツⅥ ２ １ 

学

問

の

プ

ラ

ク

テ

ィ

ス

科

目 

グローバル・スタデ

ィーズ科目群 

文化表象論特講 ２ １ 

文化表象論特定演習 １ １ 

現代宗教論特講 ２ １ 

現代宗教論特定演習 １ １ 

ヨーロッパ社会史特講 ２ １ 

ヨーロッパ社会史特定演習 １ １ 

アフリカ社会論特講 ２ １ 

アフリカ社会論特定演習 １ １ 

グローバル社会と脱オリエンタリズム

特講 

２ １

グローバル社会と脱オリエンタリズム

特定演習 

１ ２
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グローバル・ヒストリー特講 ２ １ 

グローバル・ヒストリー特定演習 １ ２ 

カルチュラルスタディーズ特講 ２ ２ 

カルチュラルスタディーズ特定演習 １ ２ 

East―West Studies特講 ２ ２ 

East―West Studies特定演習 １ ２ 

政策科学科目群 国際ジェンダー論特講 ２ １ 

国際ジェンダー論特定演習 １ １ 

経済開発論特講 ２ １ 

経済開発論特定演習 １ １ 

国際秩序論特講 ２ １ 

国際秩序論特定演習 １ １ 

地域生態論特講 ２ １ 

地域生態論特定演習 １ １ 

トランスナショナリティ論特講 ２ １ 

トランスナショナリティ論特定演習 １ ２ 

多文化家族研究特講 ２ １ 

多文化家族研究特定演習 １ ２ 

移民政策と家族・地域・教育特講 ２ ２ 

移民政策と家族・地域・教育特定演習 １ ２ 

環海日本長崎学・ア

ジア研究科目群 

日本近世史・日蘭交流史特講 ２ １ 

日本近世史・日蘭交流史特定演習 １ １ 
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日本儒学・中国学特講 ２ １ 

日本儒学・中国学特定演習 １ １ 

文化遺産論特講 ２ １ 

文化遺産論特定演習 １ １ 

海域交流史特講 ２ １ 

海域交流史特定演習 １ １ 

華僑・華人研究特講 ２ １ 

華僑・華人研究特定演習 １ ２ 

現代日本政治外交論特講 ２ １ 

現代日本政治外交論特定演習 １ ２ 

現代アジア社会論特講 ２ ２ 

現代アジア社会論特定演習 １ ２ 

言語多様性科目群 言語学基礎研究特講a ２ １ 

言語学基礎研究特講b ２ １ 

英語学特講 ２ １ 

異文化語用論特講 ２ １ 

第二言語習得研究 ２ １ 

談話分析特講 ２ １ 

英語統語論特講 ２ １ 

言語教育と第二言語習得特講 ２ ２ 

言語理論研究特講 ２ ２ 

言語学特定演習 １ １ 
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応用言語学特定演習 １ １ 

日中対照言語学特定演習 １ ２ 

日英対照言語学特定演習 １ ２ 

核軍縮・不拡散科目

群 

核軍縮と国際政治特講 ２ １ 

核軍縮と国際政治特定演習 １ １ 

原子力平和利用と核不拡散特講 ２ １ 

原子力平和利用と核不拡散特定演習 １ １ 

核軍縮交渉の法と政治特講 ２ １ 

核軍縮交渉の法と政治特定演習 １ ２ 

核物質管理と核セキュリティ特講 ２ ２ 

核物質管理と核セキュリティ特定演習 １ ２ 

選

択

科

目 

東洋文庫選択

科目 

オリエンタルスタディーズⅠ ２ １ 

オリエンタルスタディーズⅡ ２ １ 

歴史民俗博物

館選択科目 

総合資料学 ２ １ 

海外経験選択

科目 

海外留学 ２ ２ 

海外フィールドワーク ２ １ 

海外インターンシップ ２ １ 

必修科目 多文化社会学セミナー ２ ２ 

研究指導 研究指導 ４ ２ 

計 １

８ 

１

１

２ 
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注 「研究指導」は主選択した各科目群において，４単位の必修とする。 

別表第２（第５条関係） 

博士後期課程の授業科目，単位数及び標準履修年次 

区分 授業科目 単位数 標準

履修

年次 
必

修 

選

択 

講義科目 多文化社会学特論Ⅰ ２ １ 

多文化社会学特論Ⅱ ２ １ 

演習科目
研究演習Ⅰ ４ １ 

研究演習Ⅱ ４ ２ 

研究指導科目
研究指導 ４ ３ 

計 １６ 

別表第３（第６条関係） 

学問のエレメンツ，学問のプラクティス及び研究指導の最低修得単位数 

区分 最低修得単位数 

必修 選択 計 備考 

学問のエレメンツ科目 １２ １２ 学問のプラクティス科目では，主

選択した各科目群において，最低

６科目９単位（特講３科目６単位

及び特定演習３科目３単位）を修

得しなければならない。 

第１１条の規定により本研究科に

おいて修得した単位とみなす他の

研究科及び大学院において修得し

た単位は，４単位を限度として，

学問のプラクティス科目の選択科

学問のプラクティス科目 ２ １６ １８ 

研究指導 ４ ４ 

計 １８ １６ ３４ 
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目の最低修得単位数に含めること

ができる。 

別表第４（第６条関係） 

講義科目，演習科目及び研究指導科目の最低修得単位数 

区分 最低単位修得数 

必修 選択 計 備考 

講義科目 ４ ４ 

演習科目 ８ ８ 

研究指導科目 ４ ４ 

計 １６ １６ 

別表第５（第１７条関係） 

教員免許に係る科目（教育学研究科開講科目） 

区分 授業科目名 単位数 

教科又は教職に関する科目 教員の資質と職務 ２ 

カリキュラムの理論と実践（中等） ２ 

英語科教育の実践と課題（中等） ２ 

英語学力評価の理論と方法・技術 ２ 
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フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

－ 学長
河野　茂

＜平成29年10月＞
医学博士

長崎大学学長
（平成29.10～令和2.9）

現　職
（就任年月）

（注）　高等専門学校にあっては校長について記入すること。

別記様式第３号（その１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 員 名 簿

学 長 の 氏 名 等

調書
番号

役職名 年齢
保有

学位等
月額基本給
（千円）



（多文化社会学研究科　多文化社会学専攻）

フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

1 専任 教授
鈴木　達治郎
<令和2年4月>

工学博士
研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

核兵器廃絶研究センター
教授

（平26.4)
5日

多文化社会学特論Ⅱ※ 1② 0.4 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学特論Ⅱ※ 1② 0.4 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

4 専任 教授
楊　暁安

<令和2年4月>
文学博士
（中国）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学部
教授

（平18.4)
5日

5 専任 教授
正本　忍

<令和2年4月>
博士

（社会学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学部
教授

（平7.4)
5日

多文化社会学特論Ⅰ※ 1① 0.3 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学特論Ⅰ※ 1① 0.3 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

8 専任 教授
井田　洋子

<令和2年4月>
法学修士

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

経済学部
教授

（平9.10）
5日

多文化社会学特論Ⅰ※ 1① 0.3 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

10 専任 教授
野上　建紀

<令和2年4月>
博士

（文学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学部
教授

（平26.4)
5日

多文化社会学特論Ⅰ※ 1① 0.3 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

12 専任 教授
前田（米澤）桂子
<令和2年4月>

博士
（文学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

教育学部
教授

（平26.4)
5日

13 専任 教授
吉田　ゆり

<令和2年4月>
博士

（現代社会）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

教育学部
教授

（平24.4）
5日

多文化社会学特論Ⅰ※ 1① 0.3 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学特論Ⅰ※ 1① 0.3 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

16 専任 教授
針貝　綾

<令和2年4月>
博士

（芸術学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

教育学部
教授

（平16.6)
5日

17 専任 准教授
Guelbeyaz Abdurrahman

<令和2年4月>
博士

（人間科学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学部
准教授

（平31.2)
5日

18 専任 准教授
細田（垂水）尚美
<令和2年4月>

博士
（地域研究）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

京都大学大学院アジア・アフリカ
地域研究研究科　助教

（平28.4)
5日

別記様式第３号（その２の１）

教 員 の 氏 名 等

博士
（文学）

多文化社会学部
教授

（平25.4)
5日

博士
（学術）

多文化社会学部
教授

（平26.4)
5日

15 専任 教授
木村　直樹

<令和2年4月>

博士
（英文学）

教育学部
教授

（平26.4)
5日

14 専任
教授

（研究
科長）

首藤　明和
<令和2年4月>

博士
（文学）

多文化社会学部
教授

（平12.10)
5日

11 専任 教授
鈴木　章能

<令和2年4月>

博士
（言語学）

多文化社会学部
教授

（平2.10)
5日

9 専任 教授
葉柳　和則

<令和2年4月>

博士
（学術）
文学博士
（中国）

多文化社会学部
教授

（平26.10)
5日

7 専任 教授
西原　俊明

<令和2年4月>

博士(学術）
多文化社会学部

教授
（平25.11)

5日

6 専任 教授
王　維

<令和2年4月>

国際公共
政策博士

核兵器廃絶研究センター
教授

（平28.12)
5日

3 専任 教授
森川　裕二

<令和2年4月>

申請に係る大学等の
職務に従事する

週当たり平均日数

2 専任 教授
吉田　文彦

<令和2年4月>

月額
基本給

（千円）
担当授業科目の名称

配当
年次

担当
単位
数

年間
開講
数

現　職
（就任年月）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

調書
番号

専任
等

区分
職位 年齢

保有
学位等



（多文化社会学研究科　多文化社会学専攻）

フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

別記様式第３号（その２の１）

教 員 の 氏 名 等

申請に係る大学等の
職務に従事する

週当たり平均日数

月額
基本給

（千円）
担当授業科目の名称

配当
年次

担当
単位
数

年間
開講
数

現　職
（就任年月）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

調書
番号

専任
等

区分
職位 年齢

保有
学位等

19 専任 准教授
才津　祐美子
<令和2年4月>

博士
（文学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学部
准教授

（平20.4)
5日

20 専任 准教授
大平　晃久

<令和2年4月>

博士
（人間･環境

学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

教育学部
准教授

（平24.4）
5日

多文化社会学特論Ⅰ※ 1① 0.3 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

22 専任 准教授
賽漢卓娜

<令和2年4月>
博士

（教育学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学部
准教授

（平26.4)
5日

23 専任 准教授
CUTRONE PINO
<令和2年4月>

Ph.D.
(Applied

Linguistics)
（英国）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学部
准教授

（平24.4)
5日

多文化社会学特論Ⅱ※ 1② 0.4 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学特論Ⅰ※ 1① 0.3 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

26 専任 准教授

南　誠
（梁　雪江）
<令和2年4月>

博士
（人間・環境学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学部
准教授

（平23.10)
5日

27 専任 准教授
COMPEL RADOMIR
<令和2年4月>

博士
（国際経済法学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学部
准教授

（平25.4)
5日

28 専任 准教授
中島　ゆり

<令和2年4月>

博士（Ph.D.,
Educational
Culture,

Policy, and
Society)
（米国）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

大学教育イノベーションセンター
准教授

（平27.1)
5日

多文化社会学特論Ⅱ※ 1② 0.4 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

30 専任 准教授
吉良　史明

<令和2年4月>
博士

（文学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

教育学部
准教授

（平30.4)
5日

31 専任 准教授
谷川　晋一

<令和2年4月>
博士

（言語学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学部
准教授

（平28.4)
5日

多文化社会学特論Ⅱ※ 1② 0.4 1

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

33 専任 准教授
原田　走一郎
<令和2年4月>

博士
（文学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

多文化社会学部
准教授

（平29.10)
5日

34 専任 准教授
森　元斎

<令和2年4月>
博士

（人間科学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

福岡大学人文学部
非常勤講師
（平29.4）

5日

35 専任 准教授
畑中　大路

<令和2年4月>
博士

（教育学）

研究演習Ⅰ
研究演習Ⅱ
研究指導

1通
2通
3通

4
4
4

1
1
1

教育学部
准教授

（平28.4）
5日

多文化社会学部
准教授

（平26.4)
5日

博士
（社会学）

多文化社会学部
准教授

（平26.4)
5日

32 専任 准教授
小松　悟

<令和2年4月>

博士
（文学）

博士
（学術）

多文化社会学部
准教授

（平26.4)
5日

29 専任 准教授
見原（吉野）礼子
<令和2年4月>

博士
（法学）

多文化社会学部
准教授

（平29.9)
5日

25 専任 准教授
滝澤　克彦

<令和2年4月>

博士
（地域研究）

多文化社会学部
准教授

（平21.4)
5日

24 専任 准教授
東　史彦

<令和2年4月>

21 専任 准教授
波佐間　逸博
<令和2年4月>



職 位 学 位 29 歳 以 下 30 ～ 39 歳 40 ～ 49 歳 50 ～ 59 歳 60 ～ 64 歳 65 ～ 69 歳 70 歳 以 上 合 計 備 考

博 士 人 人 人 ８人 ４人 ２人 １人 １５人

修 士 人 人 人 人 １人 人 人 １人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 ２人 １０人 ６人 １人 人 人 １９人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 人 人 人 人 人 人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 人 人 人 人 人 人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 ２人 １０人 １４人 ５人 ２人 １人 ３４人

修 士 人 人 人 人 １人 人 人 １人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

３　この書類は，申請又は届出に係る学部等の開設後，当該学部等の修業年限に相当する期間が満了する年度（以下「完成年度」という。）における状況を記載すること。

２　この書類は，専任教員についてのみ，作成すること。

助 教

４　専門職大学院の課程を修了した者に対し授与された学位については，「その他」の欄にその数を記載し，「備考」の欄に，具体的な学位名称を付記すること。

１　この書類は，申請又は届出に係る学部等ごとに作成すること。

別記様式第３号（その３）

合 計

専任教員の年齢構成・学位保有状況

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

（注）

教 授

准 教 授

講 師



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

1 専 教授
ｽｽﾞｷ　ﾀﾂｼﾞﾛｳ
鈴木　達治郎

＜令和2年4月＞

長崎大学有期雇用職員就業規則第4条第3
項ただし書き
役員会（H31.3.5開催）にて承認

2 専 教授
吉田　文彦

＜令和2年4月＞

長崎大学有期雇用職員就業規則第4条第3
項ただし書き
役員会（H31.3.5開催）にて承認

調書
番号

専任等
区分

職位 年齢 採　用　根　拠　等

（多文化社会学研究科多文化社会学専攻）



○長崎大学職員就業規則

平成１６年４月１日 

規則第４４号 

改正 平成１７年３月３１日規則第１６号 

平成１８年３月２４日規則第１０号 

平成１９年３月３０日規則第１８号 

平成２０年１月１８日規則第１号 

平成２０年３月２４日規則第１３号 

平成２１年１月２３日規則第１号 

平成２１年１１月２７日規則第３０号 

平成２２年１月２２日規則第１号 

平成２２年３月３１日規則第２２号 

平成２４年３月２９日規則第１７号 

平成２５年３月２６日規則第５号 

平成２５年３月２６日規則第６号 

平成２５年３月２６日規則第１５号 

平成２６年３月２８日規則第６号 

平成２７年２月３日規則第２号 

平成２７年３月２７日規則第１５号 

平成２８年３月３１日規則第２３号 

平成２９年３月３１日規則第１４号 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 人事 

第１節 採用（第６条―第９条） 

第２節 昇任及び降任（第１０条・第１１条） 

第３節 異動（第１２条・第１３条） 

第４節 休職及び派遣（第１４条―第１８条の２） 

第５節 退職及び解雇（第１９条―第２８条） 

第３章 給与（第２９条） 

第４章 服務（第３０条―第３７条の２） 
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第５章 勤務時間，休日，休暇，休業等（第３８条―第３９条の４） 

第６章 職員研修（第４０条） 

第７章 賞罰（第４１条―第４４条） 

第８章 安全衛生（第４５条） 

第９章 旅費（第４６条） 

第１０章 福利・厚生（第４７条・第４７条の２） 

第１１章 災害補償（第４８条・第４９条） 

第１２章 退職手当（第５０条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，労働基準法（昭和２２年法律第４９号。以下「労基法」という。）第

８９条の規定に基づき，長崎大学（以下「本学」という。）に勤務する職員の就業に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 職員 本学に勤務する船員を除くすべての者をいう。

(2) 教育職員 本学の教授，准教授，講師（常時勤務する者に限る。以下同じ。），助

教，助手，校長，園長，教頭，主幹教諭，教諭，養護教諭及び栄養教諭の職にある者を

いう。 

(3) 外国人研究員 本学における学術研究の推進を図ることを目的として，熱帯医学研

究所及び原爆後障害医療研究所において共同研究等に参画させるため，本学が招へいし，

契約により研究員として雇用する外国人をいう。 

(4) フルタイマー 本学に勤務する常時勤務を要しない職員のうち，１週間の勤務時間

が３８時間４５分又は３１時間で，かつ，１日の勤務時間が７時間４５分と定められて

いる者をいう。 

(5) パートタイマー 本学に勤務する常時勤務を要しない職員のうち，１週間の勤務時

間が３０時間を超えない範囲内で定められている者をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この規則の規定は，本学の職員（次項に規定する職員を除く。）に適用する。 
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２ 第６条第２項の規定により期間を定めて雇用される職員，労働契約法（平成１９年法律

第１２８号）第１８条第１項に規定する期間の定めのない労働契約により雇用される職員，

第２２条の規定により再雇用される職員，外国人研究員，フルタイマー及びパートタイマ

ーの就業については，別に定める。 

（他の法令との関係） 

第４条 この規則に定めのない事項については，労基法，労働契約法その他関係法令及び諸

規程の定めるところによる。 

（本学等の責務） 

第５条 本学及び職員は，それぞれの立場でこの規則を遵守しなければならない。 

第２章 人事 

第１節 採用 

（採用の方法等） 

第６条 職員の採用は，選考によるものとする。 

２ 学長は，前項により職員を採用するに当たって本学の教育研究上又は管理運営上必要と

認める場合は，労基法第１４条の規定に基づき，労働契約により期間を定めて雇用するこ

とができる。 

（労働条件の明示） 

第７条 学長は，職員の採用に際しては，採用をしようとする者に対し，あらかじめ次に掲

げる事項を記載した文書を交付しなければならない。 

(1) 労働契約の期間に関する事項

(2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

(3) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(4) 始業及び終業の時刻，所定労働時間を超える労働の有無，休憩時間，休日並びに休

暇に関する事項 

(5) 給与に関する事項

(6) 退職に関する事項

（採用時の提出書類） 

第８条 職員に採用された者は，次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。 

(1) 履歴書

(2) 資格に関する証明

(3) その他学長が必要と認める書類
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２ 前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは，速やかに書面で学長に届け出なけれ

ばならない。 

（試用期間） 

第９条 新たに採用した職員には，採用の日から６月（附属学校の教諭に採用した場合にあ

っては，１年）の試用期間を設ける。ただし，国，都道府県その他関係団体の職員から引

き続き本学の職員となった者で学長が適当と認めるときは，当該期間を短縮し，又は設け

ないことがある。 

２ 試用期間中に職員として不適格と学長が認めるときは，解雇することがある。 

３ 試用期間は，勤続年数に通算する。 

第２節 昇任及び降任 

（昇任の方法） 

第１０条 職員の昇任は，選考によるものとする。 

２ 前項の選考は，その職員の勤務成績等に基づいて行う。 

（降任） 

第１１条 学長は，職員が次の各号の一に該当する場合においては，長崎大学人事委員会規

則（平成１６年規則第３６号）に定める人事委員会（以下「人事委員会」という。）の審

議を経た後，職員の意に反して，これを降任することができる。 

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため，職務の遂行に支障があり，又はこれに堪えない場合

(3) その他職員として必要な適性を欠く場合

２ 教授，准教授，講師（常時勤務する者に限る。），助教及び助手（以下「大学教員」と

いう。）については，人事委員会の審議を経た後，国立大学法人長崎大学基本規則（平成

１６年規則第１号）第２８条に規定する教育研究評議会（以下「教育研究評議会」という。）

の審議を経なければならない。 

第３節 異動 

（人事異動） 

第１２条 職員は，業務上の都合により配置換，兼務又は出向を命ぜられることがある。た

だし，大学教員は，教育研究評議会の審議を経なければ，その意に反して配置換又は出向

を命ぜられることはない。 

２ 前項に規定する異動を命ぜられた職員は，正当な理由がない限り拒むことができない。 

（赴任） 
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第１３条 赴任の命令を受けた職員は，その辞令を受けた日から，住居移転を伴わない赴任

にあっては即日，住居移転を伴う赴任にあっては７日以内に赴任しなければならない。た

だし，やむを得ない理由により定められた期間内に新任地に赴任できないことについて，

新任地の上司の承認を得たときは，この限りでない。 

第４節 休職及び派遣 

（休職） 

第１４条 学長は，職員が次の各号の一に該当する場合においては，これを休職にすること

ができる。 

(1) 心身の故障のため，長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(3) 学校，研究所，病院その他学長が認める公共的施設において，その職員の職務に関

連があると認められる学術に関する事項の調査，研究若しくは指導に従事し，又は学長

が認める国際事情の調査等の業務に従事する場合 

(4) 科学技術に関する国及び独立行政法人と共同して行われる研究又は国若しくは独立

行政法人の委託を受けて行われる研究に係る業務であって，その職員の職務に関連があ

ると認められるものに，前号に掲げる施設又は学長が当該研究に関し指定する施設にお

いて従事する場合 

(5) 研究成果活用企業の役員（監査役を除く。），顧問又は評議員（以下「役員等」と

いう。）の職を兼ねる場合において，主として当該役員等の職務に従事する必要があり，

大学の職務に従事することができない場合 

(6) 労働組合業務に専従する場合

(7) 水難，火災その他の災害により，生死不明又は所在不明となった場合

(8) その他特別の事由により休職にすることが適当と学長が認める場合

２ 試用期間中の職員については，前項の規定を適用しない。 

（休職の期間） 

第１５条 前条第１項第１号の規定による休職の期間は，休養を要する程度に応じ，第３号

及び第５号並びに第７号及び第８号の規定による休職の期間は，必要に応じ，いずれも３

年を超えない範囲内において，それぞれ個々の場合について，人事委員会の審議を経た後，

学長が定める。この休職の期間が３年に満たない場合においては，休職にした日から引き

続き３年を超えない範囲内において，人事委員会の審議を経た後，これを更新することが

できる。ただし，前条第１項第１号の規定による休職の期間又はこれを更新する期間を定
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める場合は，当該休職にされる職員の同意があるときは，人事委員会の審議を省略するも

のとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，校長，園長，教頭，主幹教諭，教諭，養護教諭，栄養教諭及

び附属学校に勤務する事務職員が結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職の期

間は，２年とする。ただし，学長が特に必要があると認めるときは，その休職の期間を３

年まで延長することができる。 

３ 第１項の規定の適用については，前条第１項第１号の規定による休職にされた職員が，

復職をした日から１年に達する日までの間に，同一の傷病又はその傷病に起因する傷病に

より再度の休職にされたときは，当該再度の休職の期間は，復職前の休職の期間に引き続

いているものとみなす。 

４ 前条第１項第２号の規定による休職の期間は，その事件が裁判所に係属する間とする。 

５ 前条第１項第４号及び第６号の規定による休職の期間は，必要に応じ，５年を超えない

範囲内において，学長が定める。この休職の期間が５年に満たない場合においては，前条

第１項第６号の規定による休職の期間を除き，休職にした日から引き続き５年を超えない

範囲内において，これを更新することができる。 

６ 前条第１項第３号及び第５号の規定による休職の期間が引き続き３年に達する際，学長

が特に必要があると認めるときは，２年を超えない範囲内において，休職の期間を更新す

ることができる。この更新した休職の期間が２年に満たない場合においては，学長は，必

要に応じ，その期間の初日から起算して２年を超えない範囲内において，再度これを更新

することができる。 

７ 前条第１項第４号の規定による休職及び前項の規定に基づく前条第１項第５号の規定

による休職の期間が引き続き５年に達する際，学長が特に必要があると認めるときは，必

要と認める期間これを更新することができる。 

（休職に関する説明書の交付） 

第１６条 職員を休職にする場合には，事由を記載した説明書を交付して行うものとする。

ただし，職員から同意書の提出があった場合には，この限りでない。 

（復職） 

第１７条 学長は，第１５条に規定する休職の期間を満了するまでに休職事由が消滅したと

認めるときは，復職を命じる。ただし，第１４条第１項第１号の規定による休職について

は，休職の期間を満了するまでに職員が復職を願い出て，産業医が休職事由が消滅したと

認める場合に限り，復職を命じる。 
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２ 前項の場合において，学長は，原則として，休職前の職場に復帰させる。ただし，心身

の条件等を考慮し，他の職場に復帰させることがある。 

（休職中の身分及び給与） 

第１８条 休職者は，職員としての身分を保有するが，職務に従事しない。 

２ 休職者は，その休職の期間中，長崎大学職員給与規程（平成１６年規程第４７号）で別

段の定めをしない限り，何らの給与も支給されない。 

（派遣） 

第１８条の２ 学長は，国際協力等の目的でわが国が加盟している国際機関，外国政府の機

関等からの要請に応じ，これらの機関の業務に従事させるため，職員を５年を超えない範

囲内において，派遣することができる。ただし，学長が必要と認めるときは，５年を超え

ることができる。 

２ 前項の規定により派遣された職員は，その派遣期間中，職員としての身分を保有するが，

職務に従事しない。 

第５節 退職及び解雇 

（退職） 

第１９条 職員は，次の各号の一に該当するときは，退職とし，職員としての身分を失う。 

(1) 辞職を願い出て，学長から承認されたとき。

(2) 定年に達したとき。

(3) 期間を定めて雇用された場合において，その期間が満了したとき。

(4) 休職期間が満了し，休職事由がなお消滅しないとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職の候補者となった

とき。 

（辞職） 

第２０条 職員が辞職しようとするときは，辞職を予定する日の３０日前までに，学長に文

書をもって願い出なければならない。 

２ 職員は，辞職願を提出した場合にあっても，退職するまでは，従来の職務に従事しなけ

ればならない。 

（定年による退職） 

第２１条 職員の定年は，年齢６０年とする。ただし，次の各号に掲げる職員の定年は，当

該各号に定める年齢とする。 
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(1) 大学教員 年齢６５年

(2) 守衛，作業員及び消毒夫 年齢６３年

２ 職員は，定年に達したときは，定年に達した日以後における最初の３月３１日に退職す

る。 

（定年退職者の再雇用） 

第２２条 学長は，前条の規定により退職した者（大学教員を除く。）については，１年を

超えない範囲内で任期を定め，再雇用することができる。ただし，その者が再雇用しよう

とする職に係る定年に達していないとき又は次条若しくは第２４条第１項に規定する解

雇事由に該当するときは，この限りでない。 

（当然解雇） 

第２３条 学長は，職員が次の各号の一に該当する場合においては，これを解雇する。 

(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合

(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合

（その他の解雇） 

第２４条 学長は，職員が次の各号の一に該当する場合においては，人事委員会の審議を経

た後，これを解雇することができる。 

(1) 勤務実績が著しくよくない場合

(2) 心身の故障のため，職務の遂行に著しく支障があり，又はこれに堪えない場合

(3) その他職員として必要な適性を欠く場合

(4) 事業活動の縮小により剰員を生じ，配置換等が不可能な場合

(5) 天災事変その他やむを得ない事由により本学の事業継続が不可能となった場合

２ 大学教員にあっては，前項第５号に該当する場合を除き，人事委員会の審議を経た後，

教育研究評議会の審議を経なければならない。 

（解雇制限） 

第２５条 第２３条及び前条第１項第１号から第４号までの各号の一に該当する場合にあ

っても，次の各号の一に該当する期間は，解雇しない。ただし，第１号の場合において，

療養開始後３年を経過しても負傷又は疾病がなおらず，労働者災害補償保険法（昭和２２

年法律第５０号。以下「労災法」という。）第１８条の規定による傷病補償年金を受ける

場合は，この限りでない。 

(1) 業務上負傷し，又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後３０日間

(2) 産前産後の女性の職員が長崎大学職員の勤務時間，休日，休暇等に関する規程（平
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成１６年規程第４２号）第２６条第６号及び第７号の規定による休暇を取得している期

間及びその後３０日間 

２ 学長は，前条第１項第１号から第４号までの各号の一に該当する者を解雇しようとする

場合にあっても，その解雇が客観的に合理的な理由を欠き，社会通念上相当であると認め

られない場合は，これを解雇してはならない。 

（解雇予告） 

第２６条 学長は，第２３条及び第２４条の規定により職員を解雇する場合は，少なくとも

３０日前に本人に予告をするか，又は平均賃金の３０日分以上の解雇予告手当を支払う。

ただし，試用期間中の職員（１４日を超えて引き続き雇用された者を除く。）を解雇する

場合又は所轄労働基準監督署の認定を受けた場合は，この限りでない。 

（退職者の守秘義務） 

第２７条 退職者（解雇された者を含む。以下同じ。）は，在職中に知り得た秘密を他に漏

らしてはならない。 

（退職証明書） 

第２８条 学長は，退職者が退職証明書の交付を請求した場合は，遅滞なくこれを交付する。 

２ 前項の証明書に記載する事項は，次のとおりとする。 

(1) 雇用期間

(2) 業務の種類

(3) その事業における地位

(4) 給与

(5) 退職の事由（解雇の場合は，その理由）

３ 前項の証明書には，退職者が請求した事項のみを記載するものとする。 

第３章 給与 

（給与） 

第２９条 職員の給与の決定，計算，支払方法等については，長崎大学職員給与規程（平成

１６年規程第４７号）の定めるところによる。 

２ 前項の規定にかかわらず，大学教員（助手を除く。）でその給与を年俸制とする者の給

与の決定，支給等は別に定める。 

第４章 服務 

（誠実義務） 

第３０条 職員は，学長の指示命令を守り，職務上の責任を自覚し，誠実かつ公正に職務を
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遂行するよう努めなければならない。 

２ 職員は，本学の産学連携活動等において利益相反及び責務相反の行為を行ってはならな

い。 

（職務専念義務） 

第３１条 職員は，この規則又は関係法令の定める場合を除いては，その勤務時間及び職務

上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い，本学がなすべき責を有する職務にのみ

従事しなければならない。 

（職務専念義務の免除期間） 

第３２条 職員は，次の各号の一に該当する期間，職務専念義務を免除される。 

(1) 勤務時間内にレクリエーションに参加することを承認された期間

(2) 勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された期間

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和４７年

法律第１１３号。以下「均等法」という。）第１２条の規定に基づき，勤務時間内に健

康診査を受けることを承認された期間 

(4) 均等法第１３条の規定に基づき，通勤緩和により勤務しないことを承認された期間

(5) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間

(6) その他特別の事由により職務専念義務を免除することが適当と学長が認める期間

（職場規律） 

第３３条 職員は，上司の職務上の指示に従い，職場の秩序を保持し，互いに協力してその

職務を遂行しなければならない。 

（遵守事項） 

第３４条 職員は，次の事項を守らなければならない。 

(1) 職務の内外を問わず，本学の信用を傷つけ，又は職員全体の不名誉となるような行

為をしてはならない。 

(2) 職務上知ることのできた秘密又は個人情報を他に漏らしてはならない。

(3) 常に公私の別を明らかにし，その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。 

(4) 本学の敷地及び施設内（以下「本学内」という。）で，喧騒行為その他の秩序又は

風紀を乱す行為をしてはならない。 

(5) 学長の許可なく，本学内で，職務に関係のない放送，宣伝，集会又は文書画の配布，

回覧若しくは掲示の行為等（電子媒体及び情報機器を用いて行う行為を含み，労働組合

法（昭和２４年法律第１７４号）により正当な行為として認められるものを除く。）を
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してはならない。 

(6) 学長の許可なく，本学内で営利を目的とする金品の貸借，物品の売買等を行っては

ならない。 

（職員の倫理） 

第３５条 職員が遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項

については，長崎大学職員倫理規程（平成１６年規程第４６号）の定めるところによる。 

（ハラスメントの防止に関する責務）

第３６条 職員は，学長の定める指針及び長崎大学におけるハラスメントの防止等に関する

規則（平成１６年規則第３７号）に従い，ハラスメントをしてはならない。 

（兼業の制限） 

第３７条 職員は，学長の許可を受けた場合でなければ，事業を営み，又は他の業務に従事

してはならない。 

２ 職員の兼業の許可手続等については，長崎大学職員兼業規程（平成１６年規程第４５号）

の定めるところによる。 

（出張） 

第３７条の２ 職員は，業務上必要がある場合は，出張を命ぜられることがある。 

２ 前項の出張を命ぜられた職員は，当該出張を終えたときは，所定の様式により，速やか

に当該出張を命じた者に届け出なければならない。 

第５章 勤務時間，休日，休暇，休業等 

（勤務時間等） 

第３８条 職員の勤務時間，休日，休暇等については，長崎大学職員の勤務時間，休日，休

暇等に関する規程（平成１６年規程第４２号）の定めるところによる。 

（育児休業） 

第３９条 職員のうち３歳に満たない子の養育を必要とする者は，学長に申し出て育児休業

の適用を受けることができる。 

２ 育児休業期間が終了したときは，当該育児休業に係る職員は，育児休業前の職に復帰す

るものとする。 

３ 育児休業をしている職員は，職員としての身分を保有するが，職務に従事しない。 

４ 育児休業をしている期間については，給与を支給しない。 

５ 育児休業の対象者，手続等については，長崎大学職員の育児休業等に関する規程（平成

１６年規程第４３号）の定めるところによる。 
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（自己啓発等休業） 

第３９条の２ 学長は，職員としての在職期間が２年以上である職員が大学等における修学，

学術に関する調査若しくは研究又は国際貢献活動のための休業（以下「自己啓発等休業」

という。）を請求した場合において業務の運営に支障がないと認めるときは，３年を超え

ない範囲内の期間に限り，当該職員が自己啓発等休業をすることを承認することができる。 

２ 前項の職員には，自己啓発等休業から職務復帰後５年以上本学に在職することが見込ま

れない者は含まない。 

３ 自己啓発等休業をしている職員は，職員としての身分を保有するが，職務に従事しない。 

４ 自己啓発等休業をしている期間については，給与を支給しない。 

（大学院修学休業） 

第３９条の３ 学長は，教育学部附属学校の主幹教諭，教諭，養護教諭及び栄養教諭が大学

院の課程等に在学してその課程を履修するための休業（以下「大学院修学休業」という。）

を請求した場合において業務の運営に支障がないと認めるときは，３年を超えない範囲内

の期間に限り，当該職員が大学院修学休業をすることを承認することができる。 

２ 大学院修学休業をしている職員は，職員としての身分を保有するが，職務に従事しない。 

３ 大学院修学休業をしている期間については，給与を支給しない。 

（配偶者同行休業） 

第３９条の４ 学長は，職員（試用期間中の者を除く。）が外国で勤務等をする配偶者と生

活を共にすることを可能とする休業（以下「配偶者同行休業」という。）を請求した場合

において，業務の運営に支障がないと認めるときは，３年を超えない範囲内の期間に限り，

当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。 

２ 配偶者同行休業をしている職員は，職員としての身分を保有するが，職務に従事しない。 

３ 配偶者同行休業をしている期間については，給与を支給しない。 

第６章 職員研修 

（職員研修） 

第４０条 職員は，業務上必要がある場合は，研修を命ぜられることがある。 

２ 職員は，本務に支障のない場合において，学長の承認を受けて，勤務場所を離れて研修

を行うことができる。 

第７章 賞罰 

（表彰） 

第４１条 学長は，職員が次の各号の一に該当する場合においては，これを表彰する。 
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(1) 永年にわたり本学等に勤務し，かつ，その勤務成績が良好な場合

(2) 本学の名誉を高める行為又は職員の模範となる善行を行った場合

(3) その他学長が必要と認める場合

２ 前項の規定による表彰については，長崎大学表彰規程（平成１６年規程第５０号）の定

めるところによる。 

（懲戒） 

第４２条 職員の懲戒処分については，長崎大学職員懲戒規程（平成１６年規程第４４号）

の定めるところによる。 

（訓告等） 

第４３条 前条の懲戒処分のほか，服務を厳正にし，規律を保持する必要があるときは，訓

告又は厳重注意を行う。 

（損害賠償） 

第４４条 職員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は，前２条に規定する

懲戒処分又は訓告等を行うほか，その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。 

第８章 安全衛生 

（安全衛生管理） 

第４５条 職員は，安全，衛生及び健康確保について，労働安全衛生法（昭和４７年法律第

５７号）その他関係法令のほか，学長の指示を守るとともに，本学が行う安全，衛生及び

健康確保に関する措置に協力しなければならない。 

２ 学長は，職員の健康増進及び危険防止のために必要な措置をとらなければならない。 

３ 職員の安全衛生管理に関する具体的措置については，長崎大学安全衛生管理規則（平成

１６年規則第３８号）の定めるところによる。 

第９章 旅費 

（旅費） 

第４６条 職員が出張又は赴任を命ぜられた場合の旅費については，長崎大学旅費規程（平

成２４年規程第６号）の定めるところによる。 

第１０章 福利・厚生 

（宿舎利用基準） 

第４７条 職員の宿舎の利用については，長崎大学職員宿舎管理規程（平成１６年規程第８

８号）の定めるところによる。 

（保育園利用基準） 
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第４７条の２ 職員の保育園の利用については，長崎大学文教おもやい保育園規程（平成２

９年規程第２号）及び長崎大学病院あじさい保育園規程（平成２１年病院規程第１８号）

の定めるところによる。 

第１１章 災害補償 

（業務上の災害補償） 

第４８条 職員の業務上の災害補償については，労災法及び長崎大学職員災害補償規程（平

成１６年規程第１４９号）の定めるところによる。 

（通勤途上の災害補償） 

第４９条 職員の通勤途上における災害補償については，労災法及び長崎大学職員災害補償

規程（平成１６年規程第１４９号）の定めるところによる。 

第１２章 退職手当 

（退職手当） 

第５０条 職員の退職手当については，長崎大学職員退職手当規程（平成１６年規程第４８

号）の定めるところによる。 

附 則 

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月３１日規則第１６号） 

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月２４日規則第１０号） 

この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日規則第１８号）抄 

１ この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１月１８日規則第１号） 

この規則は，平成２０年１月１８日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２４日規則第１３号） 

この規則は，平成２０年３月２４日から施行する。ただし，第２条第５号及び第３条第２

項の改正規定は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年１月２３日規則第１号） 

この規則は，平成２１年２月１日から施行する。 

附 則（平成２１年１１月２７日規則第３０号） 

この規則は，平成２１年１２月１日から施行する。 
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附 則（平成２２年１月２２日規則第１号） 

この規則は，平成２２年１月２２日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３１日規則第２２号） 

この規則は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２９日規則第１７号）抄 

１ この規則は，平成２４年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行前に長崎大学職員就業規則第１４条第１項第１号の規定に該当するも

のとしてなされた休職の期間の取扱いについては，なお従前の例による。 

附 則（平成２５年３月２６日規則第５号）抄 

１ この規則は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２６日規則第６号） 

この規則は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２６日規則第１５号）抄 

１ この規則は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２８日規則第６号） 

この規則は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年２月３日規則第２号） 

この規則は，平成２７年２月３日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２７日規則第１５号） 

この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第２３号） 

この規則は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３１日規則第１４号） 

この規則は，平成２９年４月１日から施行する。 
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○長崎大学有期雇用職員就業規則

平成１７年３月３１日 

規則第２１号 

改正 平成１８年３月２４日規則第１２号 

平成２０年３月２７日規則第１９号 

平成２１年９月２５日規則第２７号 

平成２３年３月２９日規則第１８号 

平成２５年３月２６日規則第９号 

平成２６年３月２８日規則第９号 

平成３０年３月３０日規則第１７号 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 人事（第３条―第１４条） 

第３章 給与（第１５条） 

第４章 雑則（第１６条―第１８条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，長崎大学職員就業規則（平成１６年規則第４４号。以下「職員就業規

則」という。）第３条第２項の規定に基づき，職員就業規則第６条第２項の規定により長

崎大学（以下「本学」という。）に期間を定めて雇用される職員（以下「有期雇用職員」

という。）の就業に関し必要な事項を定めるものとする。 

２ この規則に定めのない事項については，労働基準法（昭和２２年法律第４９号。以下「労

基法」という。），労働契約法（平成１９年法律第１２８号。以下「労働契約法」という。），

研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推

進等に関する法律（平成２０年法律第６３号）その他関係法令及び諸規程の定めるところ

による。 

（本学等の責務） 

第２条 本学及び有期雇用職員は，それぞれの立場でこの規則を遵守しなければならない。 

第２章 人事 

（採用の方法） 
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第３条 有期雇用職員の採用は，選考によるものとする。 

（労働契約の期間等） 

第４条 労働契約の期間は，労基法第１４条の規定に基づき，５年の範囲内で個々の有期雇

用職員ごとに定める。 

２ 労働契約は，更新することができる。ただし，第１１条及び第１２条に規定する場合の

ほか，その業務を必要としなくなったときは，労働契約を更新しない。 

３ 前２項に定めるもののほか，職員就業規則第２１条第１項に規定する定年年齢に相当す

る年齢に達した者については，当該日以降に到来する最初の３月３１日を超えて，労働契

約を締結し，又は更新することができない。ただし，学長が特に必要と認めた場合は，こ

の限りでない。 

（労働条件の明示） 

第５条 学長は，有期雇用職員の採用に際しては，採用をしようとする者に対し，あらかじ

め次に掲げる事項を記載した文書を交付しなければならない。 

(1) 労働契約の期間に関する事項

(2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

(3) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(4) 始業及び終業の時刻，所定労働時間を超える労働の有無，休憩時間，休日並びに休

暇に関する事項 

(5) 給与に関する事項

(6) 退職に関する事項

（採用時の提出書類） 

第６条 有期雇用職員に採用された者は，次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。 

(1) 履歴書

(2) 資格に関する証明

(3) その他学長が必要と認める書類

２ 前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは，速やかに書面で学長に届け出なけれ

ばならない。 

（試用期間） 

第７条 新たに採用した有期雇用職員には，採用の日から６月の試用期間を設ける。ただし，

学長が適当と認めるときは，当該期間を短縮し，又は設けないことがある。 

２ 試用期間中に有期雇用職員として不適格と学長が認めるときは，解雇することがある。 
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３ 試用期間は，勤続年数に通算する。 

（赴任） 

第８条 赴任の命令を受けた有期雇用職員は，その辞令を受けた日から，住居移転を伴わな

い赴任にあっては即日，住居移転を伴う赴任にあっては７日以内に赴任しなければならな

い。ただし，やむを得ない理由により定められた期間内に新任地に赴任できないことにつ

いて，新任地の上司の承認を得たときは，この限りでない。 

（退職） 

第９条 有期雇用職員は，次の各号の一に該当するときは，退職とし，有期雇用職員として

の身分を失う。 

(1) 労働契約の期間が満了したとき。

(2) 退職を願い出て，学長から承認されたとき。

(3) 休職期間が満了し，休職事由がなお消滅しないとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職の候補者となった

とき。 

（退職手続） 

第１０条 有期雇用職員は，自己の都合により退職しようとするときは，退職を予定する日

の３０日前までに，学長に文書をもって願い出なければならない。 

２ 有期雇用職員は，退職願を提出した場合にあっても，退職するまでは，従来の職務に従

事しなければならない。 

（当然解雇） 

第１１条 学長は，有期雇用職員が次の各号の一に該当する場合においては，これを解雇す

る。 

(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合

(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合

（その他の解雇） 

第１２条 学長は，有期雇用職員が次の各号の一に該当する場合においては，人事委員会の

審議を経た後，これを解雇することができる。 

(1) 勤務実績が著しくよくない場合

(2) 心身の故障のため，職務の遂行に著しく支障があり，又はこれに堪えない場合

(3) その他職員として必要な適性を欠く場合
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(4) 事業活動の縮小により剰員を生じ，配置換等が不可能な場合

(5) 天災事変その他やむを得ない事由により本学の事業継続が不可能となった場合

(6) 外部資金の受入終了，プロジェクト事業等の業務完了等のため，業務を終了せざる

を得ない場合 

（解雇制限） 

第１３条 第１１条並びに前条第１号から第４号まで及び第６号の各号の一に該当する場

合にあっても，次の各号の一に該当する期間は，解雇しない。ただし，第１号の場合にお

いて，療養開始後３年を経過しても負傷又は疾病がなおらず，労働者災害補償保険法（昭

和２２年法律第５０号。以下「労災法」という。）第１８条の規定による傷病補償年金を

受ける場合は，この限りでない。 

(1) 業務上負傷し，又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後３０日間

(2) 産前産後の女性の有期雇用職員が長崎大学職員の勤務時間，休日，休暇等に関する

規程（平成１６年規程第４２号）第２６条第６号及び第７号の規定による休暇を取得し

ている期間及びその後３０日間 

２ 学長は，前条第１号から第４号まで及び第６号の各号の一に該当する者を解雇しようと

する場合にあっても，その解雇が客観的に合理的な理由を欠き，社会通念上相当であると

認められないときは，これを解雇してはならない。 

（解雇予告） 

第１４条 学長は，第１１条及び第１２条の規定により有期雇用職員を解雇する場合は，少

なくとも３０日前に本人に予告をするか，又は平均賃金の３０日分以上の解雇予告手当を

支払う。ただし，試用期間中の有期雇用職員（１４日を超えて引き続き雇用された者を除

く。）を解雇する場合又は所轄労働基準監督署の認定を受けた場合は，この限りでない。 

第３章 給与 

（給与） 

第１５条 有期雇用職員の給与の決定，計算，支払方法等（次項において「給与決定等」と

いう。）については，長崎大学職員給与規程（平成１６年規程第４７号。次項において「給

与規程」という。）の定めるところによる。 

２ 有期雇用職員の給与決定等について職務内容等を考慮し給与規程の規定によることが

できないと認められる場合には，前項の規定にかかわらず，学長が認めるところにより，

その者の給与決定等をすることができる。 

第４章 雑則 
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（職員就業規則の規定の準用） 

第１６条 職員就業規則第１４条から第１８条まで，第２７条，第２８条及び第３０条から

第４９条までの規定（第４１条第１項第１号の規定を除く。）は，有期雇用職員について

準用する。 

２ 職員就業規則第５０条の規定は，有期雇用職員のうち次に掲げる者（年俸制対象者その

他の前条第２項の規定により給与が決定される者で当該給与に退職手当相当額が含まれ

るものを除く。）について準用する。 

(1) 長崎大学における教育職員のテニュア・トラック制に関する規程（平成２１年規程

第４３号）に定めるテニュア・トラック教員 

(2) 長崎大学病院診療助教取扱規程（平成２１年規程第４５号）に定める診療助教

３ 職員就業規則第１８条の２の規定は，有期雇用職員のうち学長が別に定める者について

準用する。 

（無期労働契約の締結の申込み） 

第１７条 労働契約法第１８条第１項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込

みは，労働契約の期間の満了日の３０日前までに行うものとする。 

（補則） 

第１８条 この規則に定めるもののほか，必要な事項については，別に定める。 

附 則 

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月２４日規則第１２号） 

この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２７日規則第１９号） 

この規則は，平成２０年３月２７日から施行する。 

附 則（平成２１年９月２５日規則第２７号） 

この規則は，平成２１年９月２５日から施行する。 

附 則（平成２３年３月２９日規則第１８号） 

この規則は，平成２３年３月２９日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２６日規則第９号） 

１ この規則は，平成２５年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において現に締結している有期

労働契約の契約期間が施行日の前日以後に満了する有期雇用職員については，改正後の第

5



４条第２項ただし書の規定にかかわらず，当該満了日の翌日を同項の当初の採用日とみな

して同項の規定を適用する。 

附 則（平成２６年３月２８日規則第９号） 

この規則は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日規則第１７号） 

この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 
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